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1. 全体調査計画の概要  

河川水辺の国勢調査は、河川環境の整備と保全を適切に推進するため、定期的、継続的、

統一的な河川に関する基礎情報の収集、整備を図ることを目的として実施するものである。 

令和 8 年度からの河川水辺の国勢調査の枠組みは図 1-1 に示すとおりである。このうち、

全体調査計画は、基本調査の全調査項目(魚類採捕調査、魚類環境 DNA 調査、底生動物調査、

動植物プランクトン調査(【ダム湖版】のみ対象)、植物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺

乳類調査、陸上昆虫類等調査及び河川・ダム湖環境基図作成調査)を対象に、より適切で効率

的な調査を実施するために、水系一貫の視点や調査項目間の関連性を踏まえた視点等から、

基本的に水系単位で同一年に実施する調査項目を統一するように、全体的な調査計画を検討

し策定するものである。 

令和 8 年度以降の各調査項目の現地調査計画は、策定された全体調査計画に基づいて、各

調査担当事務所等ごとに策定する。 

なお、策定した全体調査計画は、河川環境において著しい変化が生じた場合等、必要に応

じて、概ね 5 年に一度見直しの検討を行うものとする。 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  
※:「動植物プランクトン調査」は【ダム湖版】のみを対象とする。 

図 1-1 河川水辺の国勢調査の枠組み（令和 8 年度より魚類環境 DNA 調査を追加） 
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1.1 全体調査計画策定の留意事項  

全体調査計画策定にあたっての重要な留意事項は以下のとおりである。 

 

(1) 水系一貫の計画 

水系全体を通じて各生物項目の生息・生育状況の把握・評価が可能なように、水系を

単位として連携し、事前に十分な調整を図り、同一年の調査項目を水系単位で統一した

水系一貫の計画を策定することを基本とする。なお、策定にあたっては、水系内の指定

区間についても含まれることが望ましいが、これまでの河川水辺の国勢調査の実施状況

を勘案しつつ、水系ごとに判断するものとする。 

 

(2) 各調査項目の関連性を踏まえた配慮 

調査項目間の関連性を考慮し、魚類と底生動物や植物と陸上昆虫類等といった生態学

的な関連性を踏まえた調査地区の配置や調査時期の設定が必要である。なお、【河川版】

の魚類採捕調査については、魚類環境 DNA 調査と同じ調査実施年度に設定することを

推奨する。また、設定にあたっては、既往の河川水辺の国勢調査の実施状況を整理した

うえで、調査地区の継続性についても配慮することが重要である。【ダム湖版】の魚類

環境 DNA 調査（ダム湖以外）については、魚類採捕調査と同じ調査年度に設定する。 

 

(3) 河川環境縦断区分・ダム湖環境エリア区分を考慮した調査地区設定の設定 

【河川版】においては、統一的かつ合理的に調査地区の設定※1を行うとともに、河川

水辺総括資料※2、河川環境検討シート※3等をもとに当該河川の河川環境縦断区分を行い、

各区分を代表する地区に調査地区を設定する。 

【ダム湖版】においては、管理段階における環境影響の分析・評価に活用されること

を考慮し、ダム湖及びその周辺に分布する動物・植物と生息・生育環境との関係を把握

することを目的として、ダム湖環境エリア区分(ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河

川、その他(地形改変箇所・環境創出箇所))ごとに調査地区・地点を設定する。 

 
※1:ここでの調査地区の設定には、鳥類スポットセンサス調査箇所及び魚類環境 DNA 調査地点

の距離間隔の設定と、魚類環境 DNA ホットスポット調査地点の設定を含む。 
※2:『平成 13 年度版 河川水辺の国勢調査【河川版】河川水辺総括資料作成調査の手引き〈案〉』

(国土交通省河川局河川環境課.2001) 参照。 
※3:『「河川環境検討シート」作成の手引き〈案〉』(国土交通省河川局河川環境課.2003) 参照。 
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(4) ダム湖周辺（樹林内）調査地区を廃止するための検討の視点 

ダム湖周辺調査地区において、植物、鳥類、両生・爬虫・哺乳類、陸上昆虫類の調

査を３回実施したダムにおいては、コスト縮減効果を考慮して、これらダム湖周辺区

分のうち樹林内地区の生物相が把握できた場合は廃止の検討を実施する（なお、樹林

内地区廃止の手続き及び判断は、８章を参照のこと）。 

 

(5) 河川水辺の国勢調査[河川版]の改訂に伴う変更 

令和 8 年度版の基本調査マニュアル【河川版】は、後述するように、平成 28 年度改訂

版の枠組みや調査の構成を基本として継続しているが、効率化、重点化等を踏まえ、調査

内容等について調査項目の追加と部分的な改訂を行ったものである。 

以下に、主な変更点の概略を挙げる。 

 

（１）魚類環境 DNA 調査を『基本調査』に新たに追加して実施 

（２）従来の魚類調査を魚類採捕調査と位置付け、調査頻度を 10 年に 1 回に変更 

 

なお、平成 18 年度版の基本調査マニュアル【河川版】では、平成 24 年 3 月に下記に示

す部分改訂を行っている。 

 

（１）文献調査の簡素化 

（２）河川環境基図作成調査における構造物調査の除外（他の調査結果等で代替する） 

 

また、平成 28 年度版の基本調査マニュアル【河川版】では、調査内容等について部分

的な改訂を行っている。 

以下に、主な変更点の概略を挙げる。 

 

（１）底生動物調査のうちの定性調査における調査対象環境区分と定性採集サンプル

数の縮減 

（２）鳥類調査のうちスポットセンサス法の調査において、河川全体の管理区間延長

の総計が一定距離より長い河川を対象にした調査箇所間隔の距離の拡大 

（３）鳥類スポットセンサス法の調査において河川環境縦断区分ごとに鳥類ホットス

ポット調査箇所の導入・設定 
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図 1-2 河川水辺の国勢調査[河川版]の改訂に伴う変更

平成 18～27 年度 平成 28 年度以降 

事前調査 

・文献調査の簡素化 
事前調査 

・文献調査 

底生動物 

・調査対象環境区分の統合 

・定性採集サンプル数の縮減 

底生動物 

・調査対象環境区分、定性 

採集サンプル数 

鳥類 

・距離間隔 1km ごとに調査 

箇所設定 

鳥類 

・30km 未満、以上で 1km～2km

ごとに調査箇所を設定 
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平成 18～23 年度 平成 24 年度以降 

河川環境基図作成調査 

・陸域(植生図作成)調査 

・水域調査 

河川環境基図作成調査 

・陸域(植生図作成)調査 

・水域調査 

・構造物調査 

平成28～令和7年度 令和 8 年度以降 

魚類採捕調査 

・調査頻度は 10 年に 1回 
魚類調査 

・調査頻度は 5 年に 1 回 
魚類環境 DNA 調査 

・新たに追加して実施 

・調査頻度は 5 年に 1 回 

平成 18～23 年度 平成 24 年度以降 
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(6) 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】の改定に伴う変更 

令和 8 年度版の基本調査マニュアル［ダム湖版］は、後述するように、平成 28 年度改

訂版の枠組みや調査の構成を基本として継続しているが、効率化、重点化等を踏まえ、調

査内容等について調査項目の追加と部分的な改訂を行ったものである。 

以下に、主な変更点の概略を挙げる。 

 

（1）魚類環境 DNA 調査を『基本調査』に新たに追加して実施 

（2）従来の魚類調査を魚類採捕調査と位置付け、調査頻度を 5 年に 1 回、1 季に変更 

（3）平成 28 年度改訂版に含まれていた「全体調査計画の策定」、「現地調査にあたって

の法令等の留意点」、「調査精度の確保」、「標本の作成及び保管」については、「河

川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル［共通版］」に記載 

（4）平成 28 年度改訂版の参考資料に含まれていた「瀬・淵の解説」は、ダム湖環境基

図作成調査編に移動 

（5）平成 28 年度改訂版の参考資料に含まれていた「付着藻類の調査方法」は、「河川水

辺の国勢調査［ダム湖版］」の調査項目として位置づけられていないため削除した。

参照する場合は、平成 28 年度改訂版を確認すること。 

（6）平成 28 年度改訂版の参考資料に含まれていた「堰・遊水地・調節池における留意

事項」、「全体調査計画策定の手引」は、「河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル

［共通版］」に記載 

 

令和 8 年度から魚類環境 DNA 調査を追加することに伴い、魚類採捕調査は調査実施回

数を変更し、5 年に 1 回・1 季とする。魚類環境 DNA 調査【ダム湖版】は、ダム湖では毎

年 1 回・1 季、ダム湖以外では原則 2 年に 1 回・1 季で実施するものとする。 

 

表 1-1 魚類採捕調査及び魚類環境 DNA 調査の調査実施の頻度と調査時期及び回数 

調査項目 
ダム湖環境 

エリア区分 

調査実施の

頻度 
調査時期及び回数 

魚類採捕調査【ダム湖版】 ダム湖・ダム湖以外共 5 年に 1 回 春から秋にかけて原則 1 回 
魚類環境 DNA 調査（ダム湖）【ダ

ム湖版】 
ダム湖 

毎年 
春から秋にかけて原則 1 回 

魚類環境 DNA 調査（ダム湖以外）

【ダム湖版】 
ダム湖以外 原則 2 年に 1

回 
春から秋にかけて原則 1 回 

 

なお、平成 18 年度版の基本調査マニュアル【ダム湖版】では、下記に示す改訂を行って

いる。 

(7) 植生調査等のダム湖環境基図作成調査への統合 

ダム湖及びその周辺の植生分布や下流河川、流入河川の物理環境等のダム湖環境を把握

するうえでの基盤となるデータについて、一元的に把握することができるように、植物調

査のうちの「植生分布調査」、「群落組成調査」、また魚介類調査のうちの「流入河川踏査」

を「ダム湖環境基図作成調査」として統合し、全体調査計画の構成項目の一つとして計画
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：【ダム湖版】

：【河川版】

　　　※1:「魚介類調査」は平成18年度以降は魚類のみを対象とする「魚類調査」とする。

　　　※2:『平成13年度版 河川水辺の国勢調査【河川版】 河川水辺総括資料作成調査の手引き〈案〉』(国土交通省河川局河川環境課.2001)

生物調査

・魚類調査
※1

・植物調査

平成17年度以前

生物調査

　魚介類調査
※1

・現地調査(捕獲等)
　　　　　　　・流入河川踏査
　
　植物調査　　・植物相調査
　　　　　　　・植生分布調査
　　　　　　　・群落組成調査

平成18年度以降

ダム湖環境基図作成調査
・陸域(植生図作成)調査
・水域調査
・構造物調査河川環境基図作成調査

※2

・陸域(植生図作成)調査
・水域調査
・構造物調査

【河川版】
※2

を参考にする。

的に実施することとする。なお、【河川版】における「河川調査(水域調査、構造物調査)」

の調査項目についても、必要な情報は、ダム湖環境基図作成調査の河川区間を調査する際

に、同時に調査することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図 1-3 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】の改訂に伴う変更 
 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年度以前 平成 18 年度以降 

平成 28 年度～令和 7 年度 

魚類調査 

・調査頻度は 5 年に 1 回、2 季 

魚類採捕調査 

・調査頻度は 5 年に 1 回、1 季 

魚類環境 DNA 調査 

・ダム湖は毎年（水質調査と同時） 

・ダム湖以外は原則 2 年に 1 回 

令和 8 年度～ 
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1.2 全体調査計画策定における主な手順と検討事項  

全体調査計画を策定するためには、以下の主な手順と検討が必要となる。 

 

(1) 水系ごとの策定主体の選定 

当該水系の河川及びダムの管理者は、都道府県・政令指定都市が参画を要望する場合は、

これらも含め、水系内の全体調査計画の策定主体も選定する。原則として水系内の管理者

(地方公共団体については希望する団体とする。)すべてを主体とする。以下、これら策定主

体を「策定者」という。 

 

(2) 調査対象範囲の整理 

策定者は、それぞれの調査対象となる河川及びダムの管理区間を確認し、調査対象範囲

の整理を行うとともに、水系全体の調査対象範囲を整理する(2 章参照)。 

 

(3) 調査年スケジュール計画の作成 

今回の改定では、魚類環境 DNA 調査を追加するとともに、魚類採捕調査の調査実施回

数が【河川版】では 5 年に 1 回・2 季から 10 年に 1 回・2 季に変更、【ダム湖版】では 5

年に 1 回・2 季から 5 年に 1 回・1 季に変更した。 

策定者は、調査項目ごとに調査実施年度を設定し、当該水系全体の 10 年間の調査年スケ

ジュール計画を作成する(3 章参照)。 

 

(4) 水系の概要の整理 

全体調査計画を適切に策定するため、策定者は、流域の環境の特徴、生物の生息・生育

状況等の視点から、河川水辺総括資料や既往の河川水辺の国勢調査結果等の既存資料を参

考として、調査対象水系の概要を整理する。それらの整理結果をもとに、水系全体の概要

をとりまとめる(4 章参照)。 

 

(5) 全体調査計画の策定 

策定者は、水系ごとに、調査対象範囲、調査年スケジュール計画、調査地区、年間の調

査時期及び回数等、全体調査計画書の策定を行う。 

 計画策定において、主な検討事項を後述する。 
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1) 調査地区の設定  

調査対象範囲内に生息・生育している生物を適切かつ効率的に把握するため、【河川版】

においては河川環境縦断区分、【ダム湖版】においてはダム湖環境エリア区分に基づいて調

査地区の設定を行う※1※2。調査地区の設定は、各管理者がそれぞれの調査対象範囲につい

て個別に行うが、当該水系の管理者が複数の事務所等にまたがる場合は、上下流のデータ

の比較等調査結果の効果的な活用や、各管理区間の境界付近での効率的な調査地区の調整

等、水系一貫の視点から調査地区の配置等について調整を図る必要がある(5 章参照)。 

以下に【河川版】及び【ダム湖版】それぞれについて記す。 

 

※1:【河川版】鳥類スポットセンサス調査箇所及び【河川版】魚類環境 DNA 調査地点につ

いては、河川環境縦断区分に基づいた調査地区の設定は行わず、調査箇所または調査地

点の距離間隔の設定を行う。 

※2:【河川版】魚類環境 DNA ホットスポット調査地点については、河川環境縦断区分に基

づいた調査地区の設定は行わず、Ⅱ魚類環境 DNA 調査編(案)を参照し調査地点の設定を

行う。 

 

【河川版】 

a. 河川環境縦断区分の設定 

河川水辺総括資料、河川環境検討シート※1 等の既存資料を参考に、水系の特徴を河川縦

断方向に沿って整理を行い、調査対象範囲の河川環境等が概ね類似すると考えられる区間

を河川縦断方向に区分し、「河川環境縦断区分」として設定する。 

 
※1:『「河川環境検討シート」作成の手引き〈案〉』(国土交通省河川局河川環境課.2003) 参照。 

 

b. 調査地区の設定 

担当管理区間内において調査地区の設定を行う。調査地区は、水系ごとに 1 地区から数

地区を対象に全調査項目の調査を共通かつ重点的に実施する「総合調査地区」と、調査項

目ごとに各河川環境縦断区分に設定する通常の「調査地区」に大別される。 

以下にそれぞれの詳細について記す。 

 

(ア) 総合調査地区: 各河川の特徴的で重要もしくは、良好な河川環境を対象に、全調

査項目の調査を共通かつ重点的に実施するために設定する調査地区。 

(イ) 調査地区: 各河川環境縦断区分の代表的な場所を対象に、調査項目別に設定する

調査地区。 
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【ダム湖版】 

a. ダム湖環境エリア区分の設定 

フォローアップ定期報告書※1またはフォローアップ年次報告書※2の作成における考え方

を参考に、ダムの概要について整理し、ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河川、その

他(地形改変箇所・環境創出箇所等)のダム湖環境エリアに区分する。 

 
※1: 『ダム等管理フォローアップ 定期報告書作成の手引き[平成 26 年度版]』 (国土交通省水管理・

国土保全局河川環境課 流水管理室.平成 26 年 4 月) 参照。 
※2:『ダム等管理フォローアップ 年次報告書作成の手引き[平成 15 年度版]』 (国土交通省河川局河

川環境課.平成 15 年 7 月) 参照。 

 

b. 調査地区の設定 

調査項目別にダム湖環境エリア区分ごとの調査地区を設定する。設定に際しては、既往

の河川水辺の国勢調査における調査地点やモニタリング調査地点等との継続性、調査時の

安全性、調査項目間の調査地区との整合について考慮し、ダム湖及び周辺の環境の把握が

可能な調査地区を配置する。また、植物、鳥類、両生・爬虫・哺乳類、陸上昆虫類等につ

いて３回の調査が実施された場合には、ダム湖周辺（樹林内）調査地区の廃止の検討を実

施する(８章参照)。 

 

2) 年間の調査時期及び回数の設定 

既往の河川水辺の国勢調査結果等の既存資料をもとに、対象となる生物の生態や地域特

性を考慮して、各調査対象範囲における年間の調査時期及び回数の設定を行う(6 章参照)。 

 

3) 全体調査計画書の策定 

策定者は、全体調査計画書を策定する。なお、策定に際しては、必要に応じて、河川水

辺の国勢調査アドバイザー等の学識経験者の指導・助言を受けるものとする(7 章参照)。 
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2. 調査対象範囲の整理  

調査対象となる河川及びダムについて、「●●川水系 調査対象河川及びダム【全体調査計

画様式 1】」及び「調査対象範囲【全体調査計画様式 2】」に整理する(表 2-1 及び図 2-1 参照) 。 

●●川水系  調査対象河川及びダム 【全体調査計画様式 1】 

(ア) 水系名: 水系名を記入する。 

(イ) 河川名・ダム名: 調査対象となる河川名及びダム名を記入する。なお、補助ダムの

場合はダム名の後に“(補助)”を記入する。 

(ウ) 流域面積: 水系の流域面積を記入する。 

(エ) 流路延長: 各調査対象河川の流路延長を記入する。 

(オ) 管理する事務所等: 各調査対象河川及びダムを管理する事務所等を記入する。 

(カ) 管理区間: 各調査対象河川について、管理する事務所等の管理区間の範囲を記入す

る。 
全体調査計画様式 1 

表 2-1 ●●川水系 調査対象河川及びダム (例) 

 

●●川水系 調査対象範囲 【全体調査計画様式 2】 

(ア) 【河川版】の調査対象範囲を太線で示し、直轄管理区間の範囲を“   ”で囲む。

また、【ダム湖版】の調査対象ダムの位置に“ ”を記入する。 

(イ) 調査対象となる河川名及びダム名を記入する。なお、補助ダムの場合はダム名の後

に“(補助)”を記入する。 

(ウ) 各調査対象河川及びダムについて、管理する事務所等を記入する。 

(エ) スケールと方位を記入する。縮尺は問わない。 

(オ) A4 または A3 サイズで作成する。 

(カ) 図面は複数に分割してもよい。 

水系名 河川名・ダム名 流域面積 流路延長 管理する事務所等 管理区間 

●●川水系 ●●川 5,405k ㎡ 182km ▲▲河川事務所 0.0～45.6km 

□□河川事務所 45.6～120.4km 

◇◇県土木事務所 120.4～145.0km 

△△川 50km ▲▲河川事務所 0.0～6.0km 

○○県土木事務所 6.0～20.4km 

△△ダム(補助) ― ○○県土木事務所 15.2～18.5km 

■■川 39km □□河川事務所 0.0～17.1km 

■■ダム ― ■■ダム管理所 20.2～22.5km 

◆◆ダム ― ◆◆ダム管理所 10.5～13.1km 
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 全体調査計画様式 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 ●●川水系 調査対象範囲 (例) 

●
●
川 

□□河川事務所 

管理区間 

■■川 

△△ダム(補助) 

(○○県土木事務所 管理) 

◆◆ダム 

(◆◆ダム管理所 管理) 

▲▲河川事務所 

管理区間 

■■ダム 

(■■ダム管理所 管理) 

○○県土木事務所 

管理区間 

◇◇県土木事務所 

管理区間 

△△川 

 ●●川流域 
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3. 調査年スケジュール計画の作成 

それぞれの水系について、表 3-1 に示す調査項目ごとの調査実施の頻度以上実施するものとし

て、調査項目ごとに調査実施年度を設定し、当該水系全体の 10 年間の調査年スケジュール計画

を「●●川水系 調査年スケジュール計画【全体調査計画様式 3】」に整理する(表 3-2 参照)。 

また、調査年スケジュール計画の作成にあたっては、前回の巡目調査のスケジュールを勘案し、

各調査項目において前回調査からの間隔が空きすぎないように留意するものとする。 

なお、【河川版】の魚類採捕調査については、魚類環境 DNA 調査と同じ調査実施年度に設定す

ることを推奨する。【ダム湖版】の魚類採捕調査については、魚類環境 DNA 調査（ダム湖及びダ

ム湖以外）と同じ調査実施年度に設定することを推奨する。 

魚類環境 DNA 調査については、水系全体を通じた生息状況の把握・評価を可能とするため、

同一水系内の調査実施年度を一致させるように設定することを推奨する。また、河川環境基図作

成調査については、河川定期縦横断測量での点群測量（空中写真撮影含む）の当該年度または翌

年度に実施することを推奨する。 

表 3-1 調査項目ごとの調査実施の頻度 

調査項目 調査実施の頻度 

魚類採捕調査【河川版】 10 年に 1 回（2 季） 
魚類採捕調査【ダム湖版】 5 年に 1 回（1 季） 
魚類環境 DNA 調査【河川版】 5 年に 1 回（2 季） 
魚類環境 DNA 調査（ダム湖）【ダム湖版】 毎年（1 季）※2 
魚類環境 DNA 調査（ダム湖以外）【ダム湖版】 原則 2 年に 1 回（1 季）※3 
底生動物調査 5 年に 1 回 
動植物プランクトン※1 毎年※2 
植物調査 10 年に 1 回 
鳥類調査 10 年に 1 回 
両生類・爬虫類・哺乳類調査 10 年に 1 回 
陸上昆虫類等調査 10 年に 1 回 
河川環境基図作成調査・ダム湖環境基図作成調査(植生図作成調査、群落組成調

査、植生断面調査、水域調査) 
5 年に 1 回 

※1: 【ダム湖版】でのみ実施。 
※2: 調査は毎年、入出力システム【ダム湖版】への入力も毎年実施する。 
※3: ダム湖以外の調査は、調査実施年に入出力システム【ダム湖版】へ入力する。 
 

 

 

 

 

調査頻度の考え方 
 水域の生物群については、生息域の直接的な改変等の影響の他、流域の土地利用、社会活動等に連動した水質や底質の

変化等の影響も受けることから、調査頻度を 5 年に 1 回とする。なお、河川環境基図作成調査は、生物・物理環境も含め

た河川環境を把握するための基礎情報を収集するための調査であることから、5 年に 1 回実施する。 

魚類採捕調査は、【河川版】は調査頻度を 10 年に 1 回 2 季とする。【ダム湖版】は、ダム湖及び周辺の生息種の季節変

動が小さいことも考慮し、調査頻度を 5 年に 1 回 1 季とする。 

魚類環境 DNA 調査は、【河川版】は調査頻度を 5 年に 1 回 2 季とする。【ダム湖版】は外来種の侵入等の魚類相の変化

を迅速に把握するため、調査頻度をダム湖では 1 年に 1 回 1 季、ダム湖以外では原則 2 年に 1 回 1 季とする。 



 

13 

●●川水系 調査年スケジュール計画 【全体調査計画様式 3】 

(ア) 水系名、河川名・ダム名、管理する事務所等、管理区間: 各調査対象河川及びダム

について、該当事項を記入する。なお、補助ダムの場合はダム名の後に “(補助)”を

記入する。 

(イ) 調査年スケジュール: 平成 28 年度から令和 7 年度までに実施した調査項目及び令

和 8 年度から令和 17 年度までに実施予定の調査項目について、年度ごとに記入す

る。 

 

全体調査計画様式 3 

表 3-2 ●●川水系 調査年スケジュール計画 (例) 
水

系

名 

河川名・ 

ダム名 
管理する事務所等 

管理 

区間 

(km) 

調査年スケジュール 

H28 

 

H29 

 

H30 

 

H31 

R1 

 

R2 

 

R3 

 

R4 

 

R5 

 

R6 

 

R7 

 

R8 

 

R9 

 

R10 

 

R11 

 

R12 

 

R13 

 

R14 

 

R15 

 

R16 

 

R17 

●
●
川
水
系 

●●川 

▲▲河川事務所 
0.0～

45.6km 

A B C 

D 

G A B E 

F 

G 
 

全

体

調

査

計

画

の

策

定 

H 
J 

B 

C 

D 

G J 

B E 

F 

G 
 

全

体

調

査

計

画

の

策

定 

□□河川事務所 
45.6～

120.4km 

◇◇県土木事務所 
120.4～

145.0km 
― ― ― ― 

△△川 

▲▲河川事務所 
0.0～

6.0km 
D F D F 

○○県土木事務所 
6.0～

20.4km 
― ― ― ― 

△△ダム

(補助) 
○○県土木事務所 

15.2～

18.5km 

D F 

I 
L 

C 
L 

D 

G 
L 

I 
L 

F 
■■川 □□河川事務所 

0.0～ 

17.1km 
H 
J 

C G J 

■■ダム ■■ダム管理所 
20.2～

22.5km I 
L 

C 
L 

G 
L 

I 
L 

F 
L 

◆◆ダム ◆◆ダム管理所 
10.5～ 

13.1km 

※1 「調査年スケジュール」の A～L は以下に示すとおり調査項目名を表す。なお、【ダム湖版】における

魚類環境 DNA 調査（ダム湖）及び動植物プランクトン調査は毎年実施するため、「調査年スケジュール

計画」には記載していない。 
A：魚類採捕調査（令和７年度以前） B：底生動物調査 
C：植物調査 D：鳥類調査 
E：両生類・爬虫類・哺乳類調査 F：陸上昆虫類等調査 
G：河川環境基図作成調査・ダム湖環境基図作成調査(植生図作成調査、群落組成調査、植生断面

調査、水域調査) 
H：魚類採捕調査【河川版】 I：魚類採捕調査【ダム湖版】 
J：魚類環境 DNA 調査【河川版】 L：魚類環境 DNA 調査（ダム湖以外）【ダム湖版】 

※2 魚類採捕調査、底生動物調査、ダム湖環境基図作成調査については、それぞれのダムで原則として 5 年

に 1 回、動植物プランクトン調査、魚類環境 DNA 調査（ダム湖）については毎年実施する。その他の項

目については原則として 10 年に 1 回実施する。 
※3 魚類環境 DNA 調査については、水系全体を通じた生息状況の把握・評価を可能とするため、同一水系

内の調査実施年度を一致させるように設定することを推奨する。 
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4. 水系の概要の整理  

全体調査計画を適切に策定するため、流域の環境の特徴、生物の生息・生育状況等の視点か

ら、河川水辺総括資料や既往の河川水辺の国勢調査結果等の既存資料を参考として、調査対

象水系の概要を「●●川水系の概要【全体調査計画様式 4】」に整理する(表 4-1 参照)。それら

の整理結果をもとに、水系全体の概要をとりまとめる。 

なお、水系の概要の整理に際しては、必要に応じて、調査対象水系の事前踏査を行うものと

する。 

 

●●川水系の概要 【全体調査計画様式 4】 

(ア) 周辺の地形: 水源(名称及び標高)、主要支川、流下経路、幹川流路延長、流域面積 

(イ) 流域の河川景観 

(ウ) 水質 

(エ) 河川特性: 河川形態、瀬・淵の分布、河床材料、河川横断施設等 

(オ) 動植物: 動植物の分布状況、銃猟禁止区域、鳥獣保護区等法規制等 

(カ) その他 

 

全体調査計画様式 4 

表 4-1 ●●川水系の概要 (例) 

【周辺の地形】 
●●川は、○○県○○山(標高□m)に水源を発し、△△川、◇◇川等の支川を合わせながら、○○県北

部を流下し太平洋に注ぐ幹線流路延長□km、流域□km2 の河川である。●●川の流域は…。 
 
【流域の河川景観】 

●●川流域の河川景観は、源流部から○○市にかけて上流域の様相を呈している。○○市から▽▽市

にかけては瀬と淵が交互に分布する中流域の様相となっており、▽▽市から■■市内にかけては…。 

 
【水質】 

●●川の水質は、平成□年度の BOD75%値は○○で□mg/l、◇◇で…。 

 
【河川特性】 

□km 付近から上流は Aa 型、これより下流の□km 付近までは…。 

 
【動植物】 

魚類:… 
底生動物:… 

 
【その他】 

遊漁は、源流部においてはイワナ、ヤマメ釣りが行われている。また、○○ダム下流に位置する●●

川までは、秋季にサケが遡上してきており…。 
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5. 調査地区の設定  

調査対象範囲内に生息・生育している生物を適切かつ効率的に把握するため、【河川版】にお

いては河川環境縦断区分、【ダム湖版】においてはダム湖環境エリア区分に基づいて調査地区の

設定を行う※1※2。調査地区の設定は、河川及びダムの各管理者がそれぞれの調査対象範囲につ

いて個別に行うが、上下流のデータの比較等調査結果の効果的な活用や、各管理区間の境界付

近での効率的な調査地区の調整等、水系一貫の視点から調査地区の配置等について調整を図る

必要がある。 
【河川版】及び【ダム湖版】それぞれの調査地区の設定手順を、「5.2 調査地区の設定【河川
版】」及び「5.3 調査地区の設定【ダム湖版】」に詳述する。 
調査地区を含め、調査対象となる区分を表 5-1 に示すように定義するとともに、各諸元のイ
メージを図 5-1 及び図 5-2 に示す。なお、全体調査計画においては、表 5-1 の網掛部を対象と
して検討するものとし、これより小さいスケールの区分については、全体調査計画策定時には

検討せず、調査実施当該年度における現地調査計画策定時に検討する。 

 

表 5-1 調査対象となる区分等の定義 
スケール 区分等 【河川版】 【ダム湖版】 

 

大 
 

調査区域(調査対象範囲) 

 
調査対象となる河川区域

の全体。 
調査対象となるダム湖及

びその周辺全体。 
河川環境縦断区分【河川版】 
ダム湖環境エリア区分【ダム湖版】 

調査区域をセグメント等

をもとに河川縦断方向に

分類した区分。 

調査区域をダム湖、ダム

湖周辺、流入河川、下流

河川、その他(地形改変箇

所、環境創出箇所)に分類

した区分。 
調査地区 各河川環境縦断区分、ダム湖環境エリア区分内に設

定された調査を行う地区。各区分の代表的な場所に

設定することを基本とする。 
調査対象環境区分 河川環境基図・ダム湖環境基図で表現される生物の

生息・生育環境の単位。水域では早瀬、淵等、陸域

では植生図の群落区分における基本分類等で区分さ

れる。 
調査箇所 実際に調査を実施する場所や踏査するルート。 

※1【河川版】鳥類スポットセンサス調査箇所及び【河川版】魚類環境 DNA 調査地点については、河川
環境縦断区分に基づいた調査地区の設定は行わず、調査箇所または調査地点の距離間隔の設定を行う。

【河川版】魚類環境 DNAホットスポット調査地点については、河川環境縦断区分に基づいた調査地区
の設定は行わず、Ⅱ魚類環境 DNA調査編(案)を参照し調査地点の設定を行う。 

※2【ダム湖版】動植物プランクトン調査については、ダム湖環境エリア区分に基づいた調査地区の設定
は行わず、Ⅳ動植物プランクトン調査編を参照し設定を行う。また、【ダム湖版】魚類環境 DNA 調査
については、Ⅱ魚類環境 DNA 調査編(案)を参照し調査地点の設定を行う。 

 
 

小 
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図 5-1 調査区域・河川環境縦断区分・調査地区・調査対象環境区分・ 

調査箇所のイメージ【河川版】 

□□河川事務所 

管理区間 

▲▲河川事務所 

管理区間 

◆◆ダム 

(◆◆ダム管理所 管理) 

 

 

下流域 

調査地区 

河口域 

調査区域  

下流域 

 

調査地区 

調査箇所 

一年生草本群落 

多年生広葉草原 

淵 

早瀬 

ヤナギ低木林 

調査対象環境区分 

◇◇県土木事務所 

管理区間 

上流域 

■■川 中流域 

●
●
川 

狭窄部 

■■ダム 

(■■ダム管理所 管理) 

○○県土木事務所 

管理区間 

河川環境縦断区分 

△△川 

●●川流域 

△△ダム(補助) 

(○○県土木事務所 管理) 

河川環境縦断区分 
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図 5-2 調査区域・ダム湖環境エリア区分・調査地区・調査対象環境区分・ 

調査箇所のイメージ【ダム湖版】 

 

 

 

その他（地形改変箇所）原石山跡地 

流入河川 

常時満水位 

法面 

下流河川 

ダム湖周辺 

ダム湖 

ビオトープ 

その他（環境創出箇所） 

約 500m 

 
 

既往の調査地区を参考

に、減水区間の有無等、

下流の河川環境の特徴

を踏まえ、調査地区を設

定する。 

 

：全体調査計画で設定する範囲 

 

：1 年生草本群落 

：多年生草本群落 

：淵 

：瀬 

△△ダム 

△△ダム 

△△ダム 

△△ダム 

■調査箇所（ルート・定点・採水地点等） 

調査箇所 

■調査区域 

■ダム湖環境エリア区分 

■調査地区・地点 

調査対象環境区分  



 

 18

 

○○川下流河川事務所管理区間 

○○川上流河川事務所管理区間 

調査地区の設定について

調整を行う。 

 

データの活用が図れるよう

連携して設定 

××指定区間 

▽▽河川事務所管理区間 

ダムで設定 

(既往範囲) 

○○ダム管理区間 

指定区間の管理者が

調査を行う場合、デー

タの活用が図れるよ

う連携して設定 

5.1 調査地区の設定に際し管理者間で留意すべき主な事項  

調査地区の設定は、【河川版】と【ダム湖版】のそれぞれにおいて行うが、策定者は、あら

かじめ調整を図る必要がある。調査地区の設定に際し管理者間で留意すべき主な事項を以下

に示す。 

 
(ア) 各管理区間の境界付近での調査

地区の設定に際しては、管理者

間での調整を十分に行い、類似

する環境に重複して調査地区を

設定しないように留意する。 

 

 

 

(イ) 調査対象となるダムが存在する

支川がある場合は、支川の下流

や、本川との合流部付近に調査

地区を設定するように努める等、

調査結果の効果的な活用が図れ

るよう連携して調査地区を設定

する。 

 

 

 

(ウ) 調査対象となるダムの下流が【河川版】の調査対象範囲に含まれる場合は、調査結

果の効果的な活用が図れるよう連携して調査地区を設定する。なお、ダムの下流が

【河川版】の調査対象範囲に含まれない場合は、調査対象ダムの管理者が、ダム下

流の河川環境を適切に把握できるよう、基本的に既往の調査対象範囲を参考に、無

水・減水区間の有無や発

電バイパス、支川の合流

状況等を考慮し、調査地

区の設定を行うものと

する。 

図 5-3 イメージ図(1) 

図 5-5 イメージ図(3) 

図 5-4 イメージ図(2) 

 

●●ダム管理区間 

△△指定区間 

データの活用が図れるよ

うに連携して設定 

連携が不要な場合には、既往調査範

囲を参考に、ダム下流河川環境の状

況を踏まえ、必要に応じて適切な調

査地区を設定 
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5.2 調査地区の設定【河川版】  

5.2.1 調査地区の設定の流れ 

縦断的に変化する河川環境に生息・生育している生物を適切かつ効率的に把握するために、

図 5-6 に示す手順で調査地区の設定を行う。 

設定にあたっては、既往の調査地区の継続の必要性、妥当性等についても検討し、見直し

を行う。また、調査地区数についても、効率性、効果等を勘案し、水系として適切な配置数

となるように留意する。 

なお、調査の継続やデータの蓄積を図るため、設定した調査地区については改変が大きい

場合等、調査地区として不適当と判断される場合以外には、可能な限り変更しないものとす

る。 

鳥類スポットセンサス調査箇所及び魚類環境 DNA 調査地点、魚類環境 DNA ホットスポッ

ト調査地点については、調査地区の設定を行わない。鳥類スポットセンサス調査箇所及び魚

類環境 DNA 調査地点についてはⅤ鳥類調査編及びⅡ魚類環境 DNA 調査編(案)に基づいて調

査箇所または調査地点の距離間隔の設定を行う。 

魚類環境 DNA ホットスポット調査地点については、Ⅱ魚類環境 DNA 調査編(案)に基づい

て調査地点の設定を行う。 

 

1) 資料収集 

調査地区の設定に際し、当該水系の河川環境の特徴を把握できるような資料を収集する

(5.2.2 参照)。 

 

2) 水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理 

既存資料等を参考に、当該河川の河川環境の特徴を河川縦断方向に分かりやすく整理する

(5.2.3 参照)。 

 

3) 河川環境縦断区分の設定 

2)で整理した内容を参考に、調査対象範囲の河川環境等が概ね類似すると考えられる区間

を河川縦断方向に区分し、「河川環境縦断区分」として設定する(5.2.4 参照)。 

 

4) 調査地区の設定 

3)で設定した各河川環境縦断区分内において、調査地区の設定を行う。また、あわせて水

系ごとに 1 地区から数地区を対象に全調査項目の調査を共通かつ重点的に実施する総合調査

地区の設定も行う。 

設定にあたっては、既往の調査地区の継続の必要性、妥当性等についても検討し、見直し

を行う(5.2.5 参照)。 
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図 5-6 調査地区の設定フロー【河川版】 

 
・水系の特徴をもとに、調査対象範

囲を河川縦断方向に区分 

 
・総合調査地区の設定 
・河川環境縦断区分に対応した調査

地区の設定 

 
・河川の概要、河川特性、自然環境、  

社会環境等の整理 

③河川環境縦断区分の設定 

④調査地区の設定 

②水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理 

 
・河川水辺総括資料、河川環境検討 

シート等の関係資料の収集 

①資料収集 
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5.2.2 資料の収集 

調査地区の設定に際し、当該水系の河川環境の特徴を把握できるような資料を収集する。表

5-2 に収集資料の例を示す。基礎資料については、可能な限り収集するものとし、その他につい

ては必要に応じて収集し、活用を図る。 

なお、各河川の概要や既往の河川水辺の国勢調査結果については、基本的に河川水辺総括資

料において整理されているので、それらを必要に応じて修正・データ更新したうえで利用する

とよい。 

 

表 5-2 収集資料一覧(例) 

分類 資 料 作成機関 

基礎資料 管内図 河川管理者 

航空写真 河川管理者 
国土地理院 
日本森林技術協会 等 

地形図、地質図 産業技術総合研究所 
地質調査総合センター 

河川水辺総括資料 河川管理者 

河川水辺の国勢調査報告書 河川管理者 

植生図 河川管理者 
環境省 

河川環境管理基本計画 河川管理者 

河川整備基本方針 河川管理者 

河川整備計画 河川管理者 

自然再生事業関連資料 河川管理者 

河川環境検討シート 河川管理者 

その他 年間流量及び流況(既往年最大・豊水・平水・低水・渇水・既

往最小) 

水質(類型指定の状況、BOD等) 

国土交通省 
都道府県 

河川調査報告書 

深浅図 

河川管理者 

河道特性資料(縦横断重ね合わせ図等) 河川管理者 

河川水辺の国勢調査報以外の調査報告書 河川管理者等 

学術調査資料 大学、その他研究機関

等 

自然公園計画図 

(国立公園、国定公園、都道府県立自然公園) 

環境省 
都道府県 

自然環境保全地域区域図 

(国指定、都道府県指定) 

環境省 
都道府県 

鳥獣保護区位置図 都道府県 

史跡・名勝・天然記念物位置図 国、都道府県、市町村 

土地利用、法規制 

 

都道府県、市町村、河

川管理者 

その他調査地区の設定に活用できる資料  
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5.2.3 水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理 

既存資料等を参考に、当該河川の河川環境の特徴を河川縦断方向に分かりやすく整理する。

整理内容は、主に生物の生息・生育環境の基盤となる河川特性、自然環境、社会環境等である

が、当該水系の特性を反映できるように必要に応じて設定する。 

なお、河川水辺総括資料等で縦断図を作成している場合は、それらを利用する。 

表 5-4 に、水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理の例を示す。 

表 5-3 主な整理内容 (例) 

河川の概略図 

流入支川、橋梁、ダム・堰等の横断工作物、河畔林、人と河川との触れ合いの場の状況、

景勝地、周辺の河川公園等特徴的なものについて、川のイメージがつかめるように概略図を

作成する。 

 

河川特性 

周辺の地形・地質、沿川の地形を記入するとともに、重要な地形及び地質の分布、状態及

び特性についても記入する。 
セグメント セグメント区分を記入する。 

河道状況 河道の状況が判るように、河床の状況(砂洲の状況(単列砂洲、複列砂洲等)、瀬、淵の状

況)等河道の状況を示す事項について記入する。また、近年の出水等による河道の変遷

についても整理するとよい。 

川幅、低水路幅 川幅として計画高水位の水面幅、低水路幅として低水位の水面幅を記入する。記入する

値はおおよその値でよく、有効数字 1～2 桁程度でよい。 

河床勾配 河床勾配について、概ねの区分を行う。 

河道改修 堤防の形態や過去の河道改修の状況を記入する。横断工作物も記入する。 

 

自然環境 

水量・水質や植物、動物等の自然環境の特性等について記入する。 
水量・水質 水量や水深等、河川の状況が把握できるように記入する。水質についても、類型区分及

び現況の BOD 値等を記入する。 

取排水の状況 大規模な取水、還元等の河川の水収支を記入する。無水・減水区間が生じている場合は、

これについても記入する。 

植物 河川環境の特徴をあらわす代表的な植生等について記入する。重要な種、重要な群落等

については、特段の配慮が必要であることから、別欄にも記入する。 

動物 河川環境の特徴をあらわす代表的な動物について記入する。重要な種、注目すべき生息

地等については、特段の配慮が必要であることから、別欄にも記入する。 

 

社会環境 

土地利用・法規制、観光・景勝地、河川利用状況、地域住民の活動等について記入する。 
土地利用・法規

制 
沿川の土地利用の状況について記入を行うとともに、市街化区域、市街化調整区域等の

法規制の状況についても記入する。 

観光・景勝地 名勝、主要な眺望点、景観資源、近傍の風景等について記入する。特徴的な構造物につ

いても記入する。 

河川利用状況 水面や水辺の利用、河川敷の利用、漁業、舟運、砂利採取の状況等河川利用に関するも

のを記入する。 

地域住民の活動

等 
河川を活用した地域住民や市民団体等の活動の状況や水面、水辺の利用、水辺の楽校、

かわまちづくり等の登録状況等を記入する。 
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表 5-4 河川縦断方向に沿った整理 (例) 
 

距離標 0 5 10 15 20(km) 

略図  

 

 

 

 

 

 

           ○○橋 JR 橋梁  

             

○○堰       ○○堰 

(魚道あり)   (魚道あり) 

 

 

 

○○橋 

 

○○橋     ○○橋      

 

支川○○川 

 

 

 

 

               

             ○○橋 

          ○○ダム 

 

         支川○○川 

 

 

 

 

 

 

         ○○橋 

 

  ○○市 ○○町 ○○村  

河 

川 

特 

性 

周辺の地形・地質 平地 自然堤防帯 扇状地 山間地 

セグメント 3 2－1 1 Ｍ 

勾配 1／5000 1／700 1／200 1／100 

河床状況 砂泥・砂礫 砂礫・礫 礫・石 

 

河道状況 

               感潮区間 

 

         干潟(平水位) 中洲が発達 

               河畔林 

 

 

交互砂洲が発達 

               ワンド 

 

 

       蛇行が激しい区間 

 

 

 

     狭さく部 

 

 

 

             渓谷 

 

川幅 (河道幅) 

   (水面幅) 

○○～○○m 

△△～△△m 

○○～○○m 

△△～△△m 

○○～○○m 

△△～△△m 

 ○○～○○m 

△△～△△m 

河道改修 高潮堤    

 

拡幅・築堤済  

有堤区間(複断面)     有堤区間(単断面) 

 

掘削・築堤済        掘削・築堤改修中 

    ○○ダム  

自 

然 

環 

境 

水 

環 

境 

・ 

利 

用 

 

水量 

水質 

取排水 

 Ｂ類型  Ａ類型  

 ○○地点 3.2 ○○地点 1.8  ○○地点 1.3 (BOD75%値) 

  

             湛水区間 

工業用水(○○m3/s) 

 

 

支川○○川(○○m3/s) 

 

    減水区間    湛水区間 

 

発電用水(○○m3/s) 農業用水(○○m3/s) 

 

 

       支川○○川(○○m3/S) 

 

植 

物 

植生 ヨシ群落   マコモ          ススキ 

タチヤナギ(河畔林)    

セイタカアワダチソウ 

 

ツルヨシ 

       カワラヨモギ 

 

 サワグルミ 

 

ケヤキ 

 (重要種等)      

 

動 

物 

魚介類 

底生動物 

                ● 

               ボラ 

               スズキ 

               アシハラガニ 

● 

アユ 

サクラマス 

●                  ● 

アユ                アユ 

カジカ               カジカ 

ウグイ               ウグイ 

● 

ギンブナ 

  ● 

  ヤマメ 

  タカハヤ 

(重要種等)      

鳥類、両生

類、爬虫類、

哺乳類、陸上

昆虫類等 

              ゴイサギ 

(コロニーを形成) 

 

 イカルチドリ 

マガモ 

ムカシヤンマ 

 ヤマセミ 

ヤマアオガエル 

(重要種等)      

社 

会 

環 

境 

土地利用・法規制 河川沿いまで住宅が近接し市街地が広がっている 住宅と農地が混在 農地 山村 

                           市街化区域                   市街化調整区域                                       ○○国定公園 

観光・景勝地         ●旧取水堰が残存 

        (県文化財) 

●渡し船      ○○橋(アーチ橋) 

     ○○の句碑 

 

 

    ○○渓谷 

河川利用状況  親水公園 

マラソン 

ふれあい公園 

(環境教育)     砂利採取(○○m3/年) 

           (Ｓ○○年～) 

 

 

 

○○漁協 

渓流釣り 

 

舟下り 

 

地域住民の活動等  

河川愛護モニター 

 

クリーンキャンペーン(年 1 回) 

防災ステーション 

      ● 

 

     ●          ● 

水辺の楽校(○○小学校)  かわまちづくり 

           ダム湖を利用した 

レクリエーション    

 

 

河川区分 汽水域 下流域 中流域 ダム湖 上流域 

※ 項目は一般的な事項を列挙している。河川の特性に応じ、必要に応じて事項の追加・変更等の創意工夫を行うことが望ましい。 

○○公園 

○○沼 

○○公園 
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5.2.4 河川環境縦断区分の設定 

前項で整理した「5.2.3 水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理」を参考に、調査対象範囲

の河川環境等が概ね類似すると考えられる区間を河川縦断方向に区分し、「河川環境縦断区

分」として設定する。なお、各区分にはそれらを特徴づける区分名を設定する。 

設定に際しては、生物の生息・生育環境の特性を十分考慮し、検討を行うものとする。河

川環境縦断区分の設定に際しての主な留意事項は表 5-5 に示すとおりである。 

 

表 5-5 河川環境縦断区分の設定に際しての主な留意事項 
 

 地形(山間部と平野等)の変化状況 

 セグメント(河床勾配、河床材料)の変化状況 

 河道形態 

 堤外地の植生の分布状況 

 汽水域の範囲 

 堰等の横断工作物の設置状況 

 干潟の有無や分布状況 

 

河川環境縦断区分の設定の結果については、「●●川水系 河川環境縦断区分図【全体調査

計画様式 5】」に整理する(図 5-7 参照)。 

 

●●川水系 河川環境縦断区分図 【全体調査計画様式 5】 

(ア) 【河川版】の調査対象範囲を太線で示し、直轄管理区間の範囲を“   ”で囲む。

また、【ダム湖版】の調査対象ダムの位置に“ ”を記入する。 

(イ) 調査対象となる河川名及びダム名を記入する。なお、補助ダムの場合はダム名

の後に“(補助)”を記入する。 

(ウ) 各調査対象河川及びダムについて、管理する事務所等を記入する。 

(エ) 「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断区分を記入する。 

(オ) スケールと方位を記入する。縮尺は問わない。 

(カ) A4 または A3 サイズで作成する。 

(キ) 図面は複数に分割してもよい。 
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●
●
川 

▲▲河川事務所 

管理区間 

■■ダム 

(■■ダム管理所 管理) 

□□河川事務所 

管理区間 

狭窄部 

■■川 

△△ダム(補助) 

(○○県土木事務所 管理) 

上流域 

中流域 

下流域 

河口域 

◆◆ダム 

(◆◆ダム管理所 管理) 

◇◇県土木事務所 

管理区間 

○○県土木事務所 

管理区間 
△△川 

全体調査計画様式 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7 ●●川水系 河川環境縦断区分図 (例)

●●川流域 



 

26 

5.2.5 調査地区の設定 

調査地区は、水系ごとに 1 地区から数地区を対象に全調査項目の調査を共通かつ重点的に

実施する「総合調査地区」と、調査項目ごとに各河川環境縦断区分に設定する通常の「調査

地区」に大別される。 

「総合調査地区」及び「調査地区」それぞれの調査地区の設定手順を、「(1) 総合調査地区

の設定」及び「(2) 調査項目ごとの調査地区の設定」に詳述する。 

 

(ア) 総合調査地区: 各河川の特徴的で重要もしくは、良好な河川環境を対象に、全調

査項目の調査を共通かつ重点的に実施するために設定する調査地区。 

(イ) 調査地区: 各河川環境縦断区分の代表的な場所を対象に、調査項目別に設定する

調査地区。 

 

設定にあたっては、既往の調査地区の継続の必要性、妥当性等についても検討し、見直し

を行う。また、調査地区数についても、効率性、効果等を勘案し、水系として適切な配置数

となるように留意する。 

なお、前段階として、河川環境縦断区分ごとに河川環境の特徴を整理しておくことが望ま

しい(表 5-6 参照)。整理に際しては、「5.2.3 水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理」等を

参考にするとよい。 
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表 5-6 河川環境縦断区分ごとの特徴の整理 (例) 

河川名 距離 
河川環境

縦断区分 
水域の特性 

陸域の特性 注目すべき種※1 

堤外地 堤内地 魚類 底生動物 植物 鳥類 
両生類・爬虫類・ 

哺乳類 
陸上昆虫類等 

●●川 

0.0～ 

10.0km 

河口域 

 

 

緩やかな流れの開放水面

が広がり、蛇行も大きな蛇

行となっている。 

河口先端部には右岸側か

ら左岸にかけて砂洲が形

成されている。また水際に

は河口干潟やワンド等が

形成され、ヨシ原等の抽水

植物帯が形成されている。 

10km 付近に●●堰が位置

し、その上流は湛水域が広

がっている。 

水際にはヨシ等の抽水

植物が生育するワンド

等が形成されている。 

周辺は水田・耕作地に

囲まれている。 

河口部であるため隣接

する■■に漁港が位置

し、右岸には●●の港

町が分布する。 

8km 付近より右岸側が

○○市内となり、宅地、

工場等がみられる。 

◆外来種 

タイリクバラタナ

ゴ、ブルーギル、ブ

ラックバス 

◆重要種 

ミヤマサナエ、ヤマ

サナエ、ダビドサナ

エ、アオサナエ、キ

ベリマメゲンゴロウ 

 

◆重要種 

オオクグ、オカヒジ

キ、ハマナス、テリ

ハノイバラ、ヤハズ

エンドウ、ハマボウ

フウ、ナガミノツル

キケマン、タコノア

シ、カワヂシャ、ミ

ズアオイ、ウマノス

ズクサ 

◆重要種 

マガン、チュウサギ、

ミサゴ、ハヤブサ、

タマシギ 

◆重要種 

ニホンアカガエル 

 

◆外来種 

ウシガエル 

◆重要種 

カワラハンミョウ 

 

10.0～ 

38.2km 

 

 

 

         

38.2～ 

71.3km 

 

 

 

         

※1: 重要種、外来種等、注目すべき種を整理する。 
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(1) 総合調査地区の設定 

総合調査地区は、河川に生息・生育する生物や物理的・化学的な生息・生育環境について

総合的な調査研究に資することを目的とし、例えば干潟や湿地、まとまった河畔林、抽水植

物群落等、各河川に特徴的で重要もしくは良好な河川環境を対象に、全調査項目の調査を共

通かつ重点的に実施するために設定する調査地区である(表 5-7 参照)。 

なお、調査の継続やデータの蓄積を図るため、設定した調査地区については改変が大きい

場合等、調査地区として不適当と判断される場合以外には、可能な限り変更しないものとす

る。 

総合調査地区の設定の結果については、「●●川水系 総合調査地区一覧【全体調査計画様

式 6】」に整理する(表 5-8 参照)。整理内容は以下のとおりである。 

 

表 5-7 総合調査地区として設定する特徴的な河川環境 (例) 
 

 干潟 

 湿生植物群落 

 湿地やワンド 

 湧水 

 河畔林 

 礫河原 

 その他・・・ 

 

●●川水系 総合調査地区一覧 【全体調査計画様式 6】 

(ア) 河川名: 調査対象となる河川名を記入する。 

(イ) 調査地区番号: 調査地区番号を記入する。 

(ウ) 距離: 各調査地区の河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記入す

る。 

(エ) 調査地区名: 調査地区名を記入する。 

(オ) 設定根拠: 各調査地区の設定根拠を記入する。 

 

全体調査計画様式 6 

表 5-8 ●●川水系 総合調査地区一覧 (例) 

河川名 
調査地区 

番号 
距離 

調査地区

名 
設定根拠 

●●川 ●●▲1 0.0～1.9km 河口部 右岸側に発達した砂洲が形成され、ハマヒルガオ、コウ

ボウムギ等の海浜植生やヨシ群落等の抽水植物がまとま

ってみられ、特有の環境を有する調査地区である。 

    

    

■■川(支川)     
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(2) 調査項目ごとの調査地区の設定 

調査項目ごとの調査地区は、各河川環境縦断区分の生物相を把握することを目的とし、

各河川環境縦断区分の代表的な場所を対象に、調査項目別に設定する。 

設定に際しての基本的な考え方及び設定に際しての留意事項は以下のとおりである。 

 

1) 設定に際しての基本的な考え方 

調査地区の設定に際しての調査項目全体を通じての基本的な考え方を以下に示す。 

 
(ア) 河川環境縦断区分ごとの代表的な場所に、全ての調査項目ごとに調査地区をそれぞ

れ 1 地区以上設定する。なお、生物相を把握するために必要であると判断される場

合には、該当の河川環境縦断区分内に複数の調査地区を設定する。 

(イ) 前項で整理した「5.2.3 水系の特徴の河川縦断方向に沿った整理」及び次頁以降の

a)から g)に示す設定に際しての調査項目ごとの留意事項の他、既往の河川水辺の国

勢調査結果や河川水辺総括資料等の既存資料を参考として用いる。 

(ウ) 既往の調査地区の継続の必要性、妥当性等についても検討し、調査地区の維持、複

数の調査地区の統合や廃止等の見直しを行う。また、必要に応じて、新たな調査地

区を設定する。 

(エ) 各調査地区の範囲は、横断方向は河川区域の範囲とし、縦断方向は概ね 1km 程度

を目安とする。 

(オ) 水域の調査項目(魚類採捕調査、底生動物調査)においては、汽水域の有無、支川の

流入や横断工作物の設置状況等を十分考慮して調査地区を設定する。 

(カ) 陸域の調査項目(植物調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査、鳥類

調査)においては、堤内外の植生、地形や土地利用状況等を十分考慮して調査地区を

設定する。 

(キ) 調査の継続性を考慮し、河川事業等による改変が行われる予定のある場所には調査

地区を設定しない。 

(ク) 調査対象となるダムが存在する支川がある場合は、支川の下流や、本川との合流部

付近に調査地区を設定するように努める等、調査結果の効果的な活用が図れるよう

連携して調査地区を設定する。 

(ケ) 調査区域にダム湖以外の湖沼がみられる場合には、既往の調査実施状況を勘案しつ

つ、必要に応じて、「5.3 調査地区の設定【ダム湖版】」を参考にし、湖沼の中央

部等に調査地区を設定する等、調査区域内の生物相が適切に把握できるように努め

る。 
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2) 設定に際しての調査項目ごとの留意事項 

調査地区の設定に際しての調査項目ごとの留意事項を以下に示す。 

 

a) 魚類採捕調査 

魚類採捕調査の調査地区の設定にあたっては、以下の事項に留意する。 

 
(ア) 汽水域がある場合には、必ず汽水域に調査地区を設定する。 

(イ) 支川が流入しており、流量・水質等により合流点の上下流で魚類の生息状況が異な

ることが考えられる場合、支川の合流点の下流に 1 地区以上設定するものとし、必

要に応じて上流部にも 1 地区設定する。 

(ウ) 河川の連続性を考慮し、調査地区を設定する。河川横断工作物の設置状況等を勘案

し、主要な堰の下流には必要に応じて調査地区を設定する。 

(エ) 干潟、ワンド・たまり、湧水箇所等が存在する場合は、なるべくこれらを含む区間

を調査地区として設定する。 

(オ) 水質汚濁の影響を考慮し、局所的に汚濁が著しく魚類の生息が見込めない場所は避

ける。 

(カ) 放水が行われる堰やダムの下流等、調査実施中に危険が及ぶ可能性がある場合には

調査時の安全性に留意して調査地区を設定する。 

 

b) 魚類環境 DNA 調査 

魚類環境 DNA 調査は、全川の魚類の生息状況を網羅的又は俯瞰的に把握するため、魚類

採捕調査の調査地区の設定状況に関わらず、河川縦断方向の距離間隔 2km ごとに調査地点

を 1 地点設定することを基本とする。全体調査計画策定時には、調査地点の距離間隔の設

定を行うとともに、魚類環境 DNA ホットスポット調査地点※1の設定を行うものとする。 
 
※1：汽水域（干潮時に出現する干潟内の澪筋等）並びに、河川に特徴的な環境（ワンド・たまり

等）に設定する。調査区域内に同様の環境が複数箇所ある場合は代表 1 地点を目安とする（干潟

1 地点、ワンド 1 地点等）なお、設定方法については、Ⅱ魚類環境 DNA 調査編(案)を参照。 

 

c) 底生動物調査 

底生動物調査の調査地区の設定にあたっては、以下の点に留意する。 

 
(ア) 水質汚濁の影響を考慮し、局所的に汚濁が著しい場所は避けるが、水質の良好な区

間に偏らないように設定する。 

(イ) 汽水域がある場合には、必ず汽水域に調査地区を設定する。 

(ウ) 支川が流入しており、流量・水質等により合流点の上下流で魚類の生息状況が異な
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ることが考えられる場合、支川の合流点の下流に 1 地区以上設定するものとし、必

要に応じて上流部にも 1 地区設定する。 

(エ) 河川の連続性を考慮し、調査地区を設定する。河川横断工作物の設置状況等を勘案

し、主要な堰の下流には必要に応じて調査地区を設定する。 

(オ) 干潟、ワンド・たまり、湧水箇所等が存在する場合は、なるべくこれらを含む区間

を調査地区として設定する。 

(カ) 放水が行われる堰やダムの下流等調査実施中に危険が及ぶ可能性がある場合には

調査時の安全性に留意して調査地区を設定する。 

d) 植物調査 

植物調査の調査地区の設定にあたっては、以下の点に留意する。 

 
(ア) 河口部に砂丘植物群落、塩沼植物群落がある場合には必ず調査地区を設定する。 

(イ) 干潟、ワンド・たまり、湧水箇所等が存在する場合は、なるべくこれらを含む区間

を調査地区として設定する。 

(ウ) 植生の状況、地形の状況、土地利用状況等、調査区域内の河川環境を特徴づける要

因を勘案し、各河川環境縦断区分を特徴づける代表的な場所が複数ある場合、必要

に応じて調査地区を複数設定する。 

 

e) 鳥類調査 

鳥類調査は、距離標を目安に河川管理区間延長に応じて 1km 又は 2km ごとにほぼ両岸に

調査地区を設定するスポットセンサス法※1 により実施するため、調査地区は自ずと設定さ

れる。全体調査計画策定時には、調査地区の距離間隔の設定を行うとともに、鳥類ホット

スポット調査箇所※2の設定を行うものとする。 
 
※1: 河川縦断方向に沿って等間隔に調査定点を設定し、鳥類の分布状況を定量的かつ連続的に把握

する調査。 
※2：鳥類の種数が特に多く、多様な種が生息する場で重要もしくは良好な河川環境の調査箇所の

こと。なお、設定方法については、Ⅴ鳥類調査編を参照。 

 

f) 両生類・爬虫類・哺乳類調査 

両生類・爬虫類・哺乳類調査の調査地区の設定にあたっては、以下の点に留意する。 

 
(ア) 干潟、ワンド・たまり、湧水箇所等が存在する場合は、なるべくこれらを含む区間

を調査地区として設定する。 

(イ) 植生の状況、地形の状況、土地利用状況等、調査区域内の河川環境を特徴づける要

因を勘案し、各河川環境縦断区分を特徴づける代表的な場所が複数ある場合、必要

に応じて調査地区を複数設定する。 



 

32 

 

g) 陸上昆虫類等調査 

陸上昆虫類等調査の調査地区の設定にあたっては、以下の点に留意する。 

 
(ア) 水辺の植生の分布や河岸の整備等人為的改変の状況等に考慮し、異なった環境をよ

り多く含むように調査地区を設定する。 

(イ) 草地、林地、砂礫地等多様な環境を可能な限り多く含む場所に設定する。 

(ウ) 河口部に砂丘植物群落等があるときは、なるべく調査地区に設定する。 

(エ) 海浜草地、河口干潟等の潮間帯、抽水植物群落、ヤナギ林、牧草地、耕作地等の植

生や土地利用から、各河川環境縦断区分を特徴づける代表的な場所が複数ある場合、

必要に応じて調査地区を複数設定する。 

 

h) 河川環境基図作成調査 

河川環境基図作成調査は、原則として、調査区域の全域を調査地区とするため、調査地

区についての検討は行わない。 

 

(3) 検討状況及び検討結果の整理 

調査地区の設定に際しては、既往の調査地区についても、その特徴や各生物種の確認状

況を十分勘案し、継続の必要性、妥当性等についても検討し、調査地区の維持、複数の調

査地区の統合や廃止等の見直しを行う。 

調査地区の検討状況については、新たに設定する調査地区とあわせて「●●川水系 調

査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧【全体調査計画様式 7-1～7-6※1】」及び「●

●川水系 調査地区検討状況図【全体調査計画様式 8】」に整理する(表 5-9 及び表 5-10、

図 5-8 参照)。 

調査地区の設定結果については、調査項目ごとに「●●川水系 調査項目別調査地区の

設定結果一覧【全体調査計画様式 9-1～9-7※2】」に整理するとともに、全調査項目をまとめ

て「●●川水系 全調査項目調査地区の設定結果一覧【全体調査計画様式 10】」及び「●

●川水系 調査地区位置図【全体調査計画様式 11】」に整理する(表 5-11～表 5-17、図 5-9

参照)。 

 

※1:  7-1 魚類採捕調査、7-2 底生動物調査、7-3 植物調査、7-4 鳥類調査、7-5 両生類・爬虫類・哺

乳類調査、7-6 陸上昆虫類等調査 
※2:  9-1 魚類採捕調査、9-2 魚類環境 DNA 調査、9-3 底生動物調査、9-4 植物調査、9-5 鳥類調査、

9-6 両生類・爬虫類・哺乳類調査、9-7 陸上昆虫類等調査 
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●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(調査項目名)        

【全体調査計画様式 7-1～7-6】 

(ア) 河川名: 調査対象となる河川名を記入する。 

(イ) 河川環境縦断区分: 「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断区

分を記入する。 

(ウ) 調査地区番号(前回調査): 前回調査における調査地区番号を記入する。なお、調査地

区番号の前に“旧”を記入する。 

(エ) 調査地区番号(今回設定): 今回設定した調査地区番号を記入する。 

(オ) 総合調査地区: 総合調査地区に“☆”を記入する。 

(カ) 距離: 各調査地区の河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記入

する。 

(キ) 左右岸※1: 各調査地区の位置の区分(左岸・右岸・中洲)を記入する。 

(ク) 調査地区名: 調査地区名を記入する。 

(ケ) 河床勾配※2: 各調査地区の河床勾配を記入する。 

(コ) 河川形態※2: 各調査地区の河川形態を記入する。 

(サ) 設定または変更理由: 各調査地区の設定根拠を記入する。前回調査を実施している

が、今回は設定しない調査地区については、その理由を記入する。 

(シ) 調査地区の特徴: 各調査地区の周辺環境(堤内地、堤外地の植生、土地利用、河床材

料等)の特徴について記入する。 

(ス) 前回の調査地区との対応: 前回の調査地区との位置関係や、新たな調査地区の設定

状況について記入する。 

(セ) 調査実施の必要性: 各調査地区の調査の必要性を各時期の調査の必要性を○、▲の

2 段階(○: 必要性が高い調査地区、▲: 必要性が低い調査地区)で記入する。 

 

※1: 陸域の調査項目(植物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査)のみ

対象。 
※2: 水域の調査項目(魚類採捕調査、底生動物調査)のみ対象。 

 



 

34 

●●川水系 調査地区検討状況図 【全体調査計画様式 8】 

(ア) 前回調査における調査地区と今回の調査地区設定結果の位置図を併記する。 

(イ) 【河川版】の調査対象範囲を太線で示し、直轄管理区間の範囲を“   ”で囲む。

また、【ダム湖版】の調査対象ダムの位置に“ ”を記入する。 

(ウ) 調査対象となる河川名及びダム名を記入する。なお、補助ダムの場合はダム名の後

に“(補助)”を記入する。 

(エ) 各調査対象河川及びダムについて、管理する事務所等を記入する。今回の調査地区

設定結果の位置図には「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断

区分を記入する。 

(オ) 「●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧【全体調査計画様

式 7-1～7-6】」より、前回調査時における調査地区と今回の調査地区の設定結果の

位置図それぞれで全調査項目の調査地区の位置を項目別に色分けして記入し、調査

地区名を記入する。なお、前回調査を実施しているが今回は設定しない調査地区に

ついては青字で、新たに設定した調査地区については赤字で表示する。 

(カ) 調査地区設定結果の位置図には総合調査地区に“☆”を記入する。 

(キ) スケールと方位を記入する。縮尺は問わない。 

(ク) A4 または A3 サイズで作成する。 

(ケ) 図面は複数に分割してもよい。 
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●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(調査項目名)              

【全体調査計画様式 9-1～9-7】 

(ア) 河川名: 調査対象となる河川名を記入する。 

(イ) 河川環境縦断区分: 「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断区

分を記入する。 

(ウ) 調査地区番号(前回調査): 前回調査における調査地区番号を記入する。なお、調査地

区番号の前に“旧”を記入する。 

(エ) 調査地区番号(今回設定): 今回設定した調査地区番号を記入する。 

(オ) 総合調査地区: 総合調査地区に“☆”を記入する。 

(カ) 距離: 各調査地区の河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記入

する。 

(キ) 左右岸※1: 各調査地区の位置の区分(左岸・右岸・中洲)を記入する。 

(ク) 調査地区名: 調査地区名を記入する。 

(ケ) 河床勾配※2: 各調査地区の河床勾配を記入する。 

(コ) 河川形態※2: 各調査地区の河川形態を記入する。 

(サ) 設定または変更理由: 各調査地区の設定根拠を記入する。前回調査を実施している

が、今回は設定しない調査地区については、その理由を記入する。 

(シ) 調査地区の特徴: 各調査地区の周辺環境(堤内地、堤外地の植生、土地利用、河床材

料等)の特徴について記入する。 

(ス) 前回の調査地区との対応: 前回の調査地区との位置関係や、新たな調査地区の設定

状況について記入する。 

(セ) 魚類環境 DNA 調査については、様式 9-2-1 に距離間隔の設定結果と設定根拠等、様

式 9-2-2 に河川ごとに魚類環境 DNA ホットスポット調査地点の設定位置、設定根拠

等を記入する。 

(ソ) 鳥類調査については、様式 9-5-1 に距離間隔の設定結果と設定根拠等、様式 9-5-2

に河川ごとに鳥類ホットスポット調査箇所の設定位置、設定根拠等を記入する。 

※1: 陸域の調査項目(植物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査)のみ

対象。 
※2: 水域の調査項目(魚類採捕調査、底生動物調査)のみ対象。 
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●●川水系 全調査項目調査地区の設定結果一覧 【全体調査計画様式 10】 

(ア) 距離: 河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)について、適切な間

隔を設定し、目盛りを記入する。 

(イ) 河川環境縦断区分: 「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断区

分を記入する。 

(ウ) 魚類、底生動物、植物、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等: 調査項目ごとに

調査地区番号及び河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点からの距離)を記入

する。 

(エ) 総合調査地区: 総合調査地区に“☆”を記入する。 

 

●●川水系 調査地区位置図 【全体調査計画様式 11】 

(ア) 【河川版】の調査対象範囲を太線で示し、直轄管理区間の範囲を“   ”で囲む。

また、【ダム湖版】の調査対象ダムの位置に“ ”を記入する。 

(イ) 調査対象となる河川名及びダム名を記入する。なお、補助ダムの場合はダム名の後

に“ (補助)”を記入する。 

(ウ) 各調査対象河川及びダムについて、管理する事務所等を記入する。 

(エ) 「5.2.4 河川環境縦断区分の設定」で設定した河川環境縦断区分を記入する。 

(オ) 「●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧【全体調査計画様式 9-1～9-7】」

に記載した、全調査項目の調査地区の位置を項目別に色分けして記入し、調査地区

名を記入する。 

(カ) 総合調査地区に“☆”を記入する。 

(キ) スケールと方位を記入する。縮尺は問わない。 

(ク) A4 または A3 サイズで作成する。 

(ケ) 図面は複数に分割してもよい。 

(コ) 鳥類ホットスポット調査箇所及び今回の改定で新しく設定されることとなった魚

類環境 DNA ホットスポット調査地点の位置も図に記入する。 
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全体調査計画様式 7-1 

表 5-9 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(魚類採捕調査) (例) 

河川名 河川環境 
縦断区分 

調査地区番号 
(前回調査) 

調査地区番

号(今回設定) 

総合 
調査 
地区 

距離 調査地区名 河床勾配 河川形態 設定または変更理由 調査地区の特徴 前回の調査地区との対応 調査実施 
の必要性 

●
●
川 

河口域 旧●●▲1 ●●▲1 ☆ 0.0-1.9
km 

河口部 1/8000 Bc 型 
河口域に生息する汽水魚、海水魚の確認のために重要な地区である

ため、継続して設定する。 

河口部・汽水域である。全域に浅瀬が広がり、砂

洲が形成されている。河床材料は砂とシルトから

なる。 

前回の●●▲1 と同じ調査地区

である。 
○ 

下流域 

旧●●▲2 ●●▲2 

 
14.0-1
5.0km 

□□川 
合流点 1/2100 Bc 型 

左岸側にワンドや湿地等の多様な環境がみられ、多くの幼稚魚の保

護育成場となっており、重要な環境である。主要な支川である□□

川合流点に位置し、魚類相が豊富な地区である。以上の理由により

継続して調査地区を設定する。 

河川形態は下流型で平瀬が卓越している。河床材

料は砂が主体で所々にシルトが堆積する。 
前回の●●▲2 と同じ調査地区

である。 
○ 

旧●●▲3 ●●▲3 
 20.3-2

1.0km 
●●橋 1/2300 Bb-Bc 型 

緩やかに蛇行し、所々に大きな砂洲が発達する本河川環境縦断区分

の代表的な調査地区である。 

河川形態は中流－下流移行型で平瀬が卓越して

いる。河床材料は小礫から中礫で、右岸側に大規

模な砂洲が形成されている。 

前回の●●▲3 と同じ調査地区

である。 
○ 

旧●●▲4 ― 

 

29.0-3
1.0km 

▲▲橋 1/2300 Bb-Bc 型 

旧●●▲3 とほぼ同様な環境であり、既往調査における魚類の確認

状況をみても旧●●▲3 のほうが種数も多く、より本河川縦断区分

の魚類相を代表しているため、●●▲3 に統合した。 

河川形態は中流－下流移行型で平瀬が卓越して

いる。河床材料は小礫から中礫で、水深がやや深

くなっている。 

旧●●▲3 と旧●●▲5 とほぼ

同様な環境を呈すとともに、既

往調査における魚類相も前後の

調査地区で概ね網羅できるため

設定しない。 

▲ 

旧●●▲5 ●●▲4 

 

35.0-3
6.0km 

▽▽川 
合流点 1/1894 Bb 型 

支川▽▽川の合流点に位置し、湿地、ワンド等の多様な環境要素を

含む調査地区である。 

本調査地区は、重要種であるタナゴ類が既往調査において水系で唯

一確認されている。また、既往調査において出現頻度の低いオオヨ

シノボリや重要種のホトケドジョウが確認されている数少ない調

査地区の一つである。以上の理由により継続して調査地区を設定す

る。 

河川形態は中流型で平瀬が卓越するものの、淵も

発達し多様性に富んでいる。河床は小礫で、水際

部は草本に被われている。 

前回の●●▲5 と同じ調査地区

である。 
○ 

狭窄部 
(●●渓谷) ― ●●▲5 

 38.8-3
9.6km 

■■橋 1/3588 Bb 型 
狭窄部の下部に位置し、明確な平瀬、早瀬、淵が連続するという本

河川環境縦断区分の代表的な特徴を呈す調査地区である。これまで

調査地区が設定されていなかったため新たに設定する。 

河川形態は中流型で平瀬が卓越するものの平瀬、

淵もみられる。河床材料は小礫から中礫で蛇行部

には寄洲が形成されている。 

新たに設定した調査地区であ

る。 
○ 

中流域 

           
           

  
 

    
    

           

狭窄部 
(●●峡) 

           
           

上流域 

           
           
           
           
           

○: 必要性が高い調査地区 ▲: 必要性が低い調査地区 
青字: 前回調査を実施しているが、今回は設定しない調査地区 赤字: 新たに設定した調査地区 
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全体調査計画様式 7-3 

表 5-10 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(植物調査) (例) 

河川名 

河川 
環境 
縦断 
区分 

調査地区番号 
(前回調査) 

調査地区番号 
(今回設定) 

総合 
調査 
地区 

距離 左右岸 調査地区名 河床勾配 河川形態 設定または変更理由 調査地区の特徴 前回までの調査地区との対応 
調査実施

の必要性 

●
●
川 河口域 旧●●▲1 ●●▲1 ☆ -0.1-1.0km 右岸 河口部 1/8000 Bc 型 

河口部に位置し、砂浜にはハマニンニク群落やコウボ

ウムギ群落等の砂丘植物群落がみられ、砂泥地にはヨ

シ群落が広がる。海岸及び河口域の植生を代表する調

査地区であるため、継続して設定する。 

発達した砂洲が形成され、東側を中心に大部分は無植生の砂浜

となっている。西側にはハマヒルガオやコウボウムギ等の海浜

植生が、右岸堤防沿いにはヨシ群落やオオイタドリ群落等がみ

られる。 

前回の●●▲1 と同じ調査

地区である。 
○ 

下流域 

旧●●▲2 ●●▲2  12.0-13.0km 右岸 
○○橋下

流 
1/2100 Bc 型 

左岸側にワンドや湿地がみられ湿生植物が豊富であ

る。また、低水敷にはヤナギ林等の河畔林がまとまっ

てみられる。下流域を代表する調査地区として継続し

て設定する。 

高水敷の大部分は牧草地となっており、低水敷との境にハリエ

ンジュ、コナラ等の高木林が生育する。低水敷にはアズマネザ

サ、オギやヤナギ低木林が密生し、水際にはヨシ群落が生育し

ている。また、低水敷にはワンドもみられる。堤内地は水田と

して利用されている。 

前回の●●▲2 と同じ調査

地区である。 
○ 

旧●●▲3 ―  20.0-21.0km 右岸 ◇◇橋 1/2300 Bb-Bc 型 

主に採草地と耕作地からなる調査地区である。旧●●

▲2 と旧●●▲4 の中間的な環境である。既往調査に

おける植物相をみると、旧●●4(●●▲3)と概ね同様

であるため、旧●●4(●●▲3)に統合した。 

蛇行部にあたり、水際には砂質の河原が広がりクサヨシ群落や

ヤナギ林がみられる。高水敷は採草地や耕作地に利用されてい

る。 

周辺の調査地区と環境が重

複するため設定しない。 
▲ 

旧●●▲4 ●●▲3  29.6-30.9km 左岸 
▼▼川合

流点 
1/2300 Bb-Bc 型 

高水敷内には、未整備の水路が流れ、ミクリ群落、マ

コモ群落がみられる。低水敷にはヤナギ林等もみられ

る。高水敷は広く、水田、畑地、桑畑等の耕作地や採

草地、クヌギ林やクリ林等もみられ、耕作地や採草地

としての土地利用が多いという本河川環境縦断区分

の特徴の一つをあらわしている。 
以上の理由により継続して調査地区を設定する。 

高水敷は広く、水田、畑地、桑畑等の耕作地や採草地として利

用され、クヌギ林やクリ林もみられる。水際にはヨシ群落、オ

ギ群落や、ヤナギ低木林が広がる。高水敷内には、未整備の水

路が流れ、湿生植物がみられる。 

前回の●●▲4 と同じ調査

地区である。 

○ 

狭窄部 
(●●渓

谷) 

旧●●▲5 ●●▲4  42.0-43.0km 左岸 ■■ 1/3588 Bb 型 

礫河原が広がりツルヨシ群落等がみられる。水際及び

山付きの斜面には渓谷に特徴的な植生がみられる。本

河川環境縦断区分を代表する地区として継続して設

定する。 

河原へ続く斜面には竹林、ヤナギ林がみられる。また、山付き

の斜面は落葉広葉樹林となっている。 
前回の阿阿仙●●▲5 と同

じ調査地区である。 
○ 

― ●●▲5  54.0-55.0km 左岸 ■■橋 1/3588 Bb 型 

川沿いの斜面にはヤナギ林等の自然性の高い植生が

広く分布している。これまで設定されていなかった

が、本河川環境縦断区分内を代表する調査地区として

最も適当であると判断し、新たに設定する。 

平地部は果樹園、畑地がみられる。川沿いの斜面はヨシ群落や

ヤナギ群落(タチヤナギ群集(低木林)、ジャヤナギ－アカメヤナ

ギ群集)が分布する。 

新たに設定した調査地区で

ある。 
○ 

中流域 

            
            
            
            
            

狭窄部 
(●●峡) 

            
            

上流域 

            
            
            
            

○: 必要性が高い調査地区 ▲: 必要性が低い調査地区 
青字: 前回調査を実施しているが、今回は設定しない調査地区 赤字: 新たに設定した調査地区 
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河口域 

下流域 

中流域 

狭窄部 

上流域 

全体調査計画様式 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-8 ●●川水系 調査地区検討状況図 (例) 
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全体調査計画様式 9-1 

表 5-11 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類採捕調査) (例) 

河川名 
河川環境 
縦断区分 

調査地区番号 
(前回調査) 

調査地区番号 
(今回設定) 

総合 
調査 
地区 

距離 調査地区名 河床勾配 河川形態 設定または変更理由 調査地区の特徴 前回の調査地区との対応 

●
●
川 

河口域 旧●●▲1 ●●▲1 ☆ 0.0-1.9km 河口部 1/8000 Bc 型 
河口域に生息する汽水魚、海水魚の確認のために重要な地区であるため、

継続して設定する。 

河口部・汽水域である。全域に浅瀬が広がり、砂洲が形

成されている。河床材料は砂とシルトからなる。 
前回の●●▲1 と同じ調査地区で

ある。 

下流域 

旧●●▲2 ●●▲2 

 
14.0-15.0k
m 

□□川 
合流点 

1/2100 Bc 型 

左岸側にワンドや湿地等の多様な環境がみられ、多くの幼稚魚の保護育

成場となっており、重要な環境である。主要な支川である□□川合流点

に位置し、魚類相が豊富な地区である。以上の理由により継続して調査

地区を設定する。 

河川形態は下流型で平瀬が卓越している。河床材料は砂

が主体で所々にシルトが堆積する。 
前回の●●▲2 と同じ調査地区で

ある。 

旧●●▲3 ●●▲3 
 

20.3-21.0k
m 

●●橋 1/2300 Bb-Bc 型 
緩やかに蛇行し、所々に大きな砂洲が発達する本河川環境縦断区分の代

表的な調査地区である。 

河川形態は中流－下流移行型で平瀬が卓越している。河

床材料は小礫から中礫で、右岸側に大規模な砂洲が形成

されている。 

前回の●●▲3 と同じ調査地区で

ある。 

旧●●▲5 ●●▲4 

 

35.0-36.0k
m 

▽▽川 
合流点 

1/1894 Bb 型 

支川▽▽川の合流点に位置し、湿地、ワンド等の多様な環境要素を含む

調査地区である。 

本調査地区は、重要種であるタナゴ類が既往調査において水系で唯一確

認されている。また、既往調査において出現頻度の低いオオヨシノボリ

や重要種のホトケドジョウが確認されている数少ない調査地区の一つで

ある。以上の理由により継続して調査地区を設定する。 

河川形態は中流型で平瀬が卓越するものの、淵も発達し

多様性に富んでいる。河床は小礫で、水際部は草本に被

われている。 

前回の●●▲5 と同じ調査地区で

ある。 

狭窄部 
(●●渓谷) 

― ●●▲5 
 

38.8-39.6k
m 

■■橋 1/3588 Bb 型 
狭窄部の下部に位置し、明確な平瀬、早瀬、淵が連続するという本河川

環境縦断区分の代表的な特徴を呈す調査地区である。これまで調査地区

が設定されていなかったため新たに設定する。 

河川形態は中流型で平瀬が卓越するものの平瀬、淵もみ

られる。河床材料は小礫から中礫で蛇行部には寄洲が形

成されている。 

新たに設定した調査地区である。 

中流域           
狭窄部 
(●●峡) 

          
          

上流域           
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全体調査計画様式 9-2-1 

表 5-12 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査：調査地点距離間隔) (例) 

河川名 区間 距離 調査地点（採水地点）の距離間隔の設定 調査地点数 

●●川 

本川の感潮区間のうち河口から干潮時に干潟がみられる区間 
-0.1～

8.0km 

0kp を最下流端の調査地点とし、約 2km ごとに調査地点（採水地点）を設定する。なお、本区間は感潮区間のうち河口から干潮時に干潟がみられる区間で

あるため、2 回採水を実施する。 
4 地点 

本川区間 
8.0～

20.0km 
約 2km ごとに調査地点（採水地点）を設定する。 6 地点 

本川の河川縦断方向に同様の水域環境が連続している区間 
20.0～

36.0km 

直轄管理区間延長が 100km 以上の河川であり、本区間は河川縦断方向に同様の水域環境が連続している区間であるため、約 4km ごとに調査地点（採水地

点）を設定する。 
4 地点 

本川区間 
36.0～

121.5km 

約 2km ごとに調査地点（採水地点）を設定する。また、2km ごとに設定した最上流の調査地点から河川管理区間の上流端までの距離が 1km 以上離れてい

るため、河川管理区間の上流端に調査地点を設定する。 
44 地点 

魚類環境 DNA ホットスポット - 全体調査計画様式 9-2-2 で設定した魚類環境 DNA ホットスポットにおいて調査を実施する。 2 地点 

△△川 支川区間 
0.0～

0.8km 
河川管理区間延長が 2km 未満の直轄支川のため、本川の河川水の影響を受けない下流端 0.4kp に調査地点を 1 地点設定する。 1 地点 

□□川 支川区間 
0.0～

8.9km 

本川の河川水の影響を受けない下流端 0.9kp を起点とし、以降約 2km ごとに調査地点（採水地点）を設定する。また、2km ごとに設定した最上流の調査

地点から河川管理区間の上流端までの距離が 1km 以上離れているため、河川管理区間の上流端に調査地点を設定する。 
5 地点 

合計調査地点数 66 地点 
 

 
全体調査計画様式 9-2-2 

表 5-13 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査：魚類環境 DNA ホットスポットの設定) (例) 

河川名 

魚類環境 DNA 

ホットスポット 

調査地点番号 

距離 左右岸 

魚類環境 DNA ホットスポット調査地点の設定根拠 

魚類の出現状況等の観点 生息場等河川内の生息場環境の観点 

●
●
川 

●●▲0H 0.0km 左岸 
既往の魚類調査で●種と多くの種数が確認されており、河口部の干潟とかかわりの深い種（○○）な

ど、干潮時の干潟を流れる細流に特徴的にみられる種が確認されているため、設定する。 
河口部に位置し干潟が存在するとともに、干潮時には干潟を流れる細流が確認でき、干潟に生息する

魚類の環境 DNA 調査地点として適当とみなせるため設定する。 

●●▲10H 9.8km 右岸 
止水性魚類（△△）等など、ワンドを利用する本川とは異なる魚種が確認されるため、設定する。 9.0～16.0km の区間では多くのワンドがみられ、魚類にとって重要な生息場等とみなせるため、その

ワンドのうち代表的な 1 地点を設定する。 
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全体調査計画様式 9-4 

表 5-14 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(植物調査) (例) 

河川名 
河川環境 
縦断区分 

調査地区番号 
(前回調査) 

調査地区番号 
(今回設定) 

総合 
調査 
地区 

距離 左右岸 調査地区名 河床勾配 河川形態 設定または変更理由 調査地区の特徴 前回の調査地区との対応 

●
●
川 河口域 旧●●▲1 ●●▲1 ☆ -0.1-1.0km 右岸 河口部 1/8000 Bc 型 

河口部に位置し、砂浜にはハマニンニク群落やコウボウム

ギ群落等の砂丘植物群落がみられ、砂泥地にはヨシ群落が

広がる。海岸及び河口域の植生を代表する調査地区である

ため、継続して設定する。 

発達した砂洲が形成され、東側を中心に大部分は無植生の砂

浜となっている。西側にはハマヒルガオやコウボウムギ等の

海浜植生が、右岸堤防沿いにはヨシ群落やオオイタドリ群落

等がみられる。 

前回の●●▲1 と同じ調査地区で

ある。 

下流域 

旧●●▲2 ●●▲2  12.0-13.0km 右岸 
○○橋

下流 
1/2100 Bc 型 

左岸側にワンドや湿地がみられ湿生植物が豊富である。ま

た、低水敷にはヤナギ林等の河畔林がまとまってみられる。

下流域を代表する調査地区として継続して設定する。 

高水敷の大部分は牧草地となっており、低水敷との境にハリ

エンジュ、コナラ等の高木林が生育する。低水敷にはアズマ

ネザサ、オギやヤナギ低木林が密生し、水際にはヨシ群落が

生育している。また、低水敷にはワンドもみられる。堤内地

は水田として利用されている。 

前回の●●▲2 と同じ調査地区で

ある。 

旧●●▲4 ●●▲3  29.6-30.9km 左岸 
▼▼川

合流点 
1/2300 Bb-Bc 型 

高水敷内には、未整備の水路が流れ、ミクリ群落、マコモ

群落がみられる。低水敷にはヤナギ林等もみられる。高水

敷は広く、水田、畑地、桑畑等の耕作地や採草地、クヌギ

林やクリ林等もみられ、耕作地や採草地としての土地利用

が多いという本河川環境縦断区分の特徴の一つをあらわし

ている。 
以上の理由により継続して調査地区を設定する。 

高水敷は広く、水田、畑地、桑畑等の耕作地や採草地として

利用され、クヌギ林やクリ林もみられる。水際にはヨシ群落、

オギ群落や、ヤナギ低木林が広がる。高水敷内には、未整備

の水路が流れ、湿生植物がみられる。 

前回の●●▲4 と同じ調査地区で

ある。 

狭窄部 
(●●渓谷) 

旧●●▲5 ●●▲4  42.0-43.0km 左岸 ■■ 1/3588 Bb 型 
礫河原が広がりツルヨシ群落等がみられる。水際及び山付

きの斜面には渓谷に特徴的な植生がみられる。本河川環境

縦断区分を代表する地区として継続して設定する。 

河原へ続く斜面には竹林、ヤナギ林がみられる。また、山付

きの斜面は落葉広葉樹林となっている。 
前回の阿阿仙●●▲5 と同じ調査

地区である。 

― ●●▲5  54.0-55.0km 左岸 ■■橋 1/3588 Bb 型 

川沿いの斜面にはモウソウチク林、ヤナギ林等の自然性の

高い植生が広く分布している。これまで設定されていなか

ったが、本河川環境縦断区分内を代表する調査地区として

最も適当であると判断し、新たに設定する。 

平地部は果樹園、畑地がみられる。川沿いの斜面はモウソウ

チク林が分布するほか、ヨシ群落やヤナギ群落(タチヤナギ

群集(低木林)、ジャヤナギ－アカメヤナギ群集)も分布する。 

新たに設定した調査地区である。 

中流域            
狭窄部 
(●●峡) 

           
           

上流域            

全体調査計画様式 9-5-1 

表 5-15 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(鳥類調査：スポットセンサス法調査箇所距離間隔) (例) 

河川名 距離 スポットセンサス法の調査箇所の距離間隔の設定または変更理由 調査箇所数 

●●川 -0.1～50.0km 
支川等を含めた河川管理区間延長が 30km 以上であるため、全川を対象として 0kp を起点に距離間隔 2km ごとに調査箇所(観察定点)を設定しスポットセンサス法を実施する。 

26 箇所 
△△川 0.0～3.8km 2 箇所 
□□川 0.0～8.9km 5 箇所 
●●川 - 全体調査計画様式 9-5-2 で設定した鳥類ホットスポットにおいて調査を実施する。 2 箇所 

合計調査箇所数 35 箇所 

全体調査計画様式 9-5-2 

表 5-16 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(鳥類調査：鳥類ホットスポットの設定) (例) 

河川名 
河川環境 

縦断区分 

鳥類ホットスポット 
調査箇所番号 

総合 

調査 

地区 

距離 左右岸 

鳥類ホットスポット調査箇所の設定根拠 

鳥類の出現状況等の観点 生息場等河川内の生息場環境の観点 

●
●
川 

河口域 
●●▲1L 
●●▲1R 

☆ 0.0km 
左岸 
右岸 

該当の河川環境縦断区分の調査箇所のうち最も鳥類種数が●種と多く、河川とかかわり

の深い種もコアジサシ、ユリカモメなど、多様で豊富であるため、設定する。 
河口部に位置し、干潟が存在するとともに、広い緩流域の水面や、右岸には低茎草本の生えた高水敷や蛇行

した流れや旧河川跡の水溜りなど多様な環境要素からなる生息場等とみなせるため、設定する。 

下流域 
●●▲10L 
●●▲10R 

 11.0km 
左岸 
右岸 

該当の河川環境縦断区分の調査箇所のうち最も鳥類種数が●種と多く、河川とかかわり

の深い種も○オオヨシキリ、イカルチドリなど、多様で豊富であるため、設定する。 
中州や緩やかな流れの広い水面が存在し、右岸側の中・低水敷にはワンド、クリーク、堤外支川、高茎草本

の群落やまとまったヤナギ林等がみられ、多様な環境要素からなる生息場等とみなせるため設定する。 
狭窄部 
(●●渓谷)       

中流域       
狭窄部 
(●●峡)       

上流域       
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全体調査計画様式 10 

表 5-17 ●●川水系 全調査項目調査地区の設定結果一覧 (例) 

距離 
河川環境 
縦断区分 

魚類採捕調査 底生動物調査 植物調査 
両生類・爬虫
類・哺乳類 

調査 

陸上 
昆虫類等調査 

総合調
査地区 

0km 
 
 
5km 
 
 
10km 
 
 
15km 
 
 
20km 
 
 
25km 
 
 
30km 
 
 
35km 
 
 
40km 
 
 
45km 
 
 
50km 
 
 
55km 
 
 
60km 
 
 
65km 
 
 
70km 
 
 
75km 
 
 
80km 
 
 
85km 

河口域 

●●▲1 
 
 

●●▲1 ●●▲1 ●●▲1 ●●▲1 ☆ 
 

 
 
 

  
 

  
 
 
 

●●▲2 

 

下流域 

 
 

●●▲2 

 
●●▲2 

 

 
●●▲2 

●●▲2   

 
 
 

     

 
 

  
 

 
 
 

●●▲3  

●●▲3 
 
 

●●▲4 
 

●●▲3 ●●▲3 ●●▲3 
 

  

 
 
 

●●▲4  
●●▲4 

 

●●▲4 ●●▲4  

 
 

   
●●▲5 

  

中流域 
 

●●▲5 
 
 

●●▲5  
●●▲5 

   

 
 
 

  
 

   

 
 
 

  
 

 

   

 
 
 

     

 
 
 

     

狭窄部 

 
 
 

     

 
 
 

     

上流域 
 
 
 

     

※ 魚類環境 DNA 調査は調査対象範囲全域を対象として原則 2km ごとに 1 地点、鳥類調査は調査対

象範囲全域を対象として 1km 又は 2km ごとに両岸に調査箇所を設定する。
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河口域 

下流域 

中流域 

狭窄部 

上流域 

全体調査計画様式 11 

☆●●▲1 

☆●●▲1 

☆●●▲1 

☆●●▲1 

☆●●▲1 

●●▲2 

●●▲2 

●●▲2 

●●▲2 

●●▲2 

●●□1 

●●□2 

●●□2 

●●□1 

●●□1 

●●□1 

●■□1 

●■□1 

●■□1 

●■□1 

●■□1 

●●□2 

●●□3 

●●□3 
●●□3 

●●□3 

●●□4 

●●□4 

●●□4 

●●□3 

●●□4 

●●□4 

●●□2 

●●□2 

●
●
川 

□□河川事務所 

管理区間 

▲▲河川事務所 

管理区間 

■■川 

△△ダム(補助) 

(○○県土木事務所 管理) 

■■ダム 

(■■ダム管理所 管理) 

◆◆ダム 

(◆◆ダム管理所 管理) 

120km 

110km 

100km 

90km 

80km 

70km 

60km 
50km 

40km 
30km 

10km 

20km 0km

10km 

20km 

図 5-9 ●●川水系 調査地区位置図 (例) 

◇◇県土木事務所 

管理区間 

●●◇1 

●●◇1 

●△○1 

●△○1 

○○県土木事務所 

管理区間 

●●□1 

△△川 

130km 

140km 

10km 

20km 

● 

●●▲1H 

●   鳥類ホット 

スポット調査箇所 

●●川流域 

● 

●●▲8L 

●●▲8R 

● 
●●▲18L 

●●▲18R 

● 

●●▲52L 

●●▲52R 

● 

● 

●●▲80L 

●●▲80R 

●●▲100L 

●●▲100R 

●   魚類環境DNAホット
スポット調査地点 

●●▲20H ● 

魚類採捕調査 

底生動物調査 

植物調査 

両生類・爬虫類・哺乳

類調査 

陸上昆虫類等調査 
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(4) 確認のための現地踏査 

設定した調査地区について、現地踏査を実施し、以下に示す視点から調査地区の妥当性を確

認する。現地踏査を実施した場合は、調査地区の概観がわかる写真を随時撮影し、「●●川水系 

調査地区の写真【全体調査計画様式 12】」に整理する(図 5-10 参照)。なお、鳥類スポットセン

サス法の調査箇所及び魚類環境 DNA 調査の調査地点については、写真撮影は不要である。 

 

1) 地形、自然環境、土地利用状況、河川利用状況等の変化状況 

設定した調査地区について、工事や出水等による近年の改変の状況について確認する。な

お、改変が大きい場合については、必要に応じて、調査地区の設定について再検討を行う。 

 

2) 調査に際しての安全性 

設定した調査地区について、調査地区へのアプローチ及び調査の実施に際しての安全性を

確認する。 

 

●●川水系 調査地区の写真 【全体調査計画様式 12】 

(ア) 総合調査地区: 写真を撮影した調査地区が総合調査地区であれば“☆”を記入する。 

(イ) 調査地区番号: 写真を撮影した調査地区番号を記入する。 

(ウ) 調査地区名: 写真を撮影した調査地区名を記入する。 

(エ) 距離(km): 写真を撮影した調査地区の河口からの距離(支川・支々川の場合は合流点か

らの距離)を記入する。 

(オ) 撮影状況: 撮影状況等を記入する。(例:下流側から上流を望む) 

(カ) 調査地区の概観: 各調査地区の周辺環境(堤内地、堤外地の植生、土地利用、河床材料

等)の特徴について記入する。 
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全体調査計画様式 12 

 

総合調査地区 調査地区番号 調査地区名 距離 (km) 撮影状況 

☆ ▲▲■6 ○○橋付近 33.3～34.3 下流側から上流を望む 

調査地区の概観 本調査地区は○○橋の下流部にあり、河川形態は Bb 型である。低水敷にはススキ群

落が繁茂し、一部にヤナギ群落等がある。堤内地は左右岸とも住宅地となっており、

山地が隣接している。 

 

図 5-10 ●●川水系 調査地区の写真 (例) 
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5.3 調査地区の設定【ダム湖版】 

5.3.1 設定にあたっての考え方 

(1)調査地区の設定の流れ 

河川水辺の国勢調査【ダム湖版】においては、適切なダム管理に資するため、ダム湖

及びその周辺の場所を区分し、その区分ごとに調査地区を設定するものとする。 

魚類環境 DNA 調査の調査地点は魚類採捕調査の調査地区と水質調査の貯水池内基準地

点を基本とする。 

調査地区の設定は、以下に示す手順で実施する(図 5-11 参照)。 

 

1) 資料収集 

対象ダムの概要、既往の河川水辺の国勢調査結果等が把握できる資料(工事誌、河川

水辺総括資料、フォローアップ定期報告書・年次報告書等)を収集する(5.3.2 参照)。 
 

2) ダムの概要の整理 

1)で収集した資料をもとに、対象ダムの概要 (位置、諸元、目的等 )、水位運用状況、

下流河川における支川合流状況、発電等の利水状況、原石採取跡地等の地形改変箇所、

ビオトープ等の環境創出箇所の位置について整理する(5.3.3 参照)。 
 

3) ダム湖環境エリア区分の設定 

2)で整理した内容をもとに、ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河川、その他(地
形改変箇所、環境創出箇所)のダム湖環境エリア区分を設定する(5.3.4 参照)。 

 

4) 調査地区の設定 

3)で設定したダム湖環境エリア区分ごとに、調査地区を設定する。 
調査地区の設定に際しては、既往の河川水辺の国勢調査やモニタリング調査との継

続性、魚類採捕調査と底生動物調査の調査地区をあわせる等の各調査項目における調

査地区配置の関連性、現地調査時の安全性に配慮する(5.3.5 参照)。 
ただし、動植物プランクトン調査については、ダム湖環境エリア区分に基づいた調

査地区の設定は行わず、Ⅳ動植物プランクトン調査編を参照し設定する。 
また、魚類環境 DNA 調査については、Ⅱ魚類環境 DNA 調査編(案)を参照し調査

地点を設定する。 
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図 5- 11 調査地区の設定フロー【ダム湖版】 

 

 

 

(2)フォローアップ制度との関係 

管理段階のダム等においては「ダム等の管理に係るフォローアップ制度の実施につい

て(平成 14 年 7 月 24 日 国土交通省河川局長通達)」に基づき、各ダムは、基本的に 5

年ごとに既往の調査結果の分析・評価を行い「定期報告書」を作成・公表することとな

っている。生物に関しても、生物の変化とダムとの関連の検証結果について、評価の視

点を定めて評価を行うことになっている。 

フォローアップ定期報告書の作成に関しては、既往資料を活用するという基本方針で

あるため、河川水辺の国勢調査においては、フォローアップ定期報告書に活用されると

いう視点を踏まえ、調査地区を設定することが重要である。 

 

 
・ダム湖、ダム湖周辺、流入河

川、下流河川、その他 (地形改

変箇所、環境創出箇所)に区分  

 
・ダム湖環境エリア区分ごとに調

査地区を設定  
・既往調査地区との継続性、各調

査項目間の関連性、現地調査時

の安全性に配慮  

 
・対象ダムの概要(位置、諸元、目

的等)を整理  
・水位、運用状況、支川合流状

況、利水状況等を整理  
・地形改変箇所、環境創出箇所等

の位置を整理  

③ダム湖環境エリア区分の設定  

④調査地区の設定  

②ダムの概要の整理  

 
・河川水辺総括資料、フォローアッ

プ定期報告書・年次報告書、工事

誌等を収集  
・既往調査結果等が把握できる資料

を整理  

①資料収集  
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(3)環境影響評価制度との関係 

ダム事業では、平成９年の環境影響評価法の制定以降、ダムの建設前後の環境影響を

予測評価し、必要に応じて保全措置等を実施する、ダムの環境影響評価が進められてき

た。平成 23 年の環境影響評価法の改正により、事業完了後の環境影響と保全措置の効

果を把握するための事後調査の実施が義務付けられている。特にダム事業では、動植物

の生息・生育環境のビオトープ整備や実施された移植等の保全措置や鳥類の営巣環境の

監視等の環境配慮が実施されており、これら効果の把握のための調査が必要である。 

河川水辺の国勢調査においては、ダム事業の環境影響評価における事業の影響把握や

環境保全措置・環境配慮事項の効果把握のための事後調査の役割を持つという視点を踏

まえ、調査地区を設定することが重要である。 
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5.3.2 資料の収集 

対象ダムの概要(位置、諸元、目的等)、ダム湖内の水位運用状況、下流河川における

支川合流状況や発電等の利水状況、原石採取跡地等の地形改変箇所やビオトープ等の環

境創出箇所の位置、既往の河川水辺の国勢調査結果等の資料を収集する。 

なお、各ダムの概要や既往の河川水辺の国勢調査結果については、基本的に河川水辺

総括資料やフォローアップ定期報告書・年次報告書において整理されているので、必要

に応じて、それらを修正・データ更新したうえで利用するとよい。 

表 5-18 に示した収集資料一覧(例)のうち、基礎資料については可能な限り収集する。 

 

表 5-18 収集資料一覧(例) 

分類  資 料  作成機関  

基礎資料 ・管内図 ダム管理者 

・ダム事業の概要(目的・諸元・周辺環境整

備等) 

ダム管理者 

・河川水辺総括資料 

・フォローアップ定期報告書・年次報告書 

ダム管理者 

地方整備局等 

・工事誌 ダム管理者 

・河川水辺の国勢調査【ダム湖版】(生物調

査)報告書 

ダム管理者 

・航空写真 ダム管理者 

国土地理院 

日本森林技術協会等 

その他 ・植生図 ダム管理者 

環境省等 

・地形図 ダム管理者 

国土地理院 

・河川調査報告書 ダム管理者 

・河川水辺の国勢調査以外の調査報告書 ダム管理者 

・その他調査地区設定に活用できる資料  
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5.3.3 ダムの概要の整理 

収集した資料をもとに、対象ダムの概要(位置、諸元、目的等)、水位運用状況、下流

河川における支川合流状況や発電等の利水状況、原石採取跡地等の地形改変箇所やビオ

トープ等の環境創出箇所の位置について整理する。整理した結果は、【全体調査計画様式

13】にとりまとめる(表 5- 19、図 5- 12 参照)。 

これらについては、基本的にモニタリング調査結果報告書、河川水辺総括資料やフォ

ローアップ定期報告書・年次報告書において整理されているため、必要に応じて、それ

らを修正・データ更新したうえで活用するとよい。 

 

△△ダムの概要【全体調査計画様式 13】 

(ア) ダム等名: 調査対象となるダム等名を記入する。 

(イ) 水系名・河川名: 調査対象となるダム等が位置する水系名・河川名を記入する。 

(ウ) 管理事務所等名: 調査対象となるダム等の管理事務所等名を記入する。 

(エ) 所在地: 調査対象となるダム等の所在地を記入する。 

(オ) 完成年度: 調査対象となるダム等の完成年度を記入する。 

(カ) 調査対象となるダム等の概要(位置、諸元、目的等)、水位運用状況、下流河川

における支川合流状況や発電等の利水状況、原石採取跡地等の地形改変箇所や

ビオトープ等の環境創出箇所等の位置について記入する。なお、特に形式は定

めない。 

(キ) 様式は、複数枚になってもよいが、可能な限り簡潔に整理する。 
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全体調査計画様式 13(1) 

表 5- 19 ダムの概要整理(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーチャージ水位 EL.○○m

常時満水位 EL.○○m

夏季制限水位 EL.○○m

最低水位 EL.○○m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(月) 

近 5 か年分程度の水位運

用状況を整理する。 

凡例  
   ：平成●年  
   ：平成○年  
     ：  
   ：平成△年  

ゲートの標高、放流能力等の

仕様を追記する。 

利水容量の目的別内訳を追記する。 
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全体調査計画様式 13(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5- 12 ダムの概要整理(例) 

建設発生土受入地

ビオトープ

発電バイパス

夏季制限水位

減水区間

常時満水位

 ■ ：既往調査地点
　　　(最上下流地点)
　　：管理区間

原石採取跡地

△△ダム
××運動公園

××川

洪水貯留準備水位

（夏期制限水位） 

平常時最高貯水位

（常時満水位） 



 

54 

5.3.4 ダム湖環境エリア区分の設定 

ダム湖環境エリア区分の設定に際しては、表 5- 20 に従って、各ダムの概要から、ダ

ム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河川、その他(地形改変箇所、環境創出箇所)を設定

する。設定した結果は、【全体調査計画様式 14】にとりまとめる(図 5- 13 参照)とともに、

表 5-21 に示すようにダム湖環境エリア区分を設定した理由を整理しておくと良い。 

なお、ダムが連続して存在するため、流入河川及び下流河川がない(他のダム湖が存在

している等)場合やダム建設後、長い年月を経ているため、地形改変箇所及び環境創出箇

所の位置が不明である場合等については、該当するダム湖環境エリア区分を設定しなく

てもよい。 

 

表 5- 20 ダム湖環境エリア区分設定の考え方 

ダム湖環境エリア区分  設定の考え方  

ダム湖 ・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）以下の範囲)を対象と

する。 

ダム湖周辺 ・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）)から周辺 500m 程度の

範囲を対象とする。 

流入河川 ・代表的な流入河川 1 河川を対象とする。なお、必要に応じて複

数を対象としてもよい。 

・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）)より上流で、流入河

川として代表的な河川環境がみられる範囲。基本的に既往の調

査対象範囲または調査地点を参考に設定する。 

下流河川 ・ダム堤体から下流で、下流河川として代表的な河川環境がみら

れる範囲とする。基本的に既往の調査対象範囲または調査地点

を参考に設定する。 

 

その他 地形改変箇所 

・原石採取跡地、建設発生土受入地、大規模な掘削法面等の地形

改変箇所を対象とする(ただし、原石採取跡地が不明である場合

や生物の生息・生育環境として適していない運動公園やグラン

ド等は対象としない)。 

環境創出箇所等 

・生物の生息・生育環境を創出する目的で整備されたビオトープ

や環境保全措置・環境配慮事項として実施された動植物の移植

箇所、設置された巣箱等、監視対象の営巣地の環境箇所等の環

境創出箇所等を対象とする(特にない場合は対象としない)。 

 

 

 

△△ダム ダム湖環境エリア区分図【全体調査計画様式 14】 

(ア) 調査区域内におけるダム湖環境エリア区分を図示する。 

(イ) スケールと方位を記入する。ただし、縮尺は問わない。 

(ウ) A4 または A3 サイズで作成する。 
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表 5- 21 ダム湖環境エリア区分設定理由(例) 

ダム湖環境エリア区分  設定の理由  

ダム湖 ・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）E.L.○○m 以下の範囲)

とした。 

 

ダム湖周辺 ・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）E.L.○○m)から周辺

500m の範囲とした。ただし、500m 以上離れた位置にある原石採

取跡地も含めた。 

 

流入河川 ・代表的な流入河川である△△川を対象とした。 

・ダム湖(平常時最高貯水位（常時満水位）E.L.○○m)より上流

で、既往の魚介類調査における流入河川踏査の範囲である約

2km の範囲とした。 

 

下流河川 ・ダム堤体から下流で、支川の××川が流入し、既往の魚介類調

査地点を含む、本川○○川合流点までの範囲とした。 

 

その他 地形改変箇所 

・△△川右岸側の原石採取跡地、本川○○川付近の建設発生土受

入地に設定した。ただし、ダム堤体右岸側の建設発生土受入地

は、運動公園として整備されており、生物の生息・生育環境と

して適していないため、対象としなかった。 

環境創出箇所等 

・□□川沿いの建設発生土受入地に生物の生息・生育環境を創出

する目的で整備されたビオトープを対象とした。 
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全体調査計画様式 14 

下流河川

その他

(環境創出箇所等)

ダム湖周辺

ダム湖

約500m

500m以上離れてい
る場合もダム湖周
辺に含めた。

原石採取跡地

その他

(地形改変箇所)

建設発生土受入地

その他

(地形改変箇所)

夏季制限水位

常時満水位

△△ダム

△△川

□□川

××川

××運動公園

発電バイパス

減水区間

生物の生息・生
育環境でないた
め、対象としな
い。

約2km

流入河川

既往最上流

調査地点

既往最下流

調査地点

ビオトープ

凡例(ダム湖環境エリア区分)

■：ダム湖
■：ダム湖周辺

■：流入河川
■：下流河川
■：その他

 

図 5- 13 ダム湖環境エリア区分図(例) 
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5.3.5 調査地区の設定 
(1) 調査地区設定の考え方 

調査地区は、ダム湖環境エリア区分ごとに設定するものとする。ただし、調査地区

の設定に際しては、次頁に示す 1)～4)について考慮したうえで、ダム湖及びその周辺

の環境を把握するために必要な配置とする。 

各調査地区の考え方及び大きさの目安を表 5- 22 に、各調査項目における調査地区

の考え方を (2)に示す。なお、調査地区の写真の例を【全体調査計画様式 20】に示し

ているので、参考にするとよい。 

表 5- 22 調査地区設定の考え方 

区分 調査地区 調査地区設定の考え方 大きさの目安 

ダム

湖 

流入部 ・ダム湖環境エリア区分を設定した流入河川が流入するダム

湖内の浅場に設定する。 

・上下流方向に 30～100m

程度の範囲とする。 

湖岸部 ・流入部以外の浅場に設定する。 

・緩傾斜地や抽水植物・沈水植物等がある場所に 1 地区設定

する。必要に応じて複数設定してもよい。 

・湖岸沿いに 30～100m 程

度の範囲とする。 

湖面 ・ダム湖面全域を対象とする。 

湖心部 ・底生生物調査においては、ダム湖最深部の湖底に設定する。 

・動植物プランクトン調査においては、水質基準点及び補助基準点に設定する。 

水位変動

域 

・平常時最高貯水位（常時満水位）以下で、水位変動により

水没や干出を繰り返す区間に設定する。 

・陸上(干出時)のみを対象とする。 

・鳥類調査においては、ダム湖一周全てを対象とする。 

・植物調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調

査においては、植生が見られる場所等があれば、1 地区設

定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

・数人で 1 日 2 調査地区程

度(1 地区 3～4 時間)を調

査できる範囲とする。 

ダム

湖周

辺 

エコトー

ン※ 

・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定す

る。基本的に樹林内は対象外とする。 

・水際から林縁部まで連続している場所がある場合、1 地区

設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

・数人で 1 日 2 調査地区程

度(1 地区 3～4 時間)を調

査できる範囲とする。 

樹林内 ・既往の調査地区数の範囲内で、ダム湖周辺の代表的な植生

(第 1 位～第 3 位群落等)内に、それぞれ 1 地区設定する。 

（植物、鳥類、両生・爬虫・哺乳類、陸上昆虫類の各分類群 

毎に生物相が十分に把握された段階で調査地区の廃止（あ 

るいは代表的な地区を残す）を検討する） 

広域定点 ・これまで調査が実施されている等、猛禽類の生息状況を把握する必要がある場合、見晴

らしの良い場所に調査地点(広域定点)を設定してもよい。 

湖岸道路

や沢沿い 

・爬虫類、哺乳類が確認しやすい湖岸道路や両生類が確認しやすい沢等に設定する。 

流入河川 ・基本的に 1 流入河川につき、1 地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定す

る。 

・河川形態により、大きさ

を設定する。 

Aa 型:4～6 単位形態以上 

Bb 型:1～3 単位形態 

Bc 型:1～2 単位形態 

不明:水面幅の 5 倍程度 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流

入状況等により生物相が変わることを考慮し、ダム下流河

川における代表的な河川環境を適切に把握できる場所に設

定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

その

他 

地形改変

箇所 

・大規模な地形改変箇所を対象に 1 地区設定する。必要に応

じて複数設定してもよい。 

・基本的に魚類採捕、底生動物については、対象とする必要

はない。 

・地形改変箇所 1 箇所を 1

地区とする。 

環境創出

箇所等 

・代表的な環境創出箇所や環境保全措置・環境配慮事項とし

て実施された動植物の移植箇所、設置された巣箱等、監視

対象の営巣地の環境箇所等を対象に 1 地区設定する。必要

に応じて複数設定してもよい。 

・環境創出箇所 1 箇所を 1

地区とする。 

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯を対
象とする。  
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　：継続
　：新規追加

　：廃止

既往調査結果に
おいて、魚類相

が変わらないこ

とから、○○川

側を廃止する。

既往調査地点として、設定さ
れていたが、ほとんど魚類は

確認されていないため、廃止

し、新たにダム湖（湖岸部）

に設定する。

○○川

××川

□
□

川

△△ダム

発電バイパス

1) 過去の河川水辺の国勢調査地点との継続性 

既往の河川水辺の国勢調査における調査地点を整理したうえで、それらを参考にし

て、本手引きに示す考え方によって設定しようとする調査地区候補が、過去の調査地

点と重複する場合あるいは近傍にある場合には、過去の調査地点に優先して調査地区

を設定する。 

既往調査地点の当初選定理由については、可能な限り確認し、継続性に配慮して、

必要性の判断を行う。また、必要に応じて、各調査地点における詳細なデータ解析を

実施したうえで調査地区の設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5- 14(1) 調査地区設定のイメージ図(既往調査からの継続性) 

 

2) 他調査項目の調査地区との関連性 

以下の調査項目においては、調査結果の分析等の活用に配慮し、他の調査項目と可

能な限り同一の調査地区を設定する。 

○魚類採捕調査と底生動物調査 

○魚類採捕調査と魚類環境 DNA 調査 

○水質調査と動植物プランクトン調査、魚類環境 DNA 調査 

○植物調査と鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査 

 

：魚類採捕調査
：魚類環境DNA調査
：底生動物調査

：植物調査
：両生類・爬虫類・哺乳類調査
：陸上昆虫類等調査

湖心部
(底生動物のみ)

湖岸部

湖岸部

深場については、湖心
部で代表させるため、
魚類と同一のダム湖
（湖岸部）に設定する。

いずれの地点もダム湖周辺
第１優占群落であるブナ群
落に設定されていたが、植
物の調査地区に統合させる。

樹林内

□
□
川

△△ダム

発電バイパス

魚類環境DNA採水地点は、魚
類採捕調査地区を含むように
設定する。

魚類採捕調査地
点とあわせるた
め、移動させる。

 

図 5- 14(2) 調査地区設定のイメージ図(項目間の関連性) 

 

種名

×
×
川

○
○
川

△△ 38 15

■■
・
・
・

合計 15 12
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3) ダム湖周辺（樹林内）調査地区の廃止の検討 

①植物、②鳥類、③両生類・爬虫類・哺乳類、④陸上昆虫類等の分類項目について、

各項目の比較可能なデータが揃った段階（３回目の調査を終了した）のダムにおいて

は、第８章を参考としてダム湖周辺（樹林内）調査地区における生物相調査充実度の

解析を行い、データ活用の可能性の判断を加えた上で、調査地区の廃止の検討を実施

する。 

なお、過去に環境影響調査（環境影響評価・環境レポート作成時調査）・試験湛水モ

ニタリング調査を実施しているダムにおいては、それらのデータを含めて 3 回の調査

が実施された後に、同様な検討を実施する。 

また、過年度に既に調査地区の廃止の検討を実施済みのダムにおいては、実施する

必要はない。 

 

 

4) 調査時の安全性 

現地調査が安全に実施できるか、調査地区に至る経路は安全かといった視点も踏ま

えて、調査地区を設定する。陸上からのアクセスが困難な場合は、船を用いることも

考慮する。 
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(2) 各調査項目における調査地区設定の考え方 

1) 魚類採捕調査 

魚類採捕調査における調査地区は表 5- 23、表 5- 24 を参考に、ダム湖(流入部、湖

岸部)、流入河川、下流河川、その他(環境創出箇所等)に設定する。調査地区の配置例

を図 5- 15 に示す。 

また、調査地区の設定にあたっては、底生動物調査の調査地区との関連性について

も考慮する。 

表 5- 23 調査地区の考え方(魚類採捕調査) 

区分  調査地区  調査地区の設定場所  

ダム湖 流入部 ・ダム湖環境エリア区分として設定した流入河川が流入するダム

湖内の浅場に設定する。 

湖岸部 ・流入部以外の浅場に設定する。 

・緩傾斜地や抽水植物・沈水植物等が生育している場所等、魚類

が生息している可能性がある場所に 1 地区設定する。必要に応

じて複数設定してもよい。 

流入河川 ・基本的にダム湖環境エリア区分を設定した 1 流入河川につき、1

地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状

況等により魚類相が変わることを考慮し、ダム下流河川におけ

る代表的な河川環境を適切に把握できる場所に設定する。代表

的な河川環境が複数存在する場合には、必要に応じて複数設定

してもよい。 

その他 環境創出箇所

等 

・代表的な環境創出箇所や環境保全措置・環境配慮事項として実

施された移植箇所、監視対象の環境箇所等を対象に 1 地区設定

する。必要に応じて複数設定してもよい。 

・水辺環境がない場合は、特に設定しなくてよい。 

 

表 5- 24 調査地区の大きさの目安(魚類採捕調査) 

区分 調査地区 河川形態 調査地区の目安 

ダム湖 流入部 － 上下流方向に 30～100m 程度の範囲とする。 

湖岸部 － 湖岸沿いに 30～100m 程度の範囲とする。 

流入河川 

下流河川 

Aa 型 4～6 単位形態以上を 1 地区とする。 

Bb 型 1～3 単位形態を 1 地区とする。 

Bc 型 1～2 単位形態を 1 地区とする。 

瀬淵の区分

が不明瞭 

水面幅の 5 倍程度を目安に 1 地区とする。 

その他 環境創出

箇所等 

－ 環境創出箇所等 1 箇所のうち、水域部分を 1 地区とす

る。 

注)1 単位形態とは、1組の瀬・淵が連なる区間 
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ダム湖（流入部）

ダム湖（流入部）

流入河川の影響
を受けない浅場

ダム湖（湖岸

：調査地区

その他

湛水域

発電バイパス等

浅 場

湛水の影響を受
けない場所に設
定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

その他
(環境創出箇所等)

 

 

図 5- 15 調査地区の配置例(魚類採捕調査) 
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2)魚類環境 DNA 調査 

魚類環境 DNA 調査における調査地点は表 5-25、表 5-26 を参考に、ダム湖(流入部、

湖岸部)、流入河川、下流河川、その他(環境創出箇所)に設定する。調査地点の配置例

を図 5-16 に示す。 

調査地点は、「ダム貯水池水質調査要領 平成 27 年 3 月 国土交通省 水管理・国土

保全局  河川環境課（以下、ダム水質調査要領と呼ぶ）」に基づき設定された貯水池内

基準地点、ダム湖、流入河川、下流河川、その他（環境創出箇所）で実施する。魚類

採捕調査の調査地区と水質調査の貯水池内基準地点は調査地点として必ず設定する。 

ダム湖内の調査地点は、最新の魚類採捕調査でのダム湖内の確認種数が 10 種以下

の場合は 7 地点程度、11 種以上の場合は 4 地点程度を目安とし、魚類採捕調査の調査

地区が設定地点数の目安に達していない場合は、調査地区の設定されていない流入部、

過去の魚類採捕調査の調査地区等を調査地点に追加する。 

ダム湖以外の調査地点は最大 6 地点程度を目安とし、魚類採捕調査の調査地区を基

本に、下流河川は 2 地点以上を設定する。魚類採捕調査の調査地区が設定地点数の目

安に達しない場合は、過去の魚類採捕調査の調査地区、魚類採捕調査を実施していな

い環境創出箇所、小河川を含む新たな河川等に地点を設定してもよい。 

なお、下流河川については、下流河川区間が短く（2 ㎞以内）、支川の合流がなく、

類似環境が連続する場合は、下流河川は 1 地点のみの設定とする。また、ダム湖が連

続し、直下のダム湖の調査地点と重なる場合は下流河川の地点は設定しなくてよい。

ただし、このようなケースの場合は、流入河川等に地点の追加をすること。また、ダ

ム直下に副ダムや電力ダムが存在する場合は、さらに下流河川で地点を設定する。 

 

表 5- 25 調査地点の考え方(魚類環境 DNA 調査) 

区分  調査地区  調査地点の設定場所  

ダム湖 貯水池内 

基準地点 

・ダム水質調査要領に基づき設定された貯水池内基準地点である。貯水池

内基準地点は必ず設定する。 

流入部 ・ダム湖環境エリア区分として設定した流入河川が流入するダム湖内の浅

場である。魚類採捕調査の調査地区を基本に設定する。 

・その他の流入部についても可能な限り設定することが望ましい。 

湖岸部 ・流入部以外の浅場である。魚類採捕調査の調査地区を基本に設定する。 

・現在の魚類採捕調査の調査地区で地点数が不足する場合に、過去に魚類

採捕調査を実施していた地区がある場合はその地区を優先して設定す

る。 

流入河川 ・魚類採捕調査の調査地区は必ず設定する。 

・新たに設定する場合は、ダム湖の影響で勾配が緩くなっている場合があ

るため、湛水だけでなく勾配の変化についても留意してダム湖の影響を

受けない地点を調査地点に設定する。 

下流河川 ・魚類採捕調査の調査地区を含む 2 地点以上を基本として設定する。 

・下流河川に汽水域が含まれる場合は、1 地点以上は汽水域を設定すること

とし、河口部及び干潮時に干潟がみられる場所が含まれる場合は優先し

て設定する。 

・魚類採捕調査の調査地区以外に設定する場合は、ダム下流における無水

区間、減水区間の有無や、支川の流入状況等により魚類相が変わること

を考慮し、ダム下流河川における代表的な河川環境を適切に把握できる

場所に設定するように留意する。 
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表 5- 26 調査地点設定の際の留意点(魚類環境 DNA 調査) 

区分 調査地区 調査地点の設定場所 

その他 環境創出箇所 ・魚類採捕調査の調査地区は必ず設定する。 

・新たに設定しても良い。 

ダム湖 流入部 ・原則として湖岸付近で採水可能な地点とする。 

・湖岸の状況により、船舶で安全に湖岸付近に近寄れず、陸上か

らのアクセスも困難な場合は、5m 程度沖合に設定しても良い。 

・陸上からのアクセスが困難で、船舶でも湖岸から 5m 範囲に近寄

ることが困難な場所は原則として設定しない。 

・作業の安全性を考慮して設定する。 

湖岸部 

流入河川 ・生活排水や工場等からの排水が流入している場所やその下流に

は設定しない。 

・作業の安全性を考慮して設定する。 下流河川 

その他 環境創出箇所

等 

 

その他
(環境創出箇所等)

ダム湖（流入部）

ダム湖（流入部）

流入河川の影響
を受けない浅場

ダム湖（湖岸部）

：調査地点（ダム湖）
：調査地点（ダム湖以外：魚類採捕調査地区）
：調査地点（ダム湖以外：魚類採捕調査地区以外）

その他

湛水域

発電バイパス等

浅 場

湛水だけでな
く勾配の変化
にも留意して
地点を設定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

基準地点

 

 

図 5- 16 調査地点の配置例(魚類環境 DNA 調査) 
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3) 底生動物調査 

底生動物調査における調査地区は表 5- 27、表 5- 28 を参考に、ダム湖(流入部、湖

岸部、湖心部)、流入河川、下流河川、その他(環境創出箇所等)に設定する。調査地区

の配置例を図 5- 17 に示す。 

また、調査地区の設定にあたっては、魚類採捕調査の調査地区との関連等も考慮す

る。 

 

表 5- 27 調査地区の考え方(底生動物調査) 

区分 調査地区 調査地区の設定場所 

ダム湖 流入部 ・ダム湖環境エリア区分として設定した流入河川が流入するダム

湖内の浅場に設定する。 

湖岸部 ・流入部以外かつ、流入河川の影響を受けない浅場に設定する。 

・緩傾斜地や抽水植物・沈水植物等が生育している場所等、底生

動物が生息している可能性がある場所に 1 地区設定する。必要

に応じて複数設定してもよい。 

湖心部 ・ダム湖最深部の湖底に 1 地区設定する。 

流入河川 ・基本的にダム湖環境エリア区分を設定した 1 流入河川につき、1

地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状

況等により底生動物相が変わることを考慮し、ダム下流河川に

おける代表的な河川環境を適切に把握できる場所に設定する。

代表的な河川環境が複数存在する場合には、必要に応じて複数

設定してもよい。 

その他 環境創出箇所

等 

・代表的なビオトープ等環境創出箇所、環境保全措置・環境配慮

事項として実施された移植箇所、監視対象の環境箇所等を対象

に 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

・水辺環境がない場合は、特に設定しなくてよい。 

 

表 5- 28 調査地区の大きさの目安(底生動物調査) 

区分 調査地区 河川形態 調査地区の目安 

ダム湖 流入部 － 上下流方向に 30～100m 程度の範囲とする。 

湖岸部 － 湖岸沿いに 30～100m 程度の範囲とする。 

流入河川 

下流河川 

Aa 型 4～6 単位形態以上を 1 地区とする。 

Bb 型 1～3 単位形態を 1 地区とする。 

Bc 型 1～2 単位形態を 1 地区とする。 

瀬淵の区分

が不明瞭 

水面幅の 5 倍程度を目安に 1 地区とする。 

その他 環境創出

箇所等 

－ 環境創出箇所等 1 箇所のうち、水域部分を 1 地区とす

る。 

※  1 単位形態とは、1 組の瀬・淵が連なる区間。  
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その他
(環境創出箇所等)

ダム湖（流入部）

ダム湖（流入部）

流入河川の影響を
受けない浅場

ダム湖（湖岸部）

：調査地区

その他
(改変箇所)

湛水域

発電バイパス等

浅 場

湛水の影響を受け
ない場所に設定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

ダム湖（湖心部）

 

 

図 5- 17 調査地区の配置例(底生動物調査) 
※  ダム湖(湖心部)以外は、基本的に魚類採捕調査と同じ調査地区を設定する。  
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：調査地区

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖

平常時最高貯水位 

（常時満水位） 

ダム湖（基準点） 

ダム湖（副基準点） 

ΔΔダム 

4) 動植物プランクトン調査 

動植物プランクトン調査における調査地区は、水質データとの比較解析が可能なよ

うに「ダム貯水池水質調査要領 平成 27 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保全局 河

川環境課（以下、ダム水質調査要領と呼ぶ）」に基づき設定された貯水池内基準点、副

基準点等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5- 18 調査地区の配置例(動植物プランクトン調査) 
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5) 植物調査 

植物調査における調査地区は表 5- 29、表 5- 30 を参考に、ダム湖(流入部・湖岸部、

水位変動域)、ダム湖周辺(エコトーン、樹林内)、流入河川、下流河川、その他(地形改

変箇所、環境創出箇所等)に設定する。調査地区の配置例を図 5- 19 に示す。 

 

表 5- 29 調査地区の考え方(植物調査) 

区分 調査地区 調査地区の設定場所 

ダム湖 流入部 ・ダム湖内において抽水植物・沈水植物等が生育している場合、1

地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 湖岸部 

水位変動域 ・平常時最高貯水位（常時満水位）以下で、水位変動により水没

や干出を繰り返す区間に設定する。 

・現地調査時に陸上(干出時)となっている場合に調査対象とす

る。現地調査時に干出する可能性がある場所があれば、あらか

じめ想定して 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよ

い。 

ダム湖

周辺 

エコトーン※ ・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定する。基

本的に樹林内は対象外とする。 

・水際から林縁部まで連続している場所等があれば、1 地区設定

する。必要に応じて複数設定してもよい。 

樹林内 ・ダム湖周辺の代表的な植生(第 1 位～第 3 位群落等)内における

植物の生育状況を把握するため、既往の調査地区数の範囲内

で、それぞれ 1 地区設定する。 

流入河川 ・基本的にダム湖環境エリア区分を設定した 1 流入河川につき、1

地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状

況等を考慮し、ダム下流河川における代表的な河川環境を、適

切に把握できる場所に設定する。 

その他 地形改変箇所 ・大規模な地形改変箇所における植物の生育状況を把握するた

め、代表的な地形改変箇所を対象に 1 地区設定する。必要に応

じて複数設定してもよい。 

環境創出箇所

等 

・ビオトープ等環境創出箇所、環境保全措置・環境配慮事項とし

て実施された移植箇所、監視対象の環境箇所等における植物の

生育状況を把握するため、代表的な環境創出箇所を対象に 1 地

区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯

を対象とする。  

 

表 5- 30 調査地区の大きさの目安(植物調査) 

区分  調査地区  調査地区の目安  

ダム湖  流入部  調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1
地区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。 湖岸部  

水位変動域  

ダム湖

周辺  
エコトーン  

樹林内  

流入河川  

下流河川  

その他  地形改変箇所  それぞれの地形改変箇所全域を 1 地区とする。  

環境創出箇所等  それぞれの環境創出箇所全域を 1 地区とする。  
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その他
(環境創出箇所等)

ダム湖（流入部）

ダム湖

（湖岸部）

：調査地区

その他
(地形改変箇所)

平常時最高貯水位

（常時満水位）

発電バイパス等

水位変動域

湛水の影響を受けない
場所に設定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：ダム湖周辺
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

ダム湖
（水位変動域）

ダム湖周辺
（エコトーン）

ダム湖周辺
（樹林内）

 

 

図 5- 19 調査地区の配置例(植物調査) 
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6) 鳥類調査 

鳥類調査における調査地区は、表 5- 31、表 5- 32 を参考に、ダム湖全域、ダム湖周

辺(エコトーン、樹林内)、流入河川、下流河川、その他(地形改変箇所、環境創出箇所

等)に設定する。流入河川、下流河川においては河川水辺の国勢調査〔河川版〕と連携

し、スポットセンサスを実施する。なお、ダム湖周辺における調査地区は、基本的に

植物調査の調査地区とあわせることとする。 

また、これまで調査が実施されており、引き続き猛禽類の生息状況を把握する必要

がある場合、必要に応じて広域定点を設定する。調査地区の配置例を図 5- 20 に示す。 

 

表 5- 31 調査地区の考え方(鳥類調査) 

区分  調査地区  調査地区の設定場所  

ダム湖  湖面  ・ダム湖面全域を対象とする。 

水位変動域  ・平常時最高貯水位（常時満水位）以下で、水位変動により水没や

干出を繰り返す区間全域(湖面調査と同時に調査を実施する)を対

象とする。 

ダム湖

周辺  
エコトーン
※  

・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定する。基本

的に樹林内は対象外とする。 

・水際から林縁部まで連続している場所等があれば、1 地区設定す

る。必要に応じて複数設定してもよい。 

樹林内  ・ダム湖周辺の代表的な植生(第 1 位～第 3 位群落等)内における鳥

類の生息状況を把握するため、既往の調査地区数の範囲内で、そ

れぞれ 1 地区設定する。 

広域定点  ・これまで調査が実施されている等、猛禽類の生息状況を把握する

する必要がある場合、見晴らしの良い場所に調査地点(広域定点)

を設定してもよい。 

流入河川  ・ダム湖環境エリア区分を設定した流入河川、下流河川にお

いて、基本的に 250m ごとに調査箇所(観察定点)を設定するスポ

ットセンサスを実施する。 下流河川  

その他  地形改変箇

所  
・大規模な地形改変箇所における植生の回復等による鳥類の生息状

況の変化を把握するため、代表的な地形改変箇所を対象に 1 地区

設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

環境創出箇

所等  
・環境創出箇所や環境保全措置・環境配慮事項として実施された移

植箇所、設置された巣箱等、監視対象の営巣地の環境箇所等にお

ける鳥類の生息状況を把握するため、代表的な環境創出箇所を対

象に 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。  

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯

を対象とする。  

 

表 5- 32 調査地区の大きさの目安(鳥類調査) 

区分  調査地区  調査地区の目安  

ダム湖  湖面  全域を 1 地区とする。 

水位変動域  

ダム湖

周辺  
エコトーン  調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1 地

区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。  樹林内  

広域定点  猛禽類の観察に適した範囲とする。  

流入河川  1 スポット(観察定点)から半径 100m 程度の見える

範囲とする。  下流河川  

その他  地形改変箇所  それぞれの地形改変箇所全域を 1 地区とする。  

環境創出箇所等  それぞれの環境創出箇所全域を 1 地区とする。  
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その他
(環境創出箇所等)

ダム湖（水位変動域）

ダム湖

（水位変動域）

：調査地区

その他
(地形改変箇所)

平常時最高貯水位
（常時満水位）

発電バイパス等

水位変動域

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：ダム湖周辺
：流入河川
：下流河川
：その他

下流河川

ダム湖
（水位変動域）

ダム湖周辺
（エコトーン）

ダム湖周辺
（樹林内）

ダム湖（湖面）

ダム湖周辺
（広域定点）

スポットセンサス
実施範囲

スポットセンサス
実施範囲

△△ダム

 
 

図 5- 20 調査地区の配置例(鳥類調査) 

※ダム湖、流入河川、下流河川以外は、基本的に植物調査と同じ調査地区を設定する。  
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7) 両生類・爬虫類・哺乳類調査 

両生類・爬虫類・哺乳類調査における調査地区は、表 5- 33、表 5- 34 を参考に、ダ

ム湖 (水位変動域 )、ダム湖周辺 (エコトーン、樹林内 )、流入河川、下流河川、その他

(地形改変箇所、環境創出箇所等)に設定する。 

また、魚類採捕調査地区を参考にダム湖 (流入部、湖岸部 )に調査地区を設定し、両

生類の産卵場、カメ類の生息場、哺乳類の水飲み場等を対象とした調査を実施すると

ともに、爬虫類・哺乳類が確認しやすいダム湖周辺道路や両生類が確認しやすい沢沿

いを踏査する。なお、ダム湖周辺における調査地区は、基本的に植物調査の調査地区

とあわせることとする。調査地区の配置例を図 5- 21 に示す。 

 

表 5- 33 調査地区の考え方(両生類・爬虫類・哺乳類調査) 

区分  調査地区  調査地区の設定場所  

ダム湖  流入部  ・緩傾斜となっている場所や抽水植物・沈水植物等生育している

場所等、両生類の産卵場、カメ類の生息場、哺乳類の水飲み場

等利用されている可能性がある場所に 1 地区設定する。必要に

応じて複数設定してもよい。  

湖岸部  

水位変動域  ・平常時最高貯水位（常時満水位）以下で、水位変動により水没

や干出を繰り返す区間に設定する。 

・現地調査時に陸上(干出時)となっている場合に調査対象とす

る。現地調査時に干出する可能性がある場所があれば、あらか

じめ想定して 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよ

い。 

ダム湖

周辺  
エコトーン※  ・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定する。基

本的に樹林内は対象外とする。 

・水際から林縁部まで連続している場所等があれば、1 地区設定

する。必要に応じて複数設定してもよい。 

樹林内  ・ダム湖周辺の代表的な植生(第 1 位～第 3 位群落等)内における

両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把握するため、既往の調

査地点数の範囲内で、それぞれ 1 地区設定する。 

湖岸道路や沢

沿い 

・爬虫類、哺乳類が確認しやすい湖岸道路や両生類が確認しやす

い沢等に設定する。 

流入河川  ・基本的に 1 流入河川につき、1 地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川  ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状

況等を考慮し、ダム下流河川における代表的な河川環境を、適

切に把握できる場所に設定する。 

その他  地形改変箇所  ・大規模な地形改変箇所における植生の回復等による両生類・爬

虫類・哺乳類の生息状況の変化を把握するため、代表的な地形

改変箇所を対象に 1 地区設定する。必要に応じて複数設定して

もよい。 

環境創出箇所

等  
・ビオトープ等環境創出箇所や環境保全措置・環境配慮事項とし

て実施された移植箇所、設置された巣箱等、監視対象の営巣地

の環境箇所等における両生類・爬虫類・哺乳類の生息状況を把

握するため、代表的な環境創出箇所を対象に 1 地区設定する。

必要に応じて複数設定してもよい。  

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯

を対象とする。  
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表 5- 34 調査地区の大きさの目安(両生類・爬虫類・哺乳類調査) 

区分  調査地区  調査地区の目安  

ダム湖  流入部  調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1 地

区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。 湖岸部  

水位変動域  

ダム湖

周辺  
エコトーン  

樹林内  

湖岸道路や沢沿い  両生類・爬虫類・哺乳類の観察に適した範囲とす

る。  
調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1 地

区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。  

流入河川  調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1 地

区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。 下流河川  

その他  地形改変箇所  それぞれの地形改変箇所全域を 1 地区とする。  

環境創出箇所等  それぞれの環境創出箇所全域を 1 地区とする。  

 

その他
(環境創出箇所等)

ダム湖（流入部）

ダム湖

（湖岸部）：調査地区

その他
(地形改変箇所)

発電バイパス等

水位変動域

湛水の影響を受けな
い場所に設定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：ダム湖周辺
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

ダム湖
（水位変動域）

ダム湖周辺
（エコトーン）

ダム湖周辺
（樹林内）

ダム湖周辺
（湖岸道路と沢沿い）

：踏査ルート

平常時最高貯水位
（常時満水位）

 

 

図 5- 21 調査地区の配置例(両生類・爬虫類・哺乳類調査) 
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8) 陸上昆虫類等調査 

陸上昆虫類等調査における調査地区は、表 5- 35、表 5- 36 を参考に、ダム湖(水位

変動域)、ダム湖周辺(エコトーン、樹林内)、流入河川、下流河川、その他(地形改変箇

所、環境創出箇所等)に設定する。なお、ダム湖周辺における調査地区は、基本的に植

物調査の調査地区とあわせることとする。調査地区の配置例を図 5- 22 に示す。 

 

表 5- 35 調査地区の考え方(陸上昆虫類等調査) 

区分 調査地区 調査地区の設定場所 

ダム湖 水位変動域 ・平常時最高貯水位（常時満水位）以下で、水位変動により水没

や干出を繰り返す区間に設定する。 

・現地調査時に陸上(干出時)となっている場合に調査対象とす

る。現地調査時に干出する可能性がある場所があれば、あらか

じめ想定して 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよ

い。 

ダム湖

周辺 

エコトーン※ ・水位変動域より上側で、林縁部までの移行区間に設定する。基

本的に樹林内は対象外とする。 

・水際から林縁部まで連続している場所等があれば、1 地区設定

する。必要に応じて複数設定してもよい。 

樹林内 ・ダム湖周辺の代表的な植生(第 1 位～第 3 位群落等)内における

陸上昆虫類等の生息状況を把握するため、既往の調査地区数の

範囲内で、それぞれ 1 地区設定する。 

流入河川 ・基本的にダム湖環境エリア区分を設定した 1 流入河川につき、1

地区設定する。 

・湛水の影響を受けず、流入河川を代表する場所に設定する。 

下流河川 ・ダム下流における無水区間・減水区間の有無や、支川の流入状

況等を考慮し、ダム下流河川における代表的な河川環境を、適

切に把握できる場所に設定する。 

その他 地形改変箇所 ・大規模な地形改変箇所における植生の回復等による陸上昆虫類

等の生息状況の変化を把握するため、代表的な地形改変箇所を

対象に 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

環境創出箇所

等 

・ビオトープ等環境創出箇所や環境保全措置・環境配慮事項とし

て実施された移植箇所、監視対象の環境箇所等における陸上昆

虫類等の生息状況を把握するため、代表的な環境創出箇所を対

象に 1 地区設定する。必要に応じて複数設定してもよい。 

※本来、様々な環境間における移行帯を示す言葉であるが、本調査では水辺から陸域への移行帯

を対象とする。  

 

表 5- 36 調査地区の大きさの目安(陸上昆虫類等調査) 

区分  調査地区  調査地区の目安  

ダム湖  水位変動域  調査地区の規模は、数人で 1 日 2 調査地区程度(1
地区 3～4 時間)を調査できる範囲を目安とする。  ダム湖

周辺  
エコトーン  

樹林内  

流入河川  

下流河川  

その他  地形改変箇所  それぞれの地形改変箇所全域を 1 地区とする。  

環境創出箇所等  それぞれの環境創出箇所全域を 1 地区とする。  
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その他
(環境創出箇所等)

：調査地区

その他
(地形改変箇所)

発電バイパス等

水位変動域

湛水の影響を受けな
い場所に設定

流入河川

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：ダム湖周辺
：流入河川
：下流河川
：その他

△△ダム
下流河川

支川の合流

本川

ダム湖
（水位変動域）

ダム湖周辺
（エコトーン）

ダム湖周辺
（樹林内）

平常時最高貯水位

（常時満水位）

 

 

図 5- 22 調査地区の配置例(陸上昆虫類等調査) 
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9) ダム湖環境基図作成調査 

ダム湖環境基図作成調査は、原則として、調査区域の全域を対象に実施する。した

がって、ダム湖周辺 500m の範囲を基本とし(500m の範囲外に地形改変箇所及び環境

創出箇所がある場合は、そこも含む)、流入河川、下流河川においては、ダム堤体から

既往の調査地区（魚類採捕調査・底生動物調査）を含む区間を基本とする。河川の横

断方向については、堤防がある河川区間では堤防間を基本とし、堤防が無い場合は左

右岸ともに水辺から 50ｍの範囲内を目安とする。 

 

：基図作成範囲

常時満水位より
上流2km程度

その他
(地形改変箇所)

500m範囲外にあ
る場合も含む

下流河川

発電バイパス等

水位変動域
平常時最高貯水位

（常時満水位）

ダム湖周辺

流入河川

約500mの範囲

最下流調査地区
を含む範囲

ダム湖環境エリア区分

：ダム湖
：ダム湖周辺
：流入河川
：下流河川
：その他

ダム湖

△△ダム

 

 

図 5- 23 調査対象範囲例(ダム湖環境基図作成調査) 
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(3) 調査地区検討結果の整理 

(2)の調査地区の検討状況については、「△△ダム 調査項目別調査地区の設定に関

する検討状況一覧【全体調査計画様式 15-1～15-8※1】」及び「△△ダム 調査地区検

討状況図【全体調査計画様式 16】」に整理する(表 5- 37 及び図 5-22 参照)。 

また、調査地区の設定結果については、調査項目ごとに「△△ダム 調査項目別調

査地区の設定結果一覧【全体調査計画様式 17-1～17-8※2】」に整理するとともに、全

調査項目をまとめ、「△△ダム 全調査項目調査地区の設定結果一覧【全体調査計画様

式 18】」及び「△△ダム 調査地区位置図【全体調査計画様式 19】」に整理する(表 5- 

38、表 5- 39 及び図 5- 25 参照)。 

 
※1：15-1 魚類採捕調査、15-2 魚類環境 DNA 調査、15-3 底生動物調査、15-4 動植物プランクトン調査、

15-5 植物調査、15-6 鳥類調査、15-7 両生類・爬虫類・哺乳類調査、15-8 陸上昆虫類等調査  
※2：17-1 魚類採捕調査、17-2 魚類環境 DNA 調査、17-3 底生動物調査、17-4 動植物プランクトン調査、

17-5 植物調査、17-6 鳥類調査、17-7 両生類・爬虫類・哺乳類調査、17-8 陸上昆虫類等調査  

 

 

△△ダム 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(調査項目名) 

【全体調査計画様式 15-1～15-8】 

(ア) ダム湖環境エリア区分：ダム湖環境エリア区分(ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、

下流河川、その他)を記入する。 

(イ) 調査地区番号(前回調査)：前回調査地区(地点)の番号を記入する。 

(ウ) 調査地区番号(今回設定)：今回設定した調査地区の番号を記入する。 

(エ) 調査地区名：調査地区のおおよその位置を示す名称を記入する(例 :○○橋下流、

△△群落、原石採取跡地等)。 

(オ) 設定または変更理由：今回地点を新規に設定した理由、前回調査地点を継続し

たほうが望ましい理由、前回調査地点を継続する必要性が低い理由について、

記述する。 

(カ) 調査地区の特徴：今回設定した調査地区及び既往調査地区の特徴(地形、植生、

ダムとの関係等)を記述する。 

(キ) 調査実施の必要性：検討の結果、今回設定する必要性が高い調査地区に”○”、

必要性が低い調査地区に”▲”を記入する。 

 

△△ダム 調査地区検討状況図【全体調査計画様式 16】 

(ア) 今回新たに設定する調査地区、継続して設定する調査地区、前回調査を実施し

ているが今回設定しない調査地区については、凡例を区別しておく。 

(イ) スケールと方位を記入する。ただし、縮尺は問わない。 

(ウ) A4 または A3 サイズで作成する。 
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(エ) 図面は、調査項目ごとにする等、複数枚になってもよい。 

 

△△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(調査項目名) 

【全体調査計画様式 17-1～17-8】 

(ア) ダム湖環境エリア区分：ダム湖環境エリア区分(ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、

下流河川、その他)を記入する。 

(イ) 調査地区番号(前回調査)：前回調査地区(地点)の番号を記入する。 

(ウ) 調査地区番号(今回設定)：今回設定した調査地区の番号を記入する。 

(エ) 調査地区名：調査地区のおおよその位置を示す名称を記入する(例 :○○橋下流、

△△群落、原石採取跡地等)。 

(オ) 設定理由：今回地点を新規に設定した理由、前回調査地点を継続したほうが望

ましい理由について、記述する。 

(カ) 調査地区の特徴：今回設定した調査地区の特徴(地形、植生、ダムとの関係等 )

を記述する。 

 

△△ダム 全調査項目調査地区の設定結果一覧【全体調査計画様式 18】 

(ア) ダム湖環境エリア区分：ダム湖環境エリア区分(ダム湖、ダム湖周辺、流入河川、

下流河川、その他)を記入する。 

(イ) 調査地区番号(今回設定)：今回設定した調査地区の番号を記入する。 

(ウ) 調査地区名：調査地区のおおよその位置を示す名称を記入する(例 :○○橋下流、

△△群落、原石採取跡地等)。 

(エ) 調査項目別調査地区設定状況：今回設定した調査地区が新規に設定された調査

地区(“新規”)か既往の調査地区(“既往”)を記入する。 

 

△△ダム 調査地区位置図【全体調査計画様式 19】 

(ア) 全調査項目の調査地区の位置を項目別に凡例を色分けして記入し、調査地区名

も記入する。 

(イ) スケールと方位を記入する。ただし、縮尺は問わない。 

(ウ) A4 または A3 サイズで作成する。 

(エ) 可能な限り 1 枚の図面に収まるようにする。 
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表 5- 37 △△ダム 調査項目別調査地区設定に関する検討状況一覧(魚類採捕調査)(例) 

   ※1 ○:必要性が高い調査地区  ▲:必要性が低い調査地区 

   青字:前回調査を実施しているが、今回設定しない調査地区  赤字:新たに設定した調査地区 

 

 

ダム湖環境 

エリア区分 

調査地区番号 

(前回調査) 

調査地区番号 

(今回設定)  
調査地区名 設定または変更理由 調査地区の特徴 

調査実施の

必要性※1 

ダム湖 旧●△△3 ●△△3 ○×の湖岸 前回調査地点の St.3-1 を継続設定した。既往調査データから St.3-3 よりも

St3-1 の方が湖内の魚類相を代表していると判断し、この 1地区に代表させ

て問題ないと考えた。 

湖岸、水深 5m 程度までの浅場、止水域(陸域は含まず)

である。 

○ 

旧●△△4 － △△谷側の湖岸 ▲ 

 ●△△4 ××川流入部 主要流入河川は○○川であるが、流量の多さ、水生生物の多様な生息環境等

を考慮すると、××川流入部にも調査地区を設定することが望ましいと考え

た。 

××川の流入部で水深 5m 程度までの浅場、止水域(陸

域は含まず)である。 

○ 

旧●△△5 ●△△5 ○○川流入部 ○○川の流入部、水深 3m 程度の浅場、止水域(陸域は

含まず)である。 

○ 

流入河川 旧●△△6 ●△△6 流入河川○○川 前回既往調査地区の St.4 を継続設定した。既往調査データから流入河川の

魚類相を代表していると判断し、この 1 地区に代表させて問題ないと考え

た。また、既往の st.5 は流量が小さく調査地区の必要性は低いと考えた。 

主な流入河川である××川。河原は砂礫、草地、河畔

林は主にクリーンアカシデ群落とスギ・ヒノキ植林で

ある。 

○ 

旧●△△7 － 流入河川○○川大規模堰上流 主な流入支川である○○川。河原は砂礫、草地、河畔

林は主にクリーンアカシデ群落とスギ・ヒノキ植林で

ある。大規模堰の上流に位置する。 

▲ 

下流河川 旧●△△2 ●△△2 ダムサイト直下 ダムサイト直下の既往調査地区を継続設定した。濁りの拡散、アーマコート

化、流況変化による環境の変化等、ダム運用による下流側への影響を監視す

るため、ダムサイト近隣に位置する当該地区は適切であると判断した。 

さらに、ダムの運用による下流河川の流況変化によって生物に変化が起きて

いるかを把握するために、ダムサイトからやや離れた場所でも調査を実施す

ることが望ましいことから、既往調査が継続的に行われている■■川合流点

上流地点を継続設定した。 

 

ダムサイト下流約○○mである。河畔は主にケヤキ群落

とスギ・ヒノキ植林に接している。 

○ 

旧●△△1 ●△△1 ■■川合流点上流 ダムサイト下流約◇◇m、本川である■■川の合流点上

流××mである。河畔は主にケヤキ群落とスギ・ヒノキ

植林に接している。 

○ 

その他 旧●△△6 ●△△6 湿地ビオトープ ○○ダムにて独自に設定している地区である。モニタリング調査当時の調査

地点を継続設定する。 

沢水の引き込みによる人工池と人工小水路からなり、

砂礫の浅場や上流からの土砂流入等が見られる。 

○ 

全体調査計画様式 15-1 
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全体調査計画様式 16(1) 

●△△3

●△△4

●△△6

●△△7
（環境創出箇所）

旧st.5

○○堰

旧st.3-3

凡 例

：継続して設定する調査地点

：既往調査を実施しているが、今回

設定しない調査地点
：植生分布調査範囲

その他
（地形改変箇所）

常時満水位

夏季制限水位

●△△1

△△ダム

建設発生土受入地

××川××運動公園

発電バイパス

●△△8

旧st.5

●△△2

減水区間

：魚類調査地点
：植物調査地点 既往調査地点位置

●△△3

●△△4

●△△6

●△△7
（環境創出箇所等）

○○堰

凡 例

：新たに設定した調査地区

：継続して設定する調査地区

：ダム湖環境基図作成調査範囲

平常時最高貯水位

（常時満水位）

夏季制限水位

△△ダム

建設発生土受入地

××川

××運動公園

発電バイパス

生物の生息・生
育環境でないた
め、対象としな
い。

●△△8

●△△10

●△△11

減水区間

●△△5

●△△2

●△△1

：魚類採捕調査地区
：植物調査地区 調査地区検討結果

 

図 5- 24 △△ダム 調査地区検討状況図(例) 

 ※ここでは、魚類採捕調査及び植物調査地区、ダム湖環境基図作成調査範囲のみを例示した。 
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表 5- 38 △△ダム 調査項目別調査地区設定に関する検討結果一覧(魚類採捕調査)(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダム湖環境 

エリア区分 

調査地区番号 

(前回調査) 

調査地区番号 

(今回設定)  
調査地区名 設定理由 調査地区の特徴 

ダム湖 ●△△3 ●△△3 ○×の湖岸 前回調査地点の St.3-1 を継続設定した。既往調査データから St.3-3 よ

りも St3-1 の方が湖内の魚類相を代表していると判断し、この 1 地区に

代表させて問題ないと考えた。 

湖岸、水深 5m 程度までの浅場、止水域(陸域は含ま

ず)である。 

●△△4 ●△△4 ××川流入部 主要流入河川は○○川であるが、流量の多さ、水生生物の多様な生息環

境等を考慮すると、××川流入部にも調査地区を設定することが望ましい

と考えた。 

××川の流入部で水深 5m 程度までの浅場、止水域

(陸域は含まず)である。 

●△△5 ●△△5 ○○川流入部 ○○川の流入部、水深 3m 程度の浅場、止水域(陸域

は含まず)である。 

流入河川 ●△△6 ●△△6 流入河川○○川 前回既往調査地区の St.4 を継続設定した。既往調査データから流入河川

の魚類相を代表していると判断し、この 1 地区に代表させて問題ないと

考えた。また、既往の st.5 は流量が小さく調査地区の必要性は低いと考

えた。 

主な流入河川である××川。河原は砂礫、草地、河

畔林は主にクリーンアカシデ群落とスギ・ヒノキ植

林である。 

下流河川 ●△△2 ●△△2 ダムサイト直下 ダムサイト直下の既往調査地区を継続設定した。濁りの拡散、アーマコ

ート化、流況変化による環境の変化等、ダム運用による下流側への影響

を監視するため、ダムサイト近隣に位置する当該地区は適切であると判

断した。 

さらに、ダムの運用による下流河川の流況変化によって生物に変化が起

きているかを把握するために、ダムサイトからやや離れた場所でも調査

を実施することが望ましいことから、既往調査が継続的に行われている

■■川合流点上流地点を継続設定した。 

 

ダムサイト下流約○○m である。河畔は主にケヤキ群

落とスギ・ヒノキ植林に接している。 

●△△1 ●△△1 ■■川合流点上流 ダムサイト下流約◇◇m、本川である■■川の合流点

上流××m である。河畔は主にケヤキ群落とスギ・ヒ

ノキ植林に接している。 

その他 ●△△7 ●△△7 湿地ビオトープ ○○ダムにて独自に設定している地区である。モニタリング調査当時の

調査地点を継続設定した。 

沢水の引き込みによる人工池と人工小水路からな

り、砂礫の浅場や上流からの土砂流入等が見られ

る。 

全体調査計画様式 17-1 
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表 5- 39 △△ダム 全調査項目調査地区の設定結果一覧(例) 

ダム湖環境 
エリア区分 

調査地区番号 
(今回設定) 

調査地区名 

調査項目別調査地区設定結果 

魚類採捕

調査 

魚類 
環境 DNA

調査 

底生動物

調査 

動植物プラ

ンクトン 
調査 

植物調査 鳥類調査 
両生類・爬

虫類・哺乳

類調査 

陸上昆虫類等

調査 

ダム湖 ●△△1(湖心部) 水質調査基準点 － 新規 既往 既往 － － － － 

●△△2(湖岸部) ○○地先の湖岸部 既往 新規 新規 － 新規 － 新規 － 

●△△3(湖岸部) ××公園下の湖岸部 既往 新規 既往 － － － 

●△△4(流入部) ○○川の流入部 既往 新規 新規 － － － 

●△△5(流入部) ××川の流入部 新規 新規 － － － － 

●△△6(湖面) 湖面全域 － － － － － 既往 

(全域) 

－ － 

●△△7(水位変動域) 水位変動域(干出部分のみ) － － － － 新規 新規 

(全域) 

新規 新規 

ダム湖周辺 ●△△8(エコトーン) 湖面に続く林縁部 － － － － 新規 新規 新規 新規 

●△△9(樹林内) 第 1 位群落(アカマツ植林) － － － － 既往 既往 既往 既往 

●△△10(樹林内) 第 2 位群落(コナラ群落) － － － － 既往 既往 既往 既往 

●△△11(樹林内) 第 3 位群落(××)  －   既往 既往 既往 新規 

●△△12(湖岸道路) 右岸側湖岸道路沿い(他の調査

地区と重複する場所には設定し

ない) 

－ － － － － － 新規 － 

流入河川 ●△△13(流入河川) ○○○橋上流 既往 新規 既往 － 既往 スポットセ

ンサス実施 

既往 既往 

下流河川 ●△△14(下流河川) ダムサイト下流部 既往 新規 既往 － 新規 新規 新規 

●△△15(下流河川) 本川合流点上流 既往 新規 既往 － 既往 既往 既往 

その他 ●△△16(地形改変箇所) 原石採取跡地 － － － － 新規 新規 新規 新規 

●△△17(環境創出箇所等) 湿地ビオトープ 既往 新規 新規 － 既往 新規 新規 新規 

 

 

 

 

全体調査計画様式 18 
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●△△5

（流入部）

凡例(調査地区)
■：魚類採捕調査
■：魚類環境DNA調査
■：底生動物調査
■：動植物プランクトン調査
■：植物調査
■：鳥類調査
■：両生類・爬虫類・哺乳類調査
■：陸上昆虫類等調査
：ダム湖環境基図作成調査範囲

※鳥類調査については、ダム湖全域を対
象とした船上調査及び流入河川、下流河
川を対象としたスポットセンサスを実施
する

●△△15

(下流河川)

△△ダム

夏季制限水位

●△△1

(湖心部)

●△△7

(水位変動域)

●△△9

(樹林内)

●△△13

(流入河川)

●△△16
（地形改変箇所）

●△△17

（環境創出箇所等）

●△△8

(エコトーン)

●△△3

(湖岸部)

●△△10

(樹林内)

●△△4

（流入部）

●△△12

(湖岸道路)

●△△11

(樹林内)

××川

発電バイパス

減水区間

●△△14

(下流河川)

●△△6

(湖面)

●△△2

(湖岸部)

平常時最高貯水位

（常時満水位）

 

図 5- 25 △△ダム 調査地区位置図(例)  

全体調査計画様式 19 
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(4) 現地踏査 

(3)の調査地区検討結果を踏まえ、現地踏査を実施し、以下に示す視点から調査地区の

妥当性を確認する。現地踏査の際には、調査地区の写真を撮影し、【全体調査計画様式

20】に整理する(図 5- 26 参照)。 

 

1) 地形、土地利用状況等の変化状況 

既存資料をもとに設定した調査地区が、それらの資料が作成された後に、工事や出水

等により大きく改変していないかを確認する。大きく変化している場合は、調査地区の

配置を再検討する。 

また、ダム管理者の管理区間以外の調査地区等については、現地調査を円滑に進める

ことができるよう、立ち入りが可能かどうかをあらかじめ確認する。 

 

2) 調査に際しての安全性 

既存資料をもとに調査地区として設定した場所(特に水位変動域、流入河川、下流河川

等)で、安全に調査ができるか、安全にアプローチすることができるか確認する。 

 

 

△△ダム 調査地区の写真【全体調査計画様式 20】 

(ア) 調査地区番号：写真を撮影した調査地区番号を記入する 

(イ) 調査地区名：写真を撮影した調査地区名を記入する。 

(ウ) 撮影状況：写真を撮影した方向等を記入する(例：○○橋から上流側を撮影)。 

(エ) 調査地区の概観：各調査地区の位置や状況(植生、土地利用、傾斜、河床構成材料

等)について記入する。 

 

 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△1 ○○川流入部 ○○橋より上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は○○川の流入部にあり、水深が 5m 程度までの比

較的浅い場所で、流れはほとんどみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△2 湖岸部 船上から左岸を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は△△湖の左岸側上流部に位置し、水深約 5m の浅

場である。周囲には、蘚苔類、落葉広葉樹等が生育してい

る。 

 

 

図 5- 26(1) 調査地区の写真 

全体調査計画様式 20(1) 
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調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△3 湖面 ダム堤体から上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖全域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△4 湖心部 ダム堤体から上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖の湖心部にあたり、水深は○○m、最も

近い岸からの距離は□□m である。 

 

 

 

図 5- 26(2) 調査地区の写真 
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調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△5 右岸側水位変動域 右岸側○○遊歩道から上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖の○○橋下流側の右岸側湖岸である。

植生は□△、△○□等の草本が中心で比較的単調な構成にな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△6 左岸側エコトーン 左岸側湖岸道路から下流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖の東岸にある湿地帯である。植生は○

×等の抽水群落やスゲ群落が多く、その外縁には樹林帯が形

成されている。 

 

 

図 5- 26(3) 調査地区の写真 

 

全体調査計画様式 20(3) 
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調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△7 スギ植林 左岸側湖岸道路から下流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖の左岸側に広がるスギ植林である。△

△湖周辺ではスギ植林が大部分を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△8 ○○川 ○○川■■橋から上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、主要な流入河川である○○川にあり、河川形

態は Aa-Bb 型で河床材料は大石や石が大部分を占めている。 

 

 

図 5- 26(4) 調査地区の写真 

 

全体調査計画様式 20(4) 
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調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△9 □□川 □□川××橋から上流側を撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、ダムサイト下流○km の□□川にあり、河川形

態は Aa-Bb 型で河床材料は礫が大部分を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△10 地形改変箇所 県道○○道××地先から撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、△△湖の上流右岸場側に位置する原石採取跡

地である。在来種を用いた法面緑化が施工されている。 

 

 

図 5- 26(5) 調査地区の写真 

 

全体調査計画様式 20(5) 
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調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

■△△11 環境創出箇所 ビオトープ展望台から撮影 

調査地区の概観 本調査地区は、流入河川である△△川沿いに位置するビオト

ープである。現在は遊歩道等が敷設され地域の生態園として

管理されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号 調査地区名 撮影状況 

   

調査地区の概観  

 

 

 

図 5- 26(6) 調査地区の写真 

 

全体調査計画様式 20(6) 
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6. 年間の調査時期及び回数の設定  

既往の河川水辺の国勢調査結果等の既存資料をもとに、対象となる生物の生態や地域特性

を考慮して、年間の調査時期及び回数の設定を行う。 

なお、調査の継続やデータの蓄積を図るため、設定した調査時期については、調査区域内

の生物相を把握するうえで調査時期として不適当と判断される場合以外には、可能な限り変

更しないものとする。 

設定に際し留意すべき事項は以下に示すとおりである。 

 
(ア) 調査時期は、地域によって調査に適した時期が異なるため、十分考慮して設定する。 

(イ) 水系一貫の視点から、同じ調査項目は水系全体で同一時期に設定するように努める

ものとする。ただし、大河川における上流部と下流部、比較的標高の高い山地に存

在するダム湖では、各調査地区における調査適期は異なる可能性も考えられるため、

十分に留意する。 

(ウ) 河川水辺の国勢調査アドバイザー等の学識経験者の助言等を参考に設定する。 

(エ) 詳細な調査時期については、調査を実施する当該年度において現地調査計画を策定

する際に、気象条件や魚類の遡上状況、植物の開花状況等を勘案のうえ、適切な時

期に設定する。 

 

各調査項目における調査時期及び回数の設定方針を以下に示す。 

6.1 魚類採捕調査  

現地調査は、春から秋にかけて、【河川版】では原則 2 回、【ダム湖版】では原則 1 回実施

する。 

春から秋にかけては、水温が上昇して魚類の活動が活発となり、採捕に適した時期である。

春や秋は、多くの回遊魚の遡上時期にあたり、汽水域・沿岸域で育った稚魚の遡上や産卵の

ために河川に遡上する親魚の確認に適している。また、夏から秋にかけては、仔稚魚期を汽

水域で過ごす汽水・海水魚が侵入してくる時期である。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 

(ア) ある特定の時期にのみ河川に遡上・侵入してくる魚類(回遊魚や汽水・海水魚)の確

認が可能な時期に設定する。 

(イ) 種によって確認に適した時期(回遊魚の遡上時期等)が大きく異なる場合には、確認

に適した地区において調査時期及び調査回数を増やしてもよい。 
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(ウ) 【ダム湖版】では、既往調査の実施時期と魚類環境 DNA 調査の調査実施時期（既

往の魚類調査実施時期と当該ダムにおける確認魚類の繁殖が最も活発な時期を加

味して設定）を踏まえ、なるべく魚類環境 DNA 調査と同時期に実施できるよう配

慮する。 

6.2 魚類環境 DNA 調査  

【河川版】における現地調査は原則 2 回とする。1 回は初夏から秋に実施し、1 回は河

川ごとの従来の採捕調査結果を基に河川ごとに設定する。 

【ダム湖版】における現地調査は春から夏にかけて 1 回、当該ダムにおける確認魚類の

繁殖時期が最も重なる時期に実施し、魚類調査の調査時期にあわせて実施する。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 

(ア) ある特定の時期にのみ河川に遡上・侵入してくる魚類(回遊魚や汽水・海水魚)

に由来する環境 DNA を検出しやすい時期に設定する。 

(イ) 種によって確認に適した時期(回遊魚の遡上時期等)が大きく異なる場合には、確

認に適した地区において調査時期及び調査回数を増やしてもよい。 

(ウ) 繁殖期は環境 DNA を検出しやすくなるため、既往確認種の繁殖期を整理し、な

るべく多くの種に由来する環境 DNA を検出できるように努める。 

6.3 底生動物調査  

現地調査は、冬から早春と初夏から夏を含む 2 回以上実施する。 

水生昆虫については成虫が羽化しておらず、かつ幼虫がある程度成長している時期が調査

に適している。水生昆虫は春に羽化するグループが最も多く、ついで春と秋の 2 回羽化する

グループが多い。したがって、調査はそれぞれのグループが羽化する前がよい。早春の調査

時期の設定については多雪地帯では融雪前、雪の少ない地域では樹木の芽が開く前が目安と

なる。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 

(ア) 冬から早春の調査については雪の影響等で物理的に調査地区に入れないような状

況の場合、河川水辺の国勢調査アドバイザー等の意見を聞いて調査時期を必要に応

じてずらしてもよい。 

(イ) 夏の終わりは夏に羽化する種類が羽化してしまい、水生昆虫が少なくなるため避け

る。 

(ウ) 水生昆虫以外の底生動物調査についても、水生昆虫の調査に合わせて実施する。 
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6.4 動植物プランクトン調査(【ダム湖版】のみ対象)  

現地調査は、植物プランクトンの場合、毎年に実施されている「ダム貯水池水質調査要領 

平成 27 年 3 月 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課」に基づく定期水質調査におい

て実施されるため、時期・回数は水質調査(月 1 回)と同一とする。 

動物プランクトンについては、原則として循環期の 5 月中旬～6 月中旬、成層期の 8 月、

成層の境界面が下層に広がる 10 月～11 月の 3 回/年とする。 

ただし、流入・流出の状況や取水口の位置により成層しないダム湖等もあるため、当該ダ

ムの特性・運用状況にも配慮し、季節変動が把握できるような時期に調査時期を設定する。 

6.5 植物調査  

現地調査は、春から初夏と秋を含む 2 回以上実施する。 

植物については、開花期及び結実期等の種の同定が行いやすく、開花・結実期に該当する

種類が多い時期が調査に適している。植物の開花種数の多い時期は、一般に春から初夏及び

秋である。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 
(ア) 同定の困難な種群の一つであるカヤツリグサ科では、春はスゲ属が中心に開花・結

実し、夏から初秋にはカヤツリグサ属が中心に開花・結実することから、この時期

を含むようにする。 

6.6 鳥類調査  

現地調査は、繁殖期と越冬期の 2 回以上実施する。 

ただし、既知の調査等で干潟にシギ・チドリ類が多数渡来すると予想される河川では、干

潟の調査地区のみを春の渡りの時期と秋の渡りの時期にも調査する。 

繁殖期はその地域で繁殖する鳥類を、越冬期はその地域で越冬する鳥類を、春渡り期と秋

渡り期は干潟における渡り途中のシギ・チドリ類を把握するために実施する。 

各地方における調査時期の目安は表 6-1 のとおりである。 

 

表 6-1 各地方における鳥類分布調査の調査時期の目安 

時期(月)→ 1

地域↓　　　　　　　上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

北海道 ▲ ● ● ○ ○ ○ △ ● ● ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

東北(北部) ▲ ● ● ▲ △ ○ ○ ○ △ ● ● ● ● △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本州の東北(南
部)～近畿、北陸

● ● ● ○ ○ ○ ○ △ ● ● ● ● △ ○ ○ ○ ○ △

中国、四国 ▲ ● ● △ ○ ○ ○ △ ▲ ● ● ● ▲ △ ○ ○ ○ ○ △

九州(沖縄除く) ▲ ● ● △ ○ ○ ○ △ ● ● ● ● △ ○ ○ ○ ○

沖縄 ● ● ● ▲ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ △

↑ ↑ ↑ ↑

春渡り期(シギ・チドリ類） 繁殖期 秋渡り期(シギ・チドリ類） 越冬期

備考

11 12 2 37 8 9 103 4 5 6

 
○●: 調査適期。 
△▲: 地域性や結氷の有無、ダム運用、年変動等によっては調査適期となる。 
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調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 
(ア) 表 6-1 は平野部(低標高地)の目安である。高標高地は、半月程度繁殖期調査を遅く

する。 

(イ) 長期間全面結氷する河川及びダム湖では、全面結氷期に越冬期調査を実施する。 

(ウ) 短期間全面結氷する河川及びダム湖では、全面結氷期を避けて越冬期調査を実施す

る。 

(エ) 根雪地域の越冬期は根雪の時期に実施する。 

(オ) ダムの運用や堰の運用等により、流況や水位が短期的に極端に減る場合は、この時

期を避ける。 

(カ) 狩猟の盛んな地域では、狩猟期が越冬期と概ね重なるため、調査時期の設定に際し

ては十分考慮する。なお、狩猟期は全国的には 11 月 15 日～2 月 15 日(北海道は 10

月 1 日～1 月 31 日)であるが、地域により多少異なるため、必要に応じて、都道府

県等の関係部局に問い合わせる。 

 

6.7 両生類・爬虫類・哺乳類調査  

現地調査は、早春から初夏に 2 回、秋に 1 回を含む計 3 回以上実施する。なお、哺乳類の

トラップ法は、春から初夏に 1 回、秋に 1 回の計 2 回以上実施する。 

 

(1) 両生類 

雪どけ頃の早春から梅雨明け頃までの初夏にかけては、両生類の繁殖期から幼生(オタマ

ジャクシ等)の時期にあたり調査に適している。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 
(ア) 両生類の繁殖期は、種によって早春から初夏にかけて幅があるため、調査時期の間

隔を考慮する。 

(イ) 真夏の気温の高い時期は物陰に入ったり、夏眠してしまうことがあるため、調査時

期として設定しない。 

 

(2) 爬虫類 

気温の高くない春や秋には、日光浴している場合が多く確認しやすい。また、秋はヘビ

類やトカゲ類等の爬虫類の幼体が確認しやすい。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 
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(ア) 秋の気温が低い時期は、爬虫類の確認に適さないため、調査時期として設定しない。 

(イ) 真夏の気温の高い時期は、物陰に入ったり、夏眠してしまうことがあるため、調査

時期として設定しない。 

 

 (3) 哺乳類 

春から初夏にかけては、多くの哺乳類の活動が活発になり、ネズミ類の繁殖期にもあた

るため調査に適している。また、秋は多くの哺乳類の繁殖期にあたり活動が活発になり、

また、ネズミ類の個体数が増加し確認しやすくなるため調査に適している。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 
 

(ア) 積雪地域では、積雪時は雪上の足跡等のフィールドサインを確認しやすいため、必

要に応じて調査時期として設定する。 

 

6.8 陸上昆虫類等調査  

現地調査は、春、夏、秋を含む 3 回以上実施する。 

調査時期の設定に際しての主な留意事項は以下に示すとおりである。 

 

(ア) 調査時期は、成虫が羽化している時期が適しているが、同じ種類でも地方によって

羽化の時期が多少異なっているので、調査時期は地域ごとの環境特性に配慮する。 

 

6.9 河川環境基図調査・ダム湖環境基図調査  

植生図作成調査等の陸域調査は、基本的に植物の色調に変化が出やすい秋に 1 回以上実施

する。なお、判読を行った航空写真の撮影時期と同時期であると現地調査はより実施しやす

い。水域調査及び構造物調査についても、陸域調査と同時期で、水位の安定した時期に実施

することが望ましい。 
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調査時期及び回数の設定の結果については、「●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一

覧【全体調査計画様式 21-1～21-8※1】」に整理する(表 6-2～表 6-9 参照)。整理内容は以下の

とおりである。 

 
※1: 21-1 魚類採捕調査、21-2 魚類環境 DNA 調査、21-3 底生動物調査、21-4 動植物プランクトン調

査、21-5 植物調査、21-6-鳥類調査、21-7 両生類・爬虫類・哺乳類調査、21-8 陸上昆虫類等調査 

 

●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(調査項目名) 【全体調査計画様式 21-1～21-8】 

(ア) 季節: 調査を実施する季節を記入する。 

(イ) 時期: 調査を実施する月を記入する。 

(ウ) 設定根拠: 各調査時期の設定根拠を記入する。 

 

全体調査計画様式 21-1 

表 6-2 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(魚類採捕調査) (例)  

季節 時期 設定根拠 

春 5～6月 

コイ科魚類の産卵期であり、産卵状況(産卵期の分布状況、利用状況等)が確認できる。 
解禁前であるため、その年の初期状態の魚種組成は確認できる。 
アユ等の春から初夏に川を遡上する魚類の河川への定着初期にあたること、春産卵魚類の蝟集

状況の把握(特にブラックバス類の産卵期に当たるため、産卵床が形成される場所の把握等にも

適している)が期待できる。 

夏 7～8月 

梅雨明け直後とする。春から初夏に産卵・孵化した魚種(幼稚魚が主体)の確認が期待できる。 
水温が高い時期であり、魚類の活動が活発になるため、確認種類数が最も増加するが、あまり

高温期になると逆に活性が落ち、確認個体数・種数も減るため、遅くなり過ぎないように注意

が必要である。 

秋 10 月 

サケ科魚類等の秋産卵の魚類の動向が確認できる。また、サケやサクラマス等の秋に遡上する

通し回遊魚の確認が期待できる。 
なお、これより遅い時期では、水温の下降により魚類の活動が不活発となるため、魚類の確認

には不向きとなるため注意が必要である。 

※ 本表は各季節における記載例を示す。 

全体調査計画様式 21-2 

表 6-3 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査) (例)  

季節 時期 設定根拠 

春 5～6月 
コイ科魚類の産卵期であり、コイ科魚類に由来する環境 DNA の検出が期待される。その他、

春産卵魚類（オオクチバス等）に由来する環境 DNA の検出も期待される。 
秋 10 月 サケ科魚類等の秋産卵の魚類に由来する環境 DNA の検出が期待される。 

※ 本表は各季節における記載例を示す。 
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全体調査計画様式 21-3 

表 6-4 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(底生動物調査) (例) 

季節 時期 設定根拠 

春 4～5 月 
春は日中の干潮位が最も低くなるため、汽水域における甲殻類や貝類の確認が容易である。

必要に応じて、●●川の河口部でのみ調査を実施する。 

夏 7～8 月 

トンボ目等に代表される秋羽化群の確認が期待できることと、梅雨明け直後の高水温期にあ

たり、底生動物全体の活動も活発になるため、多くの種類の確認が期待できる。ただし、盛

夏そのものでは、むしろ活性が落ちることも危惧されるため、遅くならないように注意が必

要である。 

冬 12～2 月 
春に羽化する水生昆虫類の確認に適している。また、冬は降雨量が少ないため、河川におけ

る流量変動も比較的安定しており、河床が安定しているため、周年みられる昆虫以外の底生

動物群の確認にも適している。 

 

全体調査計画様式 21-4 

表 6-5 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(動植物プランクトン調査) (例) 

項目 季節 時期 設定根拠 

動プラ 

春 4～5 月 循環期である。 

夏 7～8 月 成層期・高水温期である。 

秋 10～11 月 成層の境界面が下層に広がる時期である。 

植プラ 原則として水質調査と同じ頻度（（水質調査が 1 回/月であれば 1 回/月実施）） 

※【ダム湖版】のみ調査対象とする。 

 

全体調査計画様式 21-5 

表 6-6 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(植物調査) (例) 
季節 時期 設定根拠 

春 4～5 月 
春に開花・結実する種の確認に適する時期である。 
なお、山間部で落葉広葉樹が茂る前のみに開花する早春植物(フクジュソウ、セツブンソウ

等)は対象とせず、必要に応じて別途実施する。 

夏 6～7 月 
夏に開花・結実する種の確認に適する時期である。また、この時期はカヤツリグサ科スゲ

属の同定に適している時期である。 
特に河川については、6 月中に実施することが望ましい。 

秋 10～11 月 
秋に開花・結実する種の確認に適する時期である。また、この時期はカヤツリグサ科カヤ

ツリグサ属やイネ科の同定に適している時期である。 

 

 

全体調査計画様式 21-6 

表 6-7 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(鳥類調査) (例) 
季節 時期 設定根拠 

春の渡り

の時期 
5 月 

春の渡りの時期に当たり、当該地域を渡りの中継地として利用する鳥類を確認するのに

適した時期である。必要に応じて、河口域でのみ実施する。 

繁殖期 
5 月下旬

～6 月 
渡りが終了し、多くの鳥類(留鳥と夏鳥)が、抱卵や育雛を行う時期なので調査対象範囲

で繁殖する鳥類が確認できる。 
秋の渡り

の時期 
9 月 

秋の渡りの時期に当たり、当該地域を渡りの中継地として利用する鳥類を確認するのに

適した時期である。必要に応じて河口域でのみ実施する。 

越冬期 
12 月下旬

～2 月 
多くの鳥類(マガモ、オナガガモ、ツグミ、カシラダカ等)が、越冬地に安定して生息す

る時期であり、調査対象範囲で越冬する鳥類が確認できる。 
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全体調査計画様式 21-7 

表 6-8 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(両生類・爬虫類・哺乳類調査) (例) 

季節 時期 設定根拠 

春 4～5 月 

◆両生類 
早春に繁殖するトウホクサンショウウオ、アズマヒキガエルやニホンアカガエルについては

幼生が、この時期に繁殖に入るトウキョウダルマガエルやシュレーゲルアオガエル等につい

ては成体や卵が、止水域で確認される可能性が高い。 
◆爬虫類 
活動を開始する時期であり、ヒバカリやヤマカガシ等の両生類を好む種が、カエル類の繁殖

する止水域に集まってくる可能性が高い。 
◆哺乳類 
当該地域ではアカネズミ等は春と秋に繁殖することから、トラップにより捕獲される可能性

が高い。また、タヌキやイタチ等は繁殖場に集まるカエル類を求めて、止水域に出現するよ

うになり、水際等において、足跡等が確認される可能性が高い。 

初夏 6～7 月 

◆両生類 
遅くに繁殖時期に入る種、モリアオガエルの成体や卵塊が止水域で、またカジカガエルの鳴

き声が支川の●●川で確認される可能性が高い。梅雨の間に実施するのが望ましい。 
◆爬虫類 
カメ類は活動が活発になり、水際で日光浴する個体の目視確認やカメトラップによる捕獲確

認の可能性が高い。また、シマヘビ等のヘビ類も活動が活発になり、確認される可能性が高

い。梅雨明けに実施するのが望ましい。 
◆哺乳類 
水飲みのため、水際に出現することから、足跡等が確認される可能性が高い。梅雨明けに実

施するのが望ましい。 

秋 9 月 

◆両生類 
遅くに繁殖に入った、カジカガエル等のカエル類の幼体が変態上陸する時期であり、水際の

草地等で確認される可能性が高い。 
◆爬虫類 
カナヘビ等のトカゲ類やヤマカガシ等のヘビ類の幼体が、草地や路上等で、確認される可能

性が高い。 
◆哺乳類 
ネズミ類を含め、多くの種の繁殖時期であり、特にトラップでのネズミ類の捕獲に適した時

期である。また、タヌキ等は子供の分散期であり、そのような個体の行動が活発になり、足

跡や無人撮影での確認される可能性が高い。 

冬 1～2 月 

◆哺乳類 
草本類の冬枯れにより、カヤネズミ等の球巣のフィールドサインが確認される可能性が高

い。また、降雪があった場合、その 2、3 日後に踏査を実施すれば、普段、足跡が付かない

草地やコンクリート部において、確認される可能性が高い。 
特に冬に確認が容易なカヤネズミを対象に、その可能性の高いヨシ群落を有する調査地区の

みを実施することも考えられる。 

 

 

全体調査計画様式 21-8 

表 6-9 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(陸上昆虫類等調査) (例) 

季節 時期 設定根拠 

春 5 月 
1 日の平均気温が上昇し、昆虫の活動が高まる時期であり、訪花性の種をはじめ春に出現す

る昆虫類の確認が期待できる。 

夏 7 月 
梅雨明けの時期にあたり、本格的に暑くなり昆虫類の活動が活発になり、夏に出現する昆虫

類の確認が期待できる。 

秋 9 月 
この季節に成虫になるバッタ目、トンボ目の昆虫の採集、同定が容易である。冬の低温によ

る昆虫類の生息数が減少する前にあたり、秋に出現する昆虫類の確認が期待できる。 
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7. 全体調査計画書の策定  

これまでの検討結果を踏まえ、幹事事務所等が中心となり全体調査計画書を策定する。 

策定に際して、とりまとめる様式は表 7-1 に示すとおりである。 

なお、全体調査計画書の策定にあたっては、必要に応じて、河川水辺の国勢調査アドバイ

ザー等の学識経験者の指導・助言を受けるものとする。 

表 7-1 全体調査計画様式一覧(1) 

様式番号 様式名 
共
通 

【
河
川
版
】 

【
ダ
ム
湖
版
】 

掲載

箇所 

全体調査計画様式 1 ●●川水系 調査対象河川及びダム ○   
2 章 

全体調査計画様式 2 ●●川水系 調査対象範囲 ○   
全体調査計画様式 3 ●●川水系 調査年スケジュール計画 ○   3 章 

全体調査計画様式 4 ●●川水系の概要 ○   4 章 

全体調査計画様式 5 ●●川水系 河川環境縦断区分図  ○   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 章 

全体調査計画様式 6 ●●川水系 総合調査地区一覧  ○  
全体調査計画様式 7-1 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(魚類採捕調査)  ○  
全体調査計画様式 7-2 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(底生動物調査)  ○  
全体調査計画様式 7-3 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(植物調査)  ○  
全体調査計画様式 7-4 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(鳥類調査)  ○  

全体調査計画様式 7-5 
●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(両生類・爬虫

類・哺乳類調査) 
 ○  

全体調査計画様式 7-6 
●●川水系 調査項目別調査地区の設定に関する検討状況一覧(陸上昆虫類等

調査) 
 ○  

全体調査計画様式 8 ●●川水系 調査地区検討状況図  ○  
全体調査計画様式 9-1 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類採捕調査)  ○  
全体調査計画様式

9-2-1 

●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査：調査地

点距離間隔) 
 ○  

全体調査計画様式

9-2-2 

●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査：魚類環

境 DNA ホットスポットの設定) 
 ○  

全体調査計画様式 9-3 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(底生動物調査)  ○  
全体調査計画様式 9-4 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(植物調査)  ○  
全体調査計画様式

9-5-1 

●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(鳥類調査：スポットセンサス

法調査箇所距離間隔) 
 ○  

全体調査計画様式

9-5-2 

●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(鳥類調査：鳥類ホットスポッ

トの設定) 
 ○  

全体調査計画様式 9-6 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(両生類・爬虫類・哺乳類調査)  ○  
全体調査計画様式 9-7 ●●川水系 調査項目別調査地区の設定結果一覧(陸上昆虫類等調査)  ○  
全体調査計画様式 10 ●●川水系 全調査項目調査地区の設定結果一覧  ○  
全体調査計画様式 11 ●●川水系 調査地区位置図  ○  
全体調査計画様式 12 ●●川水系 調査地区の写真  ○  
全体調査計画様式 13 ダムの概要整理   ○ 
全体調査計画様式 14 ダム湖環境エリア区分の設定   ○ 
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表 7-1 全体調査計画様式一覧(2) 

様式番号 様式名 
共
通 

【
河
川
版
】 

【
ダ
ム
湖
版
】 

掲載

箇所 

全体調査計画様式 15-1 △△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(魚類採捕調査)   ○ 

5 章 

全体調査計画様式 15-2 
△△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(魚類環境 DNA 調

査) 
  ○ 

全体調査計画様式 15-3 △△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(底生動物調査)   ○ 

全体調査計画様式 15-4 
△△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(動植物プランク

トン調査) 
  ○ 

全体調査計画様式 15-5 △△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(植物調査)   ○ 
全体調査計画様式 15-6 △△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(鳥類調査)   ○ 

全体調査計画様式 15-7 
△△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(両生類・爬虫類・

哺乳類調査) 
  ○ 

全体調査計画様式 15-8 
△△ダム 調査項目別調査地区の設定における検討状況一覧(陸上昆虫類等調

査) 
  ○ 

全体調査計画様式 16 △△ダム 調査地区検討状況図   ○ 
全体調査計画様式 17-1 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類採捕調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-2 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-3 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(底生動物調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-4 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(動植物プランクトン調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-5 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(植物調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-6 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(鳥類調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-7 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(両生類・爬虫類・哺乳類調査)   ○ 
全体調査計画様式 17-8 △△ダム 調査項目別調査地区の設定結果一覧(陸上昆虫類等調査)   ○ 
全体調査計画様式 18 △△ダム 全調査項目調査地区の設定結果一覧   ○ 
全体調査計画様式 19 △△ダム 調査地区位置図   ○ 
全体調査計画様式 20 △△ダム 調査地区の写真   ○ 
全体調査計画様式 21-1 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(魚類採捕調査) ○   

6 章 

全体調査計画様式 21-2 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(魚類環境 DNA 調査) ○   
全体調査計画様式 21-3 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(底生動物調査) ○   
全体調査計画様式 21-4 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(動植物プランクトン調査) ○   
全体調査計画様式 21-5 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(植物調査) ○   
全体調査計画様式 21-6 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(鳥類調査) ○   
全体調査計画様式 21-7 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(両生類・爬虫類・哺乳類調査) ○   
全体調査計画様式 21-8 ●●川水系 調査項目別調査時期設定結果一覧(陸上昆虫類等調査) ○   
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8. 陸域調査地区廃止検討の手続き 

河川水辺の国勢調査結果（以下、水国調査とする）等の既存資料をもとに、①植物、②鳥類、

③両生類・爬虫類・哺乳類、④陸上昆虫類等の項目について、各項目で比較可能なデータが揃っ

た段階のダムにおいて、ダム湖周辺（樹林内）調査地区の廃止検討を行う。 

なお、調査地区廃止検討の手続きを実施するダムの条件は以下の通りである。 

①水国調査を３回以上実施した場合 

②水国調査の実施回数が２回までのダムにおいても、ダム建設前のダム事業実施区域周辺

で実施された自然環境調査（以下、アセス時調査とする）、建設前後の自然環境モニタリ

ング調査（以下、モニタリング調査とする）と水国調査を含めて３回以上となる場合 

表 8-1 水国調査回数による判定 

水国１巡目 ■ － － －

水国２巡目 ■ ■ － －

水国３巡目 ■ ■ ■ －

水国４巡目 ■ ■ ■ ■

判定
↓

○廃止手続き
↓

○廃止手続き
↓

表2へ
↓

表3へ  

表 8-2 建設時における自然環境調査を含めた判定（建設後２回目） 

ｱｾｽ時調査 □
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 □ □

建設 建設 建設 建設 建設
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 □ □ □
水国1回目 ■ ■ ■ ■
水国2回目 ■ ■ ■ ■

判定
↓

○廃止手続き
↓

○廃止手続き
↓

○廃止手続き
↓

×対象外  

表 8-3 建設時における自然環境調査を含めた判定（建設後１回目） 

ｱｾｽ時調査 □
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 □ □

建設 建設 建設 建設 建設
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 □ □ □
水国調査 ■ ■ ■ ■

判定
↓

○廃止手続き
↓

○廃止手続き
↓

×対象外
↓

×対象外  

          ■水国調査、□建設前後の自然環境調査 

 

 

 

 

 

 

注）「ダム湖周辺（樹林内）調査地区」とは、平成 18 年度のダム湖基本調査マニュアル改訂に

おいて設定された調査地区、「ダム湖」、「ダム湖周辺」、「流入河川」、「下流河川」、「その他（地

形改変箇所、環境創出箇所）」のうち、「ダム湖周辺（樹林内）」として設定された地区である。 
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8.1 陸域調査地区廃止検討の手続きの概要  

水国調査におけるダム湖周辺（樹林内）の調査地区について、下記のフローにより調査

継続・廃止を判断する。 

【解説】 

ダム湖周辺（樹林内）については、ダム毎に 3 回以上の調査結果を用いて、①陸域調査地区に

おける生物相把握の状況（生物相調査充実度）、②水国調査レベルの精度の必要性、③残すべき

調査地区（生物多様性が高い地区）の有無について判断し、調査地区を廃止・継続の判断を行う

こととする。 

なお、判断にあたってはアドバイザー等の意見も聞いて総合的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 8-1 陸域調査地区廃止に関する検討フロー 

 

 

※1:⽔国調査レベルでの精度の必要性がある場合（シカの⾷害がみられる、周辺に国⽴公園が拡がっているなど）には、調査を継続する。 
※2:⽣物相調査充実度は、全地区の累積確認種数から樹林内のみで確認される種を除いた種数を、全体の累積確認種数に対する割

合が 80％以上である場合を充実していると定義する。 
※3:地区別の確認種数が他の地区に⽐べて多いなど⽣物多様性が⾼い地区が存在する場合に、調査を継続する。当該ダムの全調査地

区のうち各分類群における確認種数順位が上位 3 位に⼊る地区を⽣物多様性が⾼い樹林内調査地区とする。 

調査項⽬別、調査地区別に種リスト(経年変化)を整理 
（最新の調査結果では地区別の種リストも整理） 

①⽣物相調査 
充実度の判断※2 

②⽔国調査レベル
の精度の必要性の

判断※1 

樹林内調査地区
廃⽌（⽔国以外
の調査で対応） 

 
調査の継続 

樹林内調査地区のうち多様性の
⾼い代表地区を継続し、他の樹
林内調査地区は廃⽌する。 

樹林内調査地区 
全地区廃⽌ 

ない ある ⾼い 低い 

充実していない 充実している 

③⽣物多様性が⾼い 
樹林内調査地区 

の有無※３ 
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8.2 陸域調査地区の生物相調査充実度の判断  

陸域調査地区に関する動植物の生育・生息状況を踏まえて、生物相調査充実度を判

断する。 

【解説】 

調査地区全体と陸域調査地区（ダム湖周辺樹林内調査地区）に関する動植物の生育・生息状況

を踏まえて、生物相調査充実度を解析する。ここでは、生物相調査充実度を算出して「生物相調

査が充実しているか」について判断する。 

生物相調査充実度は、最新の水国調査結果におけるこれまでの累積確認種数から、最新の水国

調査における地区別結果のうち樹林内調査地区のみで確認された種を除いた場合の累積確認種

数の割合（累積確認種占有率）を求め、その占有率が 80％以上である場合に生物相調査が充実

していると判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 累積確認種占有率 

 

樹
林
内
を
除
い
た
累
積
確
認
種
占
有
率 

100% 

 0% 

 50% 

１回目 ２回目 ４回目 ３回目 n回目 

樹林内 

その他の地区全体 

１回目 ２回目 ３回目 

３回目で樹林内のデータを除いても全

体の種数に影響がないと不要と判断 

完全一致 

樹林内確認種が

全体の累積確認

種内に包含され

る状況＝不要 

生物相調査充実度の判断 
累積確認種占有率 

＝樹林内調査地区のみでの種を除いた累積確認種／全体の累積確認種数  
     ＞＝ 80％ →充実している 
     ＜  80％ →充実していない 

３回目の調査で樹林内調査地区のみの確認種を除いても全体

の累積確認種数が 80％以上になると充実したと判断する。 

生物相調査を継続

していくうちに、樹

林内調査地区の確認

種が全体の累積確認

種内に包含される状

況（n回目）となる。

このときは、樹林内

調査地区は不要とな

る。 
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この生物相調査充実度は、(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の

調査対象生物群別に分けて判断する。なお、鳥類については繁殖期における確認種数を対象に整

理する。 

これらの検討は、以下のフローチャートに従って整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-3 生物相調査充実度の判定作業 

(1)調査地区位置図の確認 

・樹林内調査地区の数 

・樹林内調査地区の位置 

(2)経年別確認種数、累積確認種数の整理 

 ①経年別確認種数 

 ②累積確認種数 

 ③樹林内地区確認種数 

(3)樹林内調査地区を除く確認種数の整理 

④調査地区を除いた場合の累計確認種数 

⑤調査地区を除いた場合に外れる種 

(4)生物相調査充実度の判定 

（累積確認種占有率）＞＝80％ 

      → 樹林内調査地区廃止 
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(1) 調査地区位置図の確認 

 

 

 

【解説】 

①最新の水国調査結果のうち、調査地区位置図（現地調査様式 9）を用いて、陸域調査地

区の位置、調査ルート、調査地点を確認する。 

 

②陸域調査地区廃止検討は原則として、ダム湖周辺区分の樹林内調査地区を対象とする。

樹林内調査地区は全体調査計画で＜ダム湖周辺の代表的な植生（第１位～３位群落）内

にそれぞれ１地区設定する＞とされている。その調査地区の数と分布について把握して

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-4 調査位置図（例） 

(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査対象生物

群別に調査地区位置図を確認する。 

 ■ ▲▲ダム（▲×地整；×▲川水系） 

▲▲○2 

▲▲○7 

▲▲○5 

▲▲○4 

▲▲○6 

▲▲ダム 
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(2) 経年別確認種数、累積確認種数の整理 

 

 

 

【解説】 

◆経年別確認種数 

①最新の水国調査結果の経年確認状況一覧表（整理様式 3）の集計欄から、調査年別の確

認種数を引用する。これらの集計表を作成する。 

②この集計表には、調査年度、アセス調査・モニタリング調査・水国調査など調査目的を

合わせて表示する。 

③上記を整理して、調査毎の確認種数グラフを作成する（図 8-5）。 

 

 

    植物（○○ダム）            鳥類（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    両爬哺（○○ダム）           陸上昆虫類等（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-5 経年別確認種数（例） 

 

(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査対象生物群別に

経年別確認種数、累積確認種数を整理する。 
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◆累積確認種数 

①上記の経年確認状況一覧から、調査回毎の新規確認種を追加して累積確認種数を計算す

る。確認種数データ欄の集計表に入力する。 

②このデータを用いて累積確認種グラフを作成する（図 8-6）。 

 

    植物（○○ダム）            鳥類（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    両爬哺（○○ダム）           陸上昆虫類等（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-6 累計確認種数の推移（例） 
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(3) 樹林内調査地区を除く確認種数の整理 

 

 

 

【解説】 

◆調査地区別確認種数 

①最新の水国調査結果の確認状況一覧表（整理様式 2）のデータを用いて、調査地区別の

確認種数グラフを作成する。 

②樹林内調査区は他地区とは違う色で着色する（図 8-7）。 

 

    植物（○○ダム）            鳥類（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    両爬哺（○○ダム）           陸上昆虫類等（△△ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※：点線枠は樹林内調査地区を表す。 

図 8-7 最新調査年の調査地区別確認種数（例） 

 

(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査対象生物群別に

調査地区別確認種数、樹林内調査地区を除く確認種数を整理する。 
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◆樹林内調査地区を除く確認種数の計算 

①経年確認状況一覧表（整理様式 3）に樹林内調査地区で確認された種を入力する。 

②まず、樹林内調査地区全体で確認された種を抽出する。 

③次に、樹林内調査地区全体で確認された種について、既存調査から最新の調査結果に至

るまで樹林内調査地区として設定された地区以外での記録がないことを確認し、「樹林内

調査地区のみの確認種」として抽出する。 

④上記で抽出した「樹林内調査地区のみの確認種」の種数を全体確認種数から除いた「樹

林内調査地区を除く確認種数（略称；樹林除）」を累積確認種数グラフに追加する（図

8-8）。 

 

    植物（○○ダム）            鳥類（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    両爬哺（○○ダム）           陸上昆虫類等（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       ※：実線枠は全地区の累積確認種数と樹林内調査地区を除く確認種数（略称；樹林除）の比較を表す。 

 

図 8-8 累積確認種数と樹林内を除く累積確認種数（赤枠内例） 
 

  注）全体調査計画策定前の調査でも、樹林内調査地区と同一の地区が調査地区として設定されている場合は、

「樹林内調査地区」として扱う。 
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(4)生物相調査充実度の判定 

 

 

 

【解説】 

◆生物相調査充実度の判定 

生物相調査充実度の判定は、累積確認種数から樹林内調査地区のみで確認された種を除い

た場合の累積確認種数に対する累積確認種数の割合（累積確認種占有率）を求め、その占有

率が 80％以上である場合に樹林内調査地区の生物相調査が充実していると判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8-4 生物相調査充実度の判断 

 

生物相調査充実度 調査の継続の判断 

×充実していない 

（充実度 80％未満） 
⇒ 「水国調査レベルの精度の必要性」の判断へ 

○充実している 

（充実度 80％以上） 
⇒ 「生物多様性が高い樹林内調査地区の有無」の判断へ 

 

■鳥類調査に関する補足 

◆生物相調査充実度の判定 

鳥類については、累積確認種占有率が 80％以上とならない場合においては、上記の手続きに

加えて以下の整理を行う。 

鳥類調査の結果から、年別に出現種の変化が激しい冬鳥の影響を除くため、繁殖期における鳥

類確認種数のみを用いて同様の手順で解析する。 

 

最後に(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査対象生物

群別に生物相調査充実度を判定する。 

生物相調査充実度の判断 
累積確認種占有率 

＝樹林内調査地区のみでの種を除いた累積確認種／全体の累積確認種数  
           ＞＝ 80％ →充実している 
           ＜  80％ →充実していない 
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(5)生物相調査充実度整理票への記載 

 

 

 

 

上記の「8.2 陸域調査地区の生物相調査充実度の判断」(1)～(4)で作業した内容を一覧できる

ように、生物相調査充実度整理票にまとめる。 

次頁から記載方法及び生物群別の事例を参考として示す。 

 

 

表 8-5 生物相調査充実度整理票（様式） 

 

 

上記の手続きを(1)植物、(2)鳥類、(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査

対象生物群別に実施し、その内容を生物相調査充実度整理表に記載する。 
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■生物相調査充実度整理票の記載方法 

 

■調査地区位置図 

①最新の調査地区位置図を添

付する。 

・水国調査：現地調査様式 9

などに貼り付けられた画像を添

付する。 

②陸域調査地区（樹林内調査地

区）について太線赤枠で囲む。こ

のとき、調査地区別のグラフにあ

る地区名と照合できるかについ

て確認しておく。この確認時に、

調査地区が別名で標記されてい

る場合は、グラフと対応できる地

区名を併記する。また、地区名に

樹林内地区の優占群落が記入さ

れていない場合は、群落名を追記

する。さらに、調査地区名は、樹

林内地区と標記されていても実

際には複合的な範囲を調査して

いることが明らかな場合は、太線

青枠とし、下記に示すようなコメ

ントを付記する。 

■調査地区のコメント ＜例＞ 

「●△周３」地区は第一位群落（ミズ

ナラ－エゾイタヤ林）の樹林内調査地区

として設定されているが、湖岸沿いのラ

インセンサスを実施しており、純粋な樹

林内地区に相当しない。 

■経年別確認種数 

①経年確認状況一覧表（様式 3）の集

計欄から年別の確認種数を引用する。確

認種数データ欄にある集計表に入力す

る。 

②調査年度とモニタリング調査・水国

調査・アセス調査など何を目的とした調

査かを合わせて表示する。 

③棒グラフを作成し、「調査回数別確

認種数」欄に添付する。 

■累積確認種数 

①上記の経年確認状況一覧表を加工

して、累積確認種数を計算する。確認種

数データ欄にある集計表に入力する。 

②棒グラフを作成し、「累積確認種数

の推移」欄に添付する。 

■コメント欄 

①生物調査の実施状況をまとめる。水国調査は何巡目の調査

かを明確にする。 

②グラフ化した結果、累積確認種数と樹林内地区を除いた場

合の累積確認種数、及びその割合について記述する。 

③なお、この累積確認種占有率が 80％を超えている場合、

生物相調査充実度が充実していると判断する。 

■樹林内調査地区を除く場合外れる種 

①累積確認種数のうち樹林内地区のみで確認されている種

数を記載する。種数が少ない場合は種名も記載する。 

■調査地区別確認種数 

①確認状況一覧表（整理様式 2）のうち地区別の項目から調

査地区別の確認種数を用いて棒グラフを作成する。 

②樹林内調査地区は他地区とは違う色で着色する。 

■樹林内調査地区を除く確認種数の計算 

①経年確認状況一覧表（様式 3）の整理リ

ストに樹林内調査地区で確認された種を入

力する。 

②エクセルのフィルタ機能を用いて樹林

内調査地区で確認された種のみを表示させ

る。 

③樹林内調査地区のみの確認種表示にお

いて、過去の調査から最新の調査結果に至る

まで他地区で確認がない種を「樹林内調査地

区のみの確認種」とする。 

③「樹林内調査地区のみの確認種」の種数

を「累積確認種数」の棒グラフに追加入力す

る。 

樹林内調査地区のうち最も多くの種数が確認された地区を

「樹林 1」として確認種数、累積確認種数を記載する。 

 ■ ▲▲ダム（▲×地整；×▲川水系） 

▲▲○2 

▲▲○7 

▲▲○5 

▲▲○4 

▲▲○6 

▲▲ダム 
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累積
確認種数

1996 810 810

2004 776 984

国勢調査（全地点） 2009 647 1025

国勢調査（樹林内なし） 樹林除 499 1018

国勢調査（樹林1のみ） 樹林１ 610 1023

外れた種：7種
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■生物相調査充実度整理票（植物） 

■ ○○ダム（○×地整；△×水系） ■H10（1998）年からダム供用開始 ■調査回別確認種数（1996-2009） ■水国４巡目調査地区別の確認種数(2009） 

   

■累積確認種数の推移（1996-2009） ■確認種数データ 

  

■樹林内調査地区を除く場合外れる種 

７種 

アクシバ、カツラ、コタチツボスミレ、ニガキ、ネズミ

モチ、ヤマボウシ、ラン科 Calanthe 属の一種 

■コメント 

・○○ダムでは、環境影響検討のため試験湛水前の H8（1996）と試験湛水後の H16（2004)に現地調査を実施してい

る。その後、3 回目の現地調査は水国調査として H21（2009）に実施されている。 

・植物の累積確認種数は３回目の現地調査により、1,025 種となった。この調査結果から、3 回目の樹林内のみで確認

された 7 種（アクシバ,カツラ,コタチツボスミレ,ニガキ,ネズミモチ,ヤマボウシ,ラン科 Calanthe 属の一種）を除い

ても 1,018 種と全体の 99％が確認されている。さらに、樹林内調査地区３地区のうち最も多くの種数が確認された

「○△周２（群落 1 位：スギ・ヒノキ植林）」を含めると 1,023 種となり、全体のほぼ 100％が確認できることとな

る。 
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確認種数
累積
確認種数

1997 64 64

1998 58 81

2003 65 93

国勢調査（全地点） 2009 77 102

国勢調査（樹林内なし） 樹林除 65 99

国勢調査（樹林1のみ） 樹林１ 72 102

モニタリング

外れた種：コジュケイ、オオマシコ、ベニマシコ
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■生物相調査充実度整理票（鳥類） 

■ ●●ダム（●×地整；▲×川水系） ■H14（2002）年からダム供用開始 ■調査回別確認種数（1997-2010） ■水国４巡目調査地区別の確認種数（2010） 

   

■累積確認種数の推移（1997-2010） ■確認種数データ 

  

■樹林内調査地区を除く場合外れる種 

３種 

コジュケイ、オオマシコ、ベニマシコ 

■コメント 

・●●ダムでは、環境影響検討のため、試験湛水前の H9、H10（1997,1998）と試験湛水後の H15（2003)に現地調査

を実施している。その後、4 回目の現地調査は水国調査として H21（2009）に実施されている。 

・鳥類の累積確認種数は４回目の現地調査により、102 種となった。この調査結果から、4 回目の樹林内のみで確認さ

れた 3 種（コジュケイ、オオマシコ、ベニマシコ）を除いても 99 種と全体の 97％が確認されている。さらに、樹

林内調査地区４地区のうち最も多くの種数が確認された「●△周２（群落 1 位：コナラ林）」を含めると 102 種とな

り、全体の 100％が確認できることとなる。 
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■生物相調査充実度整理票（両生類・爬虫類・哺乳類） 

■ △△ダム（△×地整；×△川水系） ■H14（2002）年からダム供用開始 ■調査回別確認種数（1997-2010） ■水国４巡目調査地区別の確認種数（2010） 

   

■累積確認種数の推移（1997-2010） ■確認種数データ 

  

■樹林内調査地区を除く場合外れる種 

なし 
（樹林内で確認された両生類は、アカハライモリ、ニホン

アマガエル、タゴガエル、ヤマアカガエル、ツチガエル、シ

ュレーゲルアオガエル、カジカガエルの７種。） 

■コメント 

・△△ダムでは、環境影響検討のため試験湛水前の H9～11（1997～1999）と試験湛水後の H14（2002)に現地調査を

実施している。その後、5 回目の現地調査は水国調査として H22（2010）に実施している。 

・両生類・爬虫類・哺乳類の累積確認種数は 5 回目の現地調査により、38 種となった。また、全体から樹林内調査地

区で確認された種を除いても累積種数合計に変化はない。従って、樹林内調査地点がなくとも、全ての両生・爬虫・

哺乳類が確認できることとなる。なお、樹林内調査地区 3 地区のうち最も多くの種数が確認されたのは「△○周 1

（スギ植林）」の（両生 4 種・爬虫 2 種・哺乳 9 種）15 種であった。 

 

△○入 2 

△○入 4 

△○周 4 

△○周 3 

△○周 2 

△○周 1 

△○他 1 

△○他 2 
：△△キッズの森) 

△○下 2 
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陸上昆虫類等 

■生物相調査充実度整理票（陸上昆虫類等） 

■ ▲▲ダム（▲×地整；×▲川水系） ■H10（1998）年からダム供用開始 ■調査回別確認種数（1981-2012） ■水国４巡目調査地区別の確認種数（2012） 

   

■累積確認種数の推移（1997-2007） ■確認種数データ 

  

■樹林内調査地区を除く場合外れる種 

224 種 

 

■コメント 

・▲▲ダムでは、環境影響検討のため試験湛水前の S56、H7、H9、H10（1981,1995,1997,1998）と試験湛水後の H15

（2003)に現地調査を実施している。その後、6 回目の現地調査は水国調査（４巡目）として H24（2012）に実施さ

れている。 

・陸上昆虫類等の累積確認種数は 6 回の現地調査により、3,168 種となった。この調査結果から、6 回目の樹林内のみ

で確認された 224 種を除いても 2,939 種と全体の 93％が確認されている。 

▲▲○1 

▲▲○2 

▲▲○3 

▲▲○4 

▲▲○5 

▲▲○6 

▲▲○7 

▲▲ダム 
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8.3 水国調査レベルの精度の必要性  

 

当該ダムの陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））において、水国調査レベルの精度での

調査の必要性がある場合には、調査を継続すると判断する。 

【解説】 

生物相調査充実度が充実しておらず調査の継続が望まれる場合のうち、当該ダムの陸域調査地

区（ダム湖周辺（樹林内））に重要な種の生息環境があり、総合的なモニタリングをする必要が

ある場合には、原則として調査を継続する。 

以下の場合で、水国調査レベルの精度で現地調査を実施する必要がある場合に継続と判断する。

それ以外の場合には廃止とするが、必要に応じて市民の方々や河川協力団体等と連携した調査を

実施する（参照）。 

 

・樹林内調査地区のみでの確認種に、多くの重要な種が含まれている場合 

・樹林内調査地区に重要種の集団営巣地があり、環境配慮の必要性がある場合 

・樹林内調査地区に希少猛禽類が生息しており、環境配慮の必要性がある場合 

・樹林内調査地区のみでの確認種に、近年その生息域が拡大傾向にある外来種がある場合 

 

表 8-6 水国調査レベルの精度の必要性の判断 

 

水国調査レベルの 

精度の必要性 
調査の継続の判断 

○ある ⇒ ○ 調査継続 

×ない ⇒ 
× 調査廃止 

（水国以外の調査で対応） 
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8.4 生物多様性の高い樹林内調査地区の有無  

 

当該ダムの陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））が、当該ダムの調査地区のうち、生物

多様性が高く代表的な地区であると判断される場合には、当該樹林内調査地区について調

査を継続すると判断する。 

【解説】 

全体の累積確認種数から樹林内地区のみのデータを除いた累積確認種数占有率が 80％を越え

ている場合においても、樹林内調査地区のうちのある地区が当該ダムにおいて相対的に多くの種

数が確認されるなど、他の樹林内調査地区と比較して生物多様性が高く代表的な地区であると判

断される場合には、その地区を調査対象として残すこととする。この判断は、(1)植物、(2)鳥類、

(3)両生類・爬虫類・哺乳類、(4)陸上昆虫類等の調査対象生物群別に実施する。 

この生物多様性が高い樹林内調査地区は、当該ダムの全調査地区のうち各分類群における確認

種数順位が上位 3 位に入る地区とする（図 8-9）。 

 

 

表 8-7 生物多様性の高い樹林内調査地区の有無の判断 

 

生物多様性の高い樹林

内調査地区の有無 
調査の継続の判断 

○ある ⇒ 
△ 代表地区のみ継続。 

他の樹林内地区は廃止 

×ない ⇒ × 調査廃止 
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    植物（○○ダム）            鳥類（○○ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    両爬哺（○○ダム）           陸上昆虫類等（△△ダム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※：点線枠は樹林内調査地区を表す。 

      ：生物相調査充実度整理票で整理（104 頁参照）した樹林１のうち、全体の上位３位に入る地区 

図 8-9 最新調査年の調査地区別確認種数と生物多様性の高い樹林内地区（例） 
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8.5 陸域調査地区廃止手続きのまとめ  

(1)分類群毎の評価のまとめ 

当該ダムの陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））において、上記で判定した内容を生物

分類群毎にまとめる。 

【解説】 

図 8-1 の陸域調査地区廃止に関する検討フローに従い、陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））

における検討項目ごとに、①陸域調査地区における生物把握の状況（生物相調査充実度）、②水

国調査レベルの精度の必要性、③生物多様性が高い樹林内調査地区の有無を整理し、今後の調査

において陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））を廃止するかについて判定し、今後の調査方針

についてまとめる。 

 

 

表 8-8 陸域調査地区廃止に関する判断 

 

①生物相調査充実度 
②水国調査レベルの 

精度の必要性 

③生物多様性が高い 
樹林内調査地区 

の有無 
調査の継続の判断 

× 
充実 

していない 
⇒ 

○ある ⇒ ○調査継続 

×ない ⇒ 
×調査廃止 

(水国以外の調査で対応) 

 
○ 

充実している ⇒ 

○ある ⇒ 
△代表地区のみ継続。 

他の地区は廃止 

×ない ⇒ ×調査廃止 

 

 

 

 

 

 



 

 120

(2)陸域調査地区廃止検討結果のまとめ 

「(1)分類群毎の評価のまとめ」で判定した生物分類群毎の判定を、当該ダムの全体的な

評価としてまとめる。 

【解説】 

陸域調査地区における生物分類群毎の判定を一覧表にとりまとめ、当該ダムの全体的な評価と

して陸域調査地区（ダム湖周辺（樹林内））の廃止検討結果をまとめる。 

 

 

表 8-9 当該ダムにおける陸域調査地区の廃止検討結果のまとめ（例） 

 

分類群 結果のまとめ 方針 判定の理由 

植物 ①生物相調査充実度 ×充実していない 

調査継続 

樹林内調査地区の生物相は十分

に把握されておらず、多くの重要種

が樹林内調査地区で確認されてい

るため、継続的な調査が求められ

る。 

②水国調査必要性 ○ある 

③残すべき地区 － 

鳥類 ①生物相調査充実度 ×充実していない 調査廃止 

（水国以外の調

査で実施） 

樹林内調査地区の生物相は十分

に把握されていないが、ＮＰＯの調

査が活発であり市民レベルの調査

で継続することで把握可能である。 

②水国調査必要性 ×ない 

③残すべき地区 － 

両生類・

爬虫類・

哺乳類  

①生物相調査充実度 ○充実している 

調査廃止 

３回の調査により、生物相は十分

に把握されており、生物多様性の高

い地区はない。 ②水国調査必要性 － 

③残すべき地区 ×ない 

陸上昆虫

類等 

①生物相調査充実度 ○充実している 
代表地区のみ継

続し、他の樹林

内地区は廃止 

３回の調査により、十分に生物相

は把握されているが、生物多様性の

高い樹林地区は調査を継続する。 

②水国調査必要性 － 

③残すべき地区 ○ある 

■廃止・

継続の 

方針 

植物調査と鳥類調査が十分な生物相調査充実度とならなかった。しかし、鳥類については地元の

ＮＰＯ団体の活動があり、市民レベルの調査で生物相の把握が可能である。両生類・爬虫類・哺乳

類調査は十分な調査が行われ、樹林内地区以外の調査により当該ダムの両生類・爬虫類・哺乳類相

の変化は確認可能である。陸上昆虫類等調査も樹林内地区において十分な調査が実施されてきたた

め、調査地区を廃止するが、○○地区は当該ダムでも有数の昆虫確認種数が期待されるため、代表

地区として地区を残すこととする。 

 


